
A
G

A
N

O
 C

ITY

基本計画2025 ︲2028期

阿賀野市　
総合計画

2025 ︲ 2032

阿賀野市

阿
賀
野
市
総
合
計
画

新
潟
県
阿
賀
野
市



1

　平成 16年に４町村が合併し、阿賀野市が誕生してから 20年が経ちました。

　この間においては、日本経済の長期低迷や大規模自然災害の発生、新型コロナウイルスという

未知なる感染症の拡大など、様々な要因によって私たちを取り巻く環境は目まぐるしく変化して

きました。

　本市では、平成 28年３月に第２次総合計画となる「阿賀野市総合計画 2016 － 2024」を策定し、

平成 28年度から令和６年度までの９年間の基本構想を掲げ、まちづくりの目標である「元気で明

るく活力のある魅力的なまち」の実現に向けて取組を進めてまいりました。

　しかしながら、計画期間中の指標は概ね向上したものの、東京圏への過度な一極集中という大

きな流れの中において、本市における人口減少と少子高齢化は一層深刻さを増しております。

　これらの状況を乗り越え、市民の負託に応えるために、また、次の世代へと繋いでいくためには、

変化し続ける社会情勢を的確に把握するとともに、町村合併以降 20年の歩みを確認しながら、本

市の新たな方向性と未来像を創り上げていくことが求められていると捉えています。

　このような考えのもと、長期的なまちづくりの方向性を示した「阿賀野市総合計画 2025 －

2032」と、これからの４年間における中期的なまちづくり目標・政策を掲げた「基本計画（2025

－ 2028 期）」を策定しました。

　本市が持ち得ている自然、歴史、地理といった地域の資源をいかし、暮らしてよかったと感じる、

暮らし続けたいと思えるまちを市民の皆様と一緒になって創り出していくため、全力で取り組ん

でまいります。

　結びに、本計画の策定にあたり、阿賀野市総合計画審議会の委員の皆様をはじめ、貴重なご意見、

ご提言をいただいた市民の皆様、市議会議員並びに関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。

令和７年３月

阿賀野市長　加 藤 博 幸

はじめに
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第１章　総合計画の概要

１．計画の策定趣旨 

総合計画とは、よりよい地域づくりのためのさまざまな施策を、バランス良く効率的に進めていくため
の基本的な指針となるもので、阿賀野市が進むべき方向を明確に示すとともに、それに向かって行うべき
政策及び施策を体系化した、阿賀野市における最上位計画です。

総合計画策定については、平成 23（2011）年５月２日に「地方自治法の一部を改正する法律」が公布
され、基本構想の法的な策定義務（第２条第４項）がなくなり、計画策定及び議会の議決を経るかについ
ては、市の判断に委ねられることになりました。

阿賀野市では、効率的かつ効果的なまちづくりを進めていく上で、市のすべての施策や事業の指針とな
る中長期の計画は欠かすことができないと考え、阿賀野市まちづくり基本条例第 19 条を根拠とした市の
政策を定める最上位の計画として、阿賀野市総合計画を策定するものです。

 策定の基本姿勢 

① 社会情勢の変化を見据えた実現性の高い計画
経済のグローバル化等により社会情勢が急激な変化をする時代において、総合計画の計画期間を長期間

とした場合、社会の実情と計画とが大きくかい離し、計画の意義や実効性が損なわれることが懸念されます。
そのため、本総合計画を策定するにあたっては、計画期間を全般的に短縮し、定期的な見直しを可能とす
ることによって、変化に対応できる柔軟で実現性の高い計画とします。

② 行政評価と連動したわかりやすい計画
まちづくりを進めるにあたり、どのような状態を目指して、何をどのように行うかということを明確に

するため、施策や基本事業の目的や目標を具体的に定め、行政評価を継続的に活用し、市の取組の内容と
達成状況を容易に理解することができるわかりやすい計画（ＰＤＣＡサイクルの基点としての総合計画）
とします。

③ 経営資源の選択と集中を図る戦略的な計画
厳しい財政状況の下でまちづくりを進めていくためには、限られた財源を効果的に配分する選択と集中

が不可欠です。そのため、阿賀野市総合計画を策定するにあたっては、阿賀野市をより魅力あるまちとす
るため計画期間中に重点的に取り組むべき分野とその目標を定めることとします。
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２．計画の構成と期間 

（１）基本構想
基本構想は、阿賀野市の地勢（地理的位置付け）やまちの発展過程等を踏まえたまちづくりの方向性を

示すものです。
基本構想の期間は８年とします。

（２）基本計画
基本計画は、基本構想を踏まえて、中期的なまちづくりの方針に基づく政策の方向性、政策を実現する

ための施策別計画を成果指標等で見える化し、阿賀野市の成長や課題解決のために重点的に取り組むべき
分野等を定めることとします。

計画期間は、社会情勢の変化や首長の施政方針との一体性を踏まえた計画期間とします。

（３）実施計画
実施計画は、基本計画で定める重点的に取り組むべき分野等の推進を中心に、施策、基本事業の重要度

等を考慮し、年度別、事業別に分類された事業計画と計画期間における財政状況の見通しに基づく財政計
画とで構成します。

計画期間は、基本計画を実現する手段であることから、基本計画と同じとします。ただし、事業進捗に
よる見直し、法改正や行政ニーズへの迅速な対応が必要となることを踏まえ、１年毎に見直す方式（１年ロー
リング方式）とします。

令和7～14年度
（8年間）

令和7～10年度
（4年間）

令和7～10年度
（１年ローリング）

R7 R8 R9 R10 R11
阿賀野市総合計画

R12 R13 R14 R15
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2023 2024

年
度

期
間

次期策定

次期策定

策定

基本構想

基本計画 2016～2020

基本計画 2021～2024

基本構想

計画期間計画構成

基本計画政策

施策

事務事業
実施計画

中期方針

基本事業

阿賀野市総合計画
年
度

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

期
間

基本構想
次期策定

基本計画 2025 〜 2028
策定 基本計画 2029 〜 2032

次期策定
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３．総合計画の実現に向けて �

（１）行政経営（ＰＤＣＡ）サイクルに基づく計画策定・進行管理
総合計画を実現する手段として、施策体系を設定しており、これを計画（Ｐｌａｎ）といいます。その

計画に基づいて、予算が配分され、事業を実行（Ｄｏ）します。そして事業の実施によって、施策のめざ
す姿が計画どおりに達成できているかを、成果指標（アウトカム指標）というモノサシを活用して評価

（Ｃｈｅｃｋ）し、その評価結果に基づく資源配分や業務の見直しを実施（Ａｃｔ）していく一連の流
れを「行政経営サイクル（ＰＤＣＡサイクル）」といいます。

阿賀野市では、行政経営（行政評価）の考え方を取り入れたまちづくりを展開します。

基本計画に記載されている「施策」「基本事業」の
成果指標実績値を把握し、総合計画の進み具合を評価

施策・基本事業の実現手段である「事務事業」の
成果指標実績値を把握し、進み具合を評価

Act 改善
評価結果に基づいた
資源配分や事業見直し案の組織決定と実施

Check 評価

Plan 計画
①「施策」毎のめざす姿とその達成手段である
基本事業や事務事業を組立

②「施策」「基本事業」「事務事業」の各階層に
達成度を示す成果指標 設定

③評価結果に基づく改善案の
推進計画策定

Do 実行
基本計画の達成に向けて年次毎に効果的・効率的な
事業推進・事務の執行

施策・基本事業評価

事務事業評価

基本
構想

基本計画

実施計画

政策
施策

基本事業

（事務事業）

行政経営サイクル（ＰＤＣＡサイクル）
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（２）成果指標に基づく計画策定・進行管理・評価
行政評価を活用したマネジメントの特徴は、成果指標（アウトカム指標）というモノサシを設定し、施

策や事業の成果達成度を市民にわかりやすく『見える化』することにあります。
本総合計画においても、「施策」「基本事業」「事務事業」の施策体系の各階層の目的達成度を示す成果

指標を設定します。
基本計画の構成要素である「施策」「基本事業」には、基本計画終了年度の目標値を設定し、経営計画

としての機能を果たします。
総合計画策定後は、毎年度「施策」「基本事業」「事務事業」の成果指標実績値把握を行い、それに基づ

く成果動向等の評価を行います。
評価結果から、施策の成果達成に向けた課題を抽出し、事務事業の見直しやビルド＆スクラップ等の対

策を講じます。

・・・

・・・

・・・

・・・

基本構想のまちづくり指標への貢献

施策体系

政策

成果指標
目的達成度を測る
「モノサシ」

基準値 評価
1年目

評価
2年目

目標
年度＜目的ー手段の設計図＞

安全な暮らしの確保と向上

○○○○○と感じる
市民の割合

80.0% 80.6% 82.1%

評価： 横ばい 向上

評価： 低下 向上

評価： 不調 順調

85.0%

67.2% 52.8% 72.6% 74.5%○○○○○を
行っている
市民の割合

○○○○センター
の利用者数

施　策
○○○○○支援の充実

基本事業
○○○○○の支援

事務事業
○○○○○事業

施
策・基
本
事
業
評
価

事
務
事
業
評
価

6,200人 4,800人 8,002人
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４．総合計画と各種計画との連動 �

（１）経営計画としての総合計画
総合計画は、全施策のめざす姿を網羅した最上位計画として位置付けるとともに、『阿賀野市の経営計画』

として、【政策推進】、【行政改革（行政経営）】、【健全財政】の３側面を包含した計画としています。

【行政改革大綱を包含する総合計画】
阿賀野市では、『行政改革大綱』は策定せず、行政改革の方向性やめざす姿は基本計画の分野別政策６

及び総合的政策に掲げる施策の基本事業に包含（位置付け）するものとします。

【地方創生、国土強靱化の全庁的計画を包含する総合計画】
人口減少と地域経済縮小の克服を図るため、まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立を目指す『デジ

タル田園都市国家構想総合戦略（略称「地方版総合戦略」という。）』及び災害による人的・物的被害の未
然防止や減災を目指す『国土強靱化地域計画』は、国から全市町村に策定が求められています。この２つ
の計画は、総合計画と担う範囲が重複するとともに、全庁的な政策推進や事業計画にも大きく影響するも
のです。

本総合計画では、人口ビジョンにおいて本市人口の将来展望を示すとともに、人口減少問題を重要課題
として掲げてまちづくりを進めることから、「まち・ひと・しごと創生法」第 10 条に基づく『地方版総合
戦略』と位置付け、一体として取り扱います。

また、『国土強靱化地域計画』のめざす姿や方向性は、総合計画の基本計画内の基本事業に包含（位置付け）
するものとします。

なお、各計画の進捗管理や市民への説明責任においても、総合計画や行政評価の成果指標を活用し、わ
かりやすく報告するとともに、進捗管理や市民への説明に係る業務の整流化を図ります。

総合計画（基本計画）の施策体系一覧 他計画の
該当項目

政策名 施策名 基本事業名 重点
分野

行政 
改革

国土 
強靱化

7

市役所機能
の整備・強
化と
信頼される
行政経営

1 行政経営の推進

1 成果重視の行政経営の推進 ●
2 健全な財政運営の推進 ●
3 組織・人事マネジメントの推進 ● ●
4 公共施設等のマネジメントの推進 ● ●
5 行政のデジタル化の推進 ● ●
6 広報・広聴活動の充実 ● ●
- 施策の総合推進

2 適切な行政事務の執
行とサービス提供

1 情報の適切な公開と保護
2 課税徴収事務の適正執行 ●
3 出納事務の適正執行
4 積極的な選挙啓発と適正な選挙事務の執行
5 丁寧・迅速・確実な窓口サービスの提供 ●
6 監査事務の適正執行
7 議会事務の適正執行
8 情報システムの適切な管理 ●
- 施策の総合推進 ●
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（２）市の最上位計画である総合計画と各部門別計画との連動
総合計画は、全施策のめざす姿を網羅した最上位計画ですが、市では、それ以外に法令等に基づき個別

分野計画を策定しています。個別分野計画は、最上位計画である総合計画の方向性を踏まえ策定・進行管
理を行います。

ただし、個別分野計画は、総合計画と計画期間が異なるため、一時的に総合計画と方向性が異なってい
る場合がありますが、個別分野計画改定時には整合を図ります。

市の最上位計画

阿賀野市総合計画
主な個別分野計画

政策名 計画名称

●安全な暮らしの確保と向上

健康あがの 21 計画
阿賀野市国民健康保険保健事業実施計画
特定健康診査等実施計画
阿賀野市歯科保健計画
阿賀野市食育推進計画
阿賀野市みんなで支えよう「こころ」と「いのち」を守る行動計画
阿賀野市地域福祉計画 ･ 地域福祉活動計画
阿賀野市地域防災計画
阿賀野市水防計画
阿賀野市国民保護計画
阿賀野市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進計画
阿賀野市交通安全計画

●子どもと子育て世代への支援 阿賀野市こども計画
阿賀野市教育振興基本計画

●高齢者・障がい者福祉の充実 阿賀野市高齢者福祉計画 ･ 介護保険事業計画
阿賀野市障がい者計画 ･ 阿賀野市障がい福祉計画 ･ 阿賀野市障がい児福祉計画

●地域経済の活性化と拡充 地域未来投資促進法に基づく阿賀野市基本計画

●�生活に密着した住みやすい環境
づくり

阿賀野市都市計画マスタープラン
阿賀野市立地適正化計画
阿賀野市耐震改修促進計画
阿賀野市空家等対策計画
阿賀野市地域公共交通計画
阿賀野市新水道ビジョン
阿賀野川流域下水道（新井郷川処理区）関連阿賀野市公共下水道事業計画
阿賀野市公共下水道（安田処理区）事業計画
阿賀野市一般廃棄物処理基本計画
阿賀野市災害廃棄物処理計画
阿賀野市環境基本計画
阿賀野市地球温暖化対策実行計画「区域施策編」

●多様性の尊重と市民協働の推進 阿賀野市男女共同参画プラン
阿賀野市人権教育 ･ 啓発推進計画

●�市役所機能の整備・強化と信頼
される行政運営

阿賀野市行政改革推進計画
阿賀野市財政計画
阿賀野市定員適正化計画
阿賀野市公共施設等総合管理計画
阿賀野市デジタル・トランスフォーメーション推進計画
阿賀野市過疎地域持続的発展計画
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５．時代潮流 �

人口減少社会と少子高齢化の進行
日本の総人口は、平成 20（2008）年をピークに減少に転じており、令和 42（2060）年の総人口は約

9,300 万人まで減少すると国の推計では見通されています。また、総人口に占める 65 歳以上の高齢者の
割合も高く、本格的な少子高齢化・人口減少時代を迎えようとしています。

未婚化・晩婚化や女性の社会進出、ライフスタイルや価値観の多様化などを背景とした少子化と健康志
向や医療技術の進歩などによる高齢化の進行が、労働力の減少や経済活力の低下をもたらす一方で、年金
や医療、介護などの社会保障費が増加し、社会経済構造へ深刻な影響を与えています。

このため、安心して子どもを産み育てられる環境の充実、安定した雇用環境の確保、健康寿命の延伸に
向けた取組や地域で支え合う仕組みの構築など、人口減少や少子高齢化の進行をできる限り緩やかにして
いくための対応が求められます。

安全・安心に対する意識の高まり
平成 23（2011）年の東日本大震災、相次ぐ自然災害（台風、局所的な集中豪雨や豪雪等）、令和２（2020）

年の新型コロナウイルスの世界的流行により、安全・安心に対する意識がさらに高くなっています。
地震や台風、豪雨等の自然災害だけでなく、未知の感染症、食の安全、防犯、消費者問題、子どもを取

り巻く環境等、社会生活全般に対して安全・安心を確保する対策が求められています。
災害時において住民の生命及び生活を守るとともに、被害の低減を図り、災害に強いまちづくりを推進

すると共に、地域の安全・安心を支える住民同士のつながりや共助の取組の必要性が高まっています。

全ての人が活躍できる社会と多様性を認める社会へ
長寿社会の進展による人生 100 年時代を見据え、高齢者から若者まで、全ての国民に活躍の場があり、

全ての人が元気に活躍し続けられる社会、安心して暮らすことのできる社会の構築を国は進めています。
その実現に向けて、雇用システムの構築、長時間労働の是正、子育てや介護をしながらの就労環境の整備
等をめざす「働き方改革」が施行されています。

また、性差別、性同一性障害等の性的マイノリティへの対応、職場や家庭でのハラスメント防止など、
多様性や人権を認める価値観での暮らし方、接し方をしていく必要があります。日本人だけでなく、留学
や技能実習等の資格で在留する外国人や訪日観光客などが地域社会において支障なく過ごせる多文化共生
のまちづくりも求められています。

社会資本のあり方の見直し
高度経済成長期に整備された多くの公共建築物（ハコモノ）や道路、橋梁、公園、下水道などの社会資本（イ

ンフラを含む公共施設等）が一斉にその更新時期を迎えつつあります。
今後、厳しい財政状況が続く中、多額の費用負担に対処するため、地方公共団体には人口減少等により

予想される将来需要の変化を考慮し、長期的な視点で計画的な維持管理を行うことが必要とされています。
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情報技術による生活革新～ Society5.0 ～
パソコン、携帯電話、スマートフォン、ＡＩ（人工知能）、ＧＰＳ（位置情報システム）等の情報通信

技術が飛躍的に発達し、人々の生活に浸透したことにより、コミュニケーションや情報発信・取得におい
て利便性が向上しています。

それらを単に個人として利用するのではなく、仕事や学校教育、社会全体での利用促進を本格化させ、
経済発展と社会的課題の解決を両立していく人間中心の豊かな社会（Society）の実現に向けた取組が進
められています。

地方公共団体においても、情報通信技術を活用した各種手続きの電子化や各行政サービスにおける利便
性の向上が期待されています。

環境問題の深刻化と持続可能社会への取組
温暖化をはじめとして、地球規模での環境問題が深刻化しており、国レベルでの対策が求められるとと

もに、各地域や個人でも、環境問題への意識を高め、地球環境に配慮した取組を進めることが求められます。
国では、令和 32（2050）年までにカーボンニュートラル（温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする）
を目指すことを表明し、令和３（2021）年度策定の「地球温暖化対策計画」では、令和 12（2030）年
度において、温室効果ガスを平成 25（2013）年度から 46％削減することを目指すことが示されています。

さらに、環境問題を包含した地球全体の持続可能性を保つために、国際連合では、17 のゴール・169
のターゲットから構成されるＳＤＧ s（Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標））を設
定し、多くの国、企業、公共団体が課題の解決を目指しています。

社会経済情勢の変化
経済は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進み、緩やかに回復してきています。個人消費や設備

投資の持ち直しが続いている中で、今後についても雇用・所得環境の改善が見込まれ、民間需要主導の緩
やかな成長が続くと見込まれています。一方で、世界的な金融引締めの長期化等による海外景気の下振れ
リスク、物価上昇や金融資本市場の変動による影響が懸念されます。

国では、未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現に向けた新しい資本主義の取組を加速させ、賃金上
昇やコストの適切な価格転嫁を行う「賃金と物価の好循環」、成長力の向上と家計所得の増加に裏打ちされ
た「成長と分配の好循環」を目指すとしています。

地方行政の役割の変化
地方行政は、戦後の高度成長を背景とした基盤整備を中心としていた時代から、心の豊かさを求める時

代となり、「人づくり」を含めたまちづくりへ、その役割が変化してきました。
住民ニーズが高度化・多様化し、行政サービスへの期待はより高くなっています。また、これまで地方

分権や行政改革が進められてきましたが、今後はさらに、人口減少の克服のため、結婚や出産の希望の実現、
地域での雇用拡大等、地方創生に向けた取組が求められています。

市民の参画及び市民と行政の協働により、地域性をいかしたまちづくりが必要となっています。
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第２章　阿賀野市の現状

１．阿賀野市の概況（位置・地勢）

阿賀野市は、新潟平野のほぼ中央に位置し、南側に大河阿賀野川が流れ、東側に標高 1,000 メートル級
の山々が連なる五頭連峰を背にして形成された扇状地におよそ 6,500 ヘクタールの水田が広がる穀倉地帯
です。

県都新潟市から南東へ約 20 キロメートル、東は新発田市、阿賀町、西は新潟市、南は五泉市、阿賀町、
北は新潟市、新発田市にそれぞれ接しています。磐越自動車道や国道 49 号、国道 460 号、国道 290 号、
ＪＲ羽越本線が通り、県都に隣接する自然環境豊かな地域です。

阿賀野市は、東西約 18.5 キロメートル、南北約 15.3 キロメートルで、192.7 平方キロメートルの面
積を有しています。地目別に見ると、農地が 69.8 平方キロメートル、宅地が 14.3 平方キロメートル、山
林 65.8 平方キロメートルとなっています。

阿賀野市の気候は、日本海側気候に属していますが、冬期間でも近年の暖冬傾向により、小雪で日常生
活に支障が出るようなことはありません。春から夏にかけて、阿賀野川の水面を渡るように、時折強い東
南（ダシ）の風がこの地域を吹き抜けます。

市役所の位置
緯度　　北緯 37 度 50 分 4 秒

経度　　東経 139 度 13 分 34 秒

聖籠町

新潟市

田上町

燕市
弥彦村

阿賀町
五泉市

関川村

胎内市

阿賀野市

新発田市

三条市

加茂市
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２．人口・世帯

（１）	人口・世帯の推移
平成７（1995）年から減少傾向となり、令和５（2023）年時点で 40,353 人となっています。おおよ

そ 20 年前（平成 17 年）比で 14％の減少、10 年前（平成 27 年）比で７％の減少となっています。
人口増減動向では、平成 11（1999）年以降、社会人口（転入転出）及び自然人口（出生死亡）ともに

マイナスとなりました。その後も自然人口は出生数低下、死亡者数増加による減少幅が増加しており、社
会人口は 70 ～ 240 人の減少 / 年で推移しています。

■	人口と世帯数

0

20,000

40,000

60,000

48,828 ｠48,456 47,043 ｠45,560
43,415 40,696 40,353

2

3

4

5

人口（人）
世帯数（世帯）

世帯人員
（人/世帯）

総人口 世帯人員世帯数
H7 H12 H17 H22 H27 R2 R5

（年度）

12,13812,138 12,63212,632 12,84712,847 13,15413,154 13,39013,390

13,48413,484 14,80814,808

｠
3.843.84

3.663.66
3.463.46

3.243.24
3.023.02

2.732.73

4.024.02

資料：国勢調査、住民基本台帳人口（令和５年1月１日現在）

■	人口増減動向

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

H1
1

H1
3
H1
4

H1
6
H1
7
H1
8
H1
9
H2
0
H2
1
H2
2
H2
3
H2
4
H2
5
H2
6
H2
7
H2
8
H2
9
H3
0 R1 R2 R3 R4

増減者数（人）

H8 H9 H1
0

H1
2

H1
5

社会人口増減 自然人口増減

資料： 新潟県統計データハンドブック（県統計課「新潟県の人口移動」）
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（２）年齢構成の変化
人口の構成比では、全国と同様の傾向にあり、年少人口（14 歳以下）が減少、高齢人口（65 歳以上）は

増加しています。平成 27（2015）年以降は高齢化率が 30％を超え、令和５（2023）年には 34.7％まで
上昇しています。

阿賀野市は、平成 12（2000）年以降、超高齢社会の構造となっています。

■年齢階層別人口構成比

H7

H12

H17

H22

H27

R2

R5

(年度 )

19.52%

22.47%

24.60%

26.25%

30.10%

34.43%

34.74%

17.74%

15.66%

14.05%

12.80%

11.70%

11.06%

10.60%

62.74%

61.87%

61.35%

60.90%

58.13%

54.22%

54.67%

0.05%

0.08%

0.29%

0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳

資料： 国勢調査、住民基本台帳人口（令和５年 1 月１日現在）

（３）年齢別人口構成の動向
阿賀野市の年齢別人口構成比は、この約 10 年で大きく変化しています。平成 22（2010）年時点で少子

高齢化の影響で「つぼ型」となっていました。令和５（2023）年時点では、より少子高齢化の傾向が強く表
れ、「コマ型」に変化しています。

■年齢別人口構成（平成22年10月１日）

2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500（人）

（男性） （女性）

897
965

1,163
1,160
993

1,181
1,405
1,363
1,222

1,346
1,565

1,997
1,843

1,262
1,128
1,083

778
371

93
26
5

750 
946 
1,110 
1,113 
1,083 
1,131 
1,251 
1,302 
1,225 
1,341 
1,591 
1,840 
1,794 

1,283 
1,411 
1,519 
1,455 

967 
412 

150 
15 

0~4
5~9
10~14
15~19
20~24
25~29
30~34
35~39
40~44
45~49
50~54
55~59
60~64

70~74
65~69

75~79
80~84
85~89
90~94
95~99
100歳以上

資料：国勢調査

■年齢別人口構成（令和５年１月１日）

2,500 2,000 1,500 1,000 500
0~4
5~9
10~14
15~19
20~24
25~29
30~34
35~39
40~44
45~49
50~54
55~59
60~64

70~74
65~69

75~79
80~84
85~89
90~94
95~99

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

100歳以上

（人）
584

734
867
904
868
810

958
1,176
1,277
1,391
1,309
1,246

1,421
1,667
1,756

1,070
771
523
235

48
2

586 
726 
779 
850 
802 
740 
830 
1,093 
1,159 
1,305 
1,219 
1,242 
1,459 
1,645 
1,878 

1,212 
1,145 
1,060 

691 
262 

53 （男性） （女性）

資料：住民基本台帳人口
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（４）合計特殊出生率の動向
全国及び新潟県平均は、平成 23（2011）年から横ばいの状況が続いていましたが、平成 30（2018）

年から低下傾向に転じています。阿賀野市では全国及び新潟県平均を下回った状態が続いており、平成 26
（2014）年は県内最下位となる 1.16 まで下降し、その後一旦は 1.33 まで上昇しましたが、令和３（2021）
年には 1.15 まで低下しています。

なお、出生数は平成 25（2013）年までは 300 人台で推移していましたが、平成 26（2014）年から
200 人台となっており、年々減少しています。

■合計特殊出生率の推移

H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 H30年 R1年 R2年 R3年
出生数（阿賀野市）

0

200

400

600

800

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50
出生数（人）

合
計
特
殊
出
生
率

全国
新潟県
阿賀野市

310
1.39
1.41
1.36

305
1.41
1.43
1.32

302
1.43
1.44
1.39

263
1.42
1.43
1.16

261
1.45
1.44
1.27

261
1.44
1.43
1.33

244
1.43
1.41
1.18

260
1.42
1.41
1.30

215
1.36
1.38
1.30

224
1.33
1.33
1.29

204
1.30
1.32
1.15

資料：福祉保健年報、阿賀野市人口動態
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（５）転出入先の傾向
平成 30（2018）年～令和４（2022）年（５か年）における転入転出の状況では、転入が 3,802 人、

転出が 4,578 人と 776 人の減少となっています。
転入転出ともに、新潟県内が全体の 60％以上となっており、中でも、隣接の新潟市は転出入ともに 1,400

人を超え全体の約 40％を占めています。
阿賀野市への転入については、阿賀町からの転入超過（５年間で 50 人）が特徴となっています。
阿賀野市からの転出については、新潟市▲ 388 人、南関東地方▲ 314 人、南関東以外の他県▲ 55 人、

新発田市▲ 50 人となっています（５年間の転出超過数）。

■転入・転出の状況 - 平成 30年～令和４年（累計５ヶ年）

村上市

42人

37人

五泉市

157人
168人

新潟市

1,490人

1,878人

阿賀町

78人

28人

長岡市

74人

86人

上越市
38人

43人

新発田市
265人

315人

南関東以外
他県

615人

560人

国外
251人

255人

864人

550人

全域（国内・国外計）

5年間の累計
転入 3,802人

転出 4,578人

純移動 ▲776人

南関東

県内その他

293人

293人

阿賀野市

資料：新潟県人口移動調査

■転入・転出の状況と県内・県外比率
単位：人

年度
新潟県

県内計
南関東

南関東計 南関東以外
の他県 国外 合計

新潟市 長岡市 新発田市 村上市 五泉市 上越市 阿賀町 その他 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

H30-R4
（累計5ヶ年）

転入 1,490 74 265 42 157 38 78 293 2,437 117 83 208 142 550 560 255 1,365
転出 1,878 86 315 37 168 43 28 293 2,848 175 119 392 178 864 615 251 1,730
純移動数 ▲ 388 ▲ 12 ▲ 50 5 ▲ 11 ▲ 5 50 0 ▲ 411 ▲ 58 ▲ 36 ▲ 184 ▲ 36 ▲ 314 ▲ 55 4 ▲ 776

平成30年
転入 298 23 67 14 37 15 13 57 524 19 14 42 19 94 81 36 211
転出 408 25 52 14 38 9 9 76 631 30 24 69 33 156 97 52 305
純移動数 ▲ 110 ▲ 2 15 0 ▲ 1 6 4 ▲ 19 ▲ 107 ▲ 11 ▲ 10 ▲ 27 ▲ 14 ▲ 62 ▲ 16 ▲ 16 ▲ 201

令和元年
転入 294 12 60 6 21 6 19 73 491 21 14 45 21 101 129 51 281
転出 388 17 62 3 45 7 7 60 589 42 39 99 45 225 141 59 425
純移動数 ▲ 94 ▲ 5 ▲ 2 3 ▲ 24 ▲ 1 12 13 ▲ 98 ▲ 21 ▲ 25 ▲ 54 ▲ 24 ▲ 124 ▲ 12 ▲ 8 ▲ 242

令和 2 年
転入 310 11 49 6 34 5 23 44 482 29 18 42 20 109 120 31 260
転出 410 15 62 5 25 7 2 49 575 34 20 78 28 160 142 38 340
純移動数 ▲ 100 ▲ 4 ▲ 13 1 9 ▲ 2 21 ▲ 5 ▲ 93 ▲ 5 ▲ 2 ▲ 36 ▲ 8 ▲ 51 ▲ 22 ▲ 7 ▲ 173

令和 3 年
転入 329 15 44 8 32 9 12 56 505 20 23 41 31 115 120 61 296
転出 352 12 67 12 25 9 7 40 524 40 22 70 40 172 120 57 349
純移動数 ▲ 23 3 ▲ 23 ▲ 4 7 0 5 16 ▲ 19 ▲ 20 1 ▲ 29 ▲ 9 ▲ 57 0 4 ▲ 72

令和 4 年
転入 259 13 45 8 33 3 11 63 435 28 14 38 51 131 110 76 317
転出 320 17 72 3 35 11 3 68 529 29 14 76 32 151 115 45 311
純移動数 ▲ 61 ▲ 4 ▲ 27 5 ▲ 2 ▲ 8 8 ▲ 5 ▲ 94 ▲ 1 0 ▲ 38 19 ▲ 20 ▲ 5 31 ▲ 88

資料：新潟県人口移動調査
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（６）通勤・通学における近隣自治体との関係
令和２（2020）年における 15 歳以上の就業者の従業地は、市内が 56.7％、県内が 41.4％、県外・従

業地「不明」が 1.9％となっています。通学先は、市内が 21.3％、県内が 75.0％、県外・通学地「不詳」
が 3.7％となっています。

他の自治体から阿賀野市へ通勤・通学する流入人口は 6,000 人、阿賀野市から他の自治体へ通勤・通学
する流出人口は 9,855 人で、流入流出の差異は▲ 3,855 人となっています。

流入超過の自治体は、五泉市と阿賀町で、他の自治体は流出超過となっています。特に新潟市へ通勤・
通学する人の割合が 64.9％と高い状況です。

■通勤・通学の概況（令和２年）

就業・就学区分 人数
従業地
通学地
区分

内訳数
従業地
通学地
構成比

15歳以上の就業者 20,647

市内 11,702 56.7%
県内 8,548 41.4%
県外

「不詳」含む 397 1.9%

15歳以上の通学者 1,608

市内 343 21.3%
県内 1,206 75.0%
県外

「不詳」含む 59 3.7%

資料：国勢調査

■通勤・通学の自治体別状況（令和２年）

新発田市

943人

1,627人

聖籠町

47人
256人

五泉市

1,265人
855人

他県
34人

101人

167人

473人
県内その他

新潟市

3,280人

6,398人

阿賀町

264人145人

阿賀野市

資料：国勢調査
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（７）行政需要把握のための人口推計
第３次総合計画 2025–2032 における行政需要を推測し、行政経営指針や各種事業量の算定に活用する

ことを目的として令和 14（2032）年までの人口を推計しました。
推計にあたっては、直近過去８年の転出入及び死亡データ、出生、性比の平均値を適用して推計してい

ます。

第 3次総合計画 2025-2032 の計画終了期間である令和 14（2032）年の推計人口

35,089 人（男性 16,611 人　女性 18,479 人）
令和 4（2022）年比　▲ 13.04％

■人口推計

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
15,000

20,000

25,000

30,000

20,000

30,000

40,000

50,000

推
計
人
口（
人
）

性
別
人
口（
人
）

男性人口（人） 女性人口（人）総人口（人）

■人口推計（年齢３区分人口）� 単位：人
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

年少人口 4,276 4,142 4,008 3,874 3,740 3,607 3,473 3,340 3,206 3,097 2,988
生産年齢人口 22,056 21,419 20,782 20,145 19,712 19,279 18,846 18,413 17,980 17,567 17,153
老年人口 14,018 14,315 14,612 14,909 14,943 14,977 15,011 15,045 15,080 15,014 14,948
総人口 40,350 39,876 39,401 38,927 38,395 37,862 37,330 36,798 36,265 35,677 35,089

■人口推計（年齢３区分人口割合）� 単位：％
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

年少人口 10.6 10.4 10.2 10.0 9.7 9.5 9.3 9.1 8.8 8.7 8.5
生産年齢人口 54.7 53.7 52.7 51.7 51.3 50.9 50.5 50.0 49.6 49.2 48.9
老年人口 34.7 35.9 37.1 38.3 38.9 39.6 40.2 40.9 41.6 42.1 42.6

推計条件（阿賀野市のデータを適用）
　　純移動率・・平成 27（2015）年から令和４（2022）年までの８年間の平均値
　　生残率・・・平成 27（2015）年から令和４（2022）年までの８年間の平均値
　　出生率・・・平成 27（2015）年から令和４（2022）年までの８年間の平均値
　　出生性比・・平成 27（2015）年から令和４（2022）年までの８年間の平均値
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３．産業の状況

（１）産業別就業者数の推移
人口と同様、就業者人口も平成７（1995）

年以降、減少傾向を示しています。
平成 22（2010）年と令和２（2020）年の

10 年間の比較では、第一次産業で▲ 19.7％、
第二次産業で▲ 11.1％、第三次産業で▲ 5.8％
となっています。

（２）農業（第一次産業総生産額の推移）
第一次産業総生産額（市内総生産額）は、天

候や災害等の影響を踏まえると全体傾向として
横ばいといえます。

令和２（2020）年の市内総生産額に占める
第一次産業の割合は 4.4％となっています。

第一次産業の内訳としては農業 68.0％、林業
32.0％となっています。

（３） 工業（製造品出荷額の推移）
製造品出荷額については、平成 23（2011）

年から段階的に回復し、平成 30（2018）年以
降は 1,300 億円以上で推移しています。

産業分類別の製造業出荷額の上位は、食料品
製造業が 35.5％、化学工業が 19.0％で５割以
上を占めています。

資料：国勢調査
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10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H7 H12 H17 H22 H27 R2(年度)
第一次産業 第二次産業 第三次産業

（単位：人）

3,448 2,694 2,733 2,240 2,106 1,799

10,559
10,033 8,745

7,638 7,438 6,793

11,891
12,047

12,210
12,154 12,153

11,451

資料：市町村民経済計算

R2(年度)

（単位：億円）
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資料：工業統計調査、経済センサス活動調査

R2(年度)

（単位：億円）
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産業別就業者数の推移

第一次産業総生産額の推移
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（４）商業（年間商品販売額の推移）
商品販売額は、小売業については、平成 19

（2007）年から減少傾向です。
卸売業については、増減はありますが減少傾

向にあります。

■‌�平成 24(2012) 年と令和３(2021) 年の比較
の特徴
①卸売業

‌�農産物を含む飲食料品卸売業で▲３億円、
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業で▲
13 億円、機械器具卸売業で＋ 12 億円と
なっています。

②小売業
‌�機械器具小売業の＋８億円が年間商品販
売額増加の主な要因です。その他、飲食
料品小売業が＋４億円、織物・衣類・身
の回り品小売が▲３億円となっています。
なお、売り場面積が 13％減少しています。

（５）観光（観光入込客数の推移）
本市の観光入込客数は、100 万人から 110

万人台で推移しています。

■令和３(2021) 年時点での観光の特徴
●観光客が訪れる地点上位
　「瓢湖水きん公園」	 31.1 万人
　「ヤスダヨーグルト」	 25.2 万人
　「五頭山麓うららの森」	 10.4 万人
●観光目的別

都市型観光� ��������38.7 万人
自然� �����������36.1 万人
温泉・健康� ��������20.4 万人
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400

H19 H24 H26 H28 R3
卸売業年間商品販売額（１千万円単位四捨五入・単位は億円）
小売業年間商品販売額（１千万円単位四捨五入・単位は億円）

(年度)

（単位：億円）

143 

81 
110 

49 

88 

352 

271 

309 303 
273 

資料：商業統計調査、経済センサス活動調査

資料：新潟県観光入込客統計

R2 R3(年度)

（単位：千人）
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1,026
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年間商品販売額の推移

観光入込客数の推移
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４．経済構造の特徴

■‌�事業従事者数（雇用）、純付加価値額、産業別国内集積度（特化係数）から見た阿賀野市の
経済構造
雇用と付加価値額（税収に影響）では、製造業の貢献が大きく、雇用で約 5,000 人、付加価値額で約

294 億円となっています。次いで、建設業、卸・小売業、医療・福祉業と続きます。

10.010.0

5.05.0

0.00.0
00 2,0002,000 4,0004,000 6,0006,000

鉱業,採石業,砂利採取業鉱業,採石業,砂利採取業

金融業,保険業金融業,保険業

教育,学習支援業教育,学習支援業

運輸業,郵便業運輸業,郵便業

サービス業
（他に分類されないもの）
サービス業
（他に分類されないもの）

学術研究,
専門・技術サービス業
学術研究,
専門・技術サービス業

事業従業員数（人）事業従業員数（人）

特
化
係
数

特
化
係
数

農林漁業農林漁業

製造業製造業

複合サービス事業複合サービス事業

生活関連サービス業,娯楽業生活関連サービス業,娯楽業

建設業建設業
宿泊業,飲食サービス業宿泊業,飲食サービス業

卸売業,小売業卸売業,小売業

医療,
福祉
医療,
福祉

不動産業,
物品賃貸業
不動産業,
物品賃貸業

円の大きさが、付加価値額を示す

事業従事者数 ( 人 ) 特化係数 付加価値額
（百万円）

1 製造業 4,826 2.54 29,425

2 建設業 2,293 2.13 10,543

3 卸売業，小売業 2,246 0.66 7,532

4 医療，福祉 2,113 0.48 7,329

特化係数・・・‌�産業分類ごとに、全国と市とを比較した指標のこと。1.0 を基準に、数値が大きい場合には、他団体 
よりも優位性があると言えます。

付加価値額・・�企業等の生産活動によって新たに生み出された価値のことで、生産額から原材料等の中間投入額を差 
し引くことによって算出。

資料：経済センサス活動調査　（事業所に関する集計）[ 令和３年 ]

国
土
強
靱
化

資
料
編

基
本
計
画

基
本
構
想

市
役
所
機
能
の
整
備
・
強
化

と
信
頼
さ
れ
る
行
政
運
営

多
様
性
の
尊
重
と

市
民
協
働
の
推
進

生
活
に
密
着
し
た
住
み

や
す
い
環
境
づ
く
り

地
域
経
済
の
活
性

化
と
拡
充

高
齢
者
・
障
が
い

者
福
祉
の
充
実

子
ど
も
と
子
育
て

世
代
へ
の
支
援

安
心
な
暮
ら
し
の

確
保
と
向
上

基
本
計
画
の

考
え
方
・
方
針

序
　
論



24

５．財政の状況

（１）歳入歳出動向
歳入の特徴としては、自主財源（自らの収入である市税や使用料など）の比率が低く、依存財源（地方

交付税交付金や国県からの補助金など）の比率が高いため、財政上の弾力性が弱いことから、国の方針や
社会情勢に大きく影響を受けやすい財政構造となっています。

昨今の景気回復基調を踏まえた国の地方財政計画からは、今後の交付税収入においては低調に推移して
いくことが見込まれるため、財政調整基金や各特定目的基金に一定の残高を確保するなど、依存財源の急
激な変化に柔軟に対応できる体力を構築することで、健全な財政運営に努めていく必要があります。
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H29 H30H28H27H26 R1 R2 R3 R4 R5 (年度)
地方税 その他自主財源 地方交付税 地方債（借金） その他依存財源

（単位：億円）
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222.2 225.3 217.7 212.4

270.8
246.5 241.2 246.7

依
存
財
源

自
主
財
源

資料：普通会計決算（毎年度）

歳出では、近年の物価高騰の影響を受け、公共施設等における光熱水費の高止まり傾向がみられること
や、施設設備の老朽化により維持修繕が増えていることで、経常的費用が増加しています。

加えて、医療費をはじめとした社会保障関係費用についても、引き続き増加が見込まれており、財政硬
直化が進む要因が増えています。

このため、将来的に残すべき公共施設や事業の優先度による取捨選択を的確に進めていくことで、政策
的事業への財源確保に努める必要があります。
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231.5
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259.0
232.8 227.6 234.1

資料：普通会計決算（毎年度）

歳入総額（内訳別）の推移

歳出総額（普通会計）の推移
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（２）財政分析比較
財政状況について、全国の類似団体及び新潟県平均とそれぞれ比較すると、ラスパイレス指数（職員の

給与水準）が低い状況にあることが要因となり、人件費・物件費等の状況について、類似団体、新潟県平
均のいずれと比較しても低く、健全な状況となっています。

また、将来的に市が負担すべき負債の大きさを示す将来負担比率についても減少傾向にあり、令和４年
度では、新潟県平均より低い状況にありますが、類似団体平均との比較では依然として高い比率であるこ
とから、引き続き、投資的事業の精査や基金の積み立てによる比率の改善が必要です。

■市町村財政比較分析表 （令和４年度普通会計決算）
令和 4 年度 単位 類似団体

132 自治体内順位 阿賀野市 類似団体
内平均

新潟県
平均

財政力指数 39 0.41 0.38 0.48 
経常収支比率 ％ 19 88.0 92.3 92.9 
人口１人当たり人件費・物件費等決算額 円 24 163,580 213,409 202,576 
将来負担比率 ％ 109 75.0 15.7 81.4 
実質公債費比率 ％ 74 9.3 8.9 10.6 
人口千人当たり職員数 人 57 10.16 10.69 10.56 
ラスパイレス指数 13 94.7 97.4 96.3 

【参考】財政健全化４指標の推移
調査年 実質公債費比率 将来負担比率 実質赤字比率 連結実質赤字比率

平成 29 年度 12.4 154.1 *** ***
平成 30 年度 10.6 147.9 *** ***
令和元年度 8.9 135.2 *** ***
令和２年度 8.3 124.1 *** ***
令和３年度 8.5 96.5 *** ***
令和４年度 9.3 75.0 *** ***
令和５年度 9.8 58.4 *** ***

早期健全化レベル 25.0 以上 350.0 以上 12.90 ～ 12.99
（令和5年度12.94以上）

17.90 ～ 17.99
（令和5年度17.94以上）

財政再生レベル 35.0 以上 20.0 以上 30.0 以上

実
質
赤
字
な
し

連
結
実
質
赤
字
な
し

用語解説
○財政力（財政力指数）

地方公共団体の財政力を示す指数で､基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去３年間の平均値です。財政力指数が
高いほど､普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり､財源に余裕があるといえます。

○財政構造の弾力性（経常収支比率）
地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、経常的経費（人件費、扶助費、公債費等）に、地方税、普通交付税を中心と

する経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表します。
○将来負担の状況（将来負担比率）

地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の
標準財政規模を基本とした額に対する比率です。地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負
担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえます。

○借金返済のためのお金が、通常見込まれる収入に占める割合（実質公債費比率）
地方公共団体の一般会計等が負担する、元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率で、借入金（地

方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標です。この比率が18％以上の団体は起債に許可
が必要になり、25％以上の団体は、一定の地方債の起債が制限されます。

○定員管理の状況（人口1,000人当たり職員数）
人口1,000人当たりの市の職員数であり、一般的に数値が小さいほど効率的な行政経営がされているといえます。

○給与水準（ラスパイレス指数）
地方公務員の給与水準を表すもので、国家公務員行政職（一）職員の俸給を100とした場合の地方公務員一般行政職職員の給与の

水準を指します。
○実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。

○連結実質赤字比率
公営事業会計を含めた全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。

（単位：％）
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６．第２次総合計画 2016-2024 における基本構想の社会指標推移

第２次総合計画 2016–2024 では、基本構想で定めた３つの方向性の状況を把握するため 10 のまちづ
くり指標（社会指標）を設定しています。

10 指標の最新状況は、人口、年少人口の割合、市内業者数、住み良いと思う市民割合、定住意識のあ
る市民割合は低下しています。その他の指標については、向上・進展している状況となっています。

■基本構想10指標の進捗

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

阿賀野市の人口 44,756人 39,873人 令和6年1月1日現在

年少人口（１５歳未満）割合  11.7% 10.4% 令和6年1月1日現在

社会人口増減数 ▲195人/年 13人/年 令和6年1月1日現在

昼夜間人口比率 88.9% 90.91% 令和2年度

人口千人当たり市内総生産額 30億7,970万円 40億125万円 

１人当たり市町村民所得  2,323千円 2,878千円 令和2年度

人口千人当たり市内事業所数 43.9事業所 43.0事業所 

人口千人当たり市内従業者数 361.2人 400.1人 

阿賀野市が住み良いと思う市民割合 69.3% 69.2% 令和5年度

阿賀野市の定住意識がある市民割合 67.9% 67.7% 令和5年度

地域資源を
活かす方向性

地理的条件を
活かす

４地区の特徴を
活かす 計画開始時点 最新状況 最新状況の

データ年次

人口減少を
抑制する

地域を
活性化する

新潟県市町村民経済計算:令和3年
住民基本台帳人口:令和4年1月1日現在

経済センサス－活動調査:令和3年
住民基本台帳人口:令和4年1月1日現在

経済センサス－活動調査:令和3年
住民基本台帳人口:令和4年1月1日現在

指標の出典及び算定式（計画開始時点）
①住民基本台帳人口（平成 27 年１月１日現在）
②住民基本台帳人口（平成 27 年１月１日現在）：０～ 14 歳 / 総数
③住民基本台帳人口（平成 27 年１月１日現在）：転入者数－転出者数
④国勢調査（平成 22 年）
⑤新潟県市町村民経済計算（平成 24 年）：市町村内総生産 / 住民基本台帳人口（平成 25 年３月 31 日現在）
⑥新潟県 100 の指標（平成 24 年）市町村民所得
⑦経済センサス－活動調査　事業所数 [ 民営のみ ]（平成 24 年）：事業所数 / 住民基本台帳人口（平成 25 年３月 31 日現在）
⑧経済センサス－活動調査　従業者数 [ 民営のみ ]（平成 24 年）：従業者数 / 住民基本台帳人口（平成 25 年３月 31 日現在）
⑨阿賀野市市民アンケート調査（平成 26 年）：問１「住みやすい」＋「どちらかといえば住みやすい」の回答者 / 総回答者

⑩阿賀野市市民アンケート調査（平成 26 年）：問３「これからも住み続けたい」の回答者 / 総回答者
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７．市民意識

（１）住みやすさの変化
■住みやすさに関する意識（あなたは、阿賀野市を住みやすいところだと思いますか。） 
令和５（2023）年度に実施したまちづくりアンケート調査における住みやすさについては、「住みやすい」

と「どちらかといえば住みやすい」を合わせた割合が 69.3% となり、前回より 1.1 ポイント低下しています。

小数点端数表示の関係で、項目ごとの％を足し上げても 100％になりません。

資料：まちづくりアンケート調査

■10年前の住み良さとの比較（10年前と比べて、阿賀野市は住み良いまちになりましたか。）
10 年前と比べて、「住み良くなった」との回答は 9.8％、「やや住み良くなった」は 17.7％、「変わらな

い」54.6％となっています。

資料：まちづくりアンケート調査

R5

R2

H26

(年度)

43.7% 12.1%

4.3%

13.4%

0.9%

25.6%

4.3%
11.2%

0.5%

21.8% 48.6% 13.6%

4.2%
12.5%

0.7%
19.0% 50.3% 13.2%

■住みやすい　■どちらかといえば住みやすい　■どちらかといえば住みにくい
■住みにくい　■どちらとも言えない　■無回答

無回答

9.8%9.8%

やや住み良く
なった17.7%

やや住みにくくなった
7.7%

住みにくくなった
3.9%

10 年前は住
んでいなかった
のでわからない
5.6%

0.7% 住み良くなった住み良くなった

変わらない
54.6% 国
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（２）定住意識の変化
■阿賀野市への定住意識（あなたは、これからも阿賀野市に住み続けたいと思いますか。）  
令和５（2023）年度に実施したまちづくりアンケート調査で「これからも住み続けたい」と回答した

市民の割合は 67.7％で、前回より 2.2 ポイント低下しています。
また、「阿賀野市の近隣市町村に移りたい」との回答は、前回より 1.4 ポイント増加しています。
住み続けたいと思う理由で最も多かったものは、「土地柄になじんでいる・住み慣れているから」で

76.0％となっています。
一方で、市外に転居したいと思う理由では、「公共交通機関の便が悪いから」が 54.1％で最も多いもの

となっています。

小数点端数表示の関係で、項目ごとの％を足し上げても 100％になりません。
資料：まちづくりアンケート調査

資料：まちづくりアンケート調査

■住み続けたい理由
1 位 土地柄になじんでいる・住み慣れているから 76.0％

2 位 隣近所の人間関係が良いから 31.0％

3 位 買い物などの日常生活が便利だから 27.1％

4 位 通勤、通学に便利だから 15.8％

5 位 医療機関が充実しているから 8.5％

6 位 希望する職場があるから 7.7％

7 位 余暇を楽しむ環境が整っているから 5.4％

8 位 福祉対策が充実しているから 5.1％

9 位 子育て環境が充実しているから 4.1％

10 位 市に発展性・将来性があるから 3.0％

11 位 公共交通機関の便が良いから 2.1％

12 位 教育環境が充実しているから 1.0％

■市外に転居したい理由
1 位 公共交通機関の便が悪いから 54.1％

2 位 買い物などの日常生活が不便だから 34.2％

3 位 通勤、通学に不便だから 32.9％

4 位 医療機関が充実していないから 28.8％

5 位 市の発展性・将来性が感じられないから 23.3％

6 位 地域の行事や近所づきあいが面倒だから 19.2％

7 位 余暇を楽しむ環境が整っていないから 18.5％

8 位 希望する職場がないから 11.6％

9 位 教育環境が充実していないから 8.2％

10 位 福祉対策が充実していないから 6.2％

11 位 土地柄になじめないから 4.1％

12 位 子育て環境が充実していないから 2.7％

R5

R2

H26

(年度)

67.9% 7.9%
5.6%

16.9%

1.8%

5.6%
17.1%

0.6%
69.9% 6.8%

5.4%
17.5%

1.1%
67.7% 8.2%

■これからも住み続けたい　■阿賀野市の近隣市町村に移りたい
■近隣市町村以外の市町村に移りたい　■わからない　■無回答
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（３）施策別の満足度・重要度
令和５（2023）年度に実施したまちづくりアンケート調査による市民のまちづくりの分野に対する満

足度、重要度の分布は下図のとおりです。
市民が重要であると考えているものの、満足できていない主な施策は、「公共交通の充実」、「観光の振興」、

「地域医療体制の充実」となっています。

資料：まちづくりアンケート調査

満足度及び重要度の得点算出方法
満足度、重要度の選択肢を、以下のような点数に重みづけを行い、全回答者の点数の合計を回答者数で

除し、平均点を算出しています。
（重みづけの考え方）
満足度　　　満足である（５点）、どちらかといえば満足である（４点）、普通（３点）、

どちらかといえば不満である（２点）、不満である（１点）
重要度　　　力をいれて欲しい（５点）、できれば力を入れて欲しい（４点）、今のままで良い（３点）、

あまり力を入れる必要はない（２点）、力を入れる必要はない（１点）
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■施策に関する市民満足度の推移  

令和５（2023）年度の調査結果を令和２（2020）年度の結果と比較すると、「上水道の安定供給」、「汚
水処理の推進」、「生活衛生・環境の保全」が引き続き市民の満足度の高い施策上位３位を占めています。

また、「地球環境・自然環境の保全」が４位から７位、「健康づくりの推進」が５位から６位に満足度の
順位を下げた一方で、「消防・救急体制の充実」が４位、「交通安全対策の推進」５位となっています。

●令和２年度調査 満足度 ●令和５年度調査 満足度
1 位 上水道の安定供給 3.45 1 位 上水道の安定供給 3.45
2 位 汚水処理の推進 3.27 2 位 汚水処理の推進 3.27
3 位 生活衛生・環境の保全 3.18 3 位 生活衛生・環境の保全 3.16
4 位 地球環境・自然環境の保全 3.11 4 位 消防・救急体制の充実 3.14
5 位 健康づくりの推進 3.09 5 位 交通安全対策の推進 3.10

6 位 交通安全対策の推進 3.02 6 位 健康づくりの推進 3.08
7 位 地球環境・自然環境の保全 3.08

■施策に関する市民重要度の推移

令和５（2023）年度の調査結果を令和２（2020）年度の結果と比較すると、「地域医療体制の充実」、「公
共交通の充実」、「観光の振興」が引き続き市民の重要度の高い施策上位３位を占めています。

４位の「子育て環境の充実」ならびに５位の「学校教育の充実」が前回と同じく上位にあり、引き続き
市民が重要と考える施策であることがわかります。

●令和２年度調査 重要度 ●令和５年度調査 重要度
1 位 地域医療体制の充実 4.00 1 位 地域医療体制の充実 4.05
2 位 公共交通の充実 3.87 2 位 公共交通の充実 3.86
3 位 観光の振興 3.79 3 位 観光の振興 3.82
4 位 子育て環境の充実 3.79 4 位 学校教育の充実 3.81
5 位 学校教育の充実 3.79 5 位 子育て環境の充実 3.80

資料：まちづくりアンケート調査

資料：まちづくりアンケート調査
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８．統計でみる阿賀野市の強み弱み

行政分野毎に人口規模に影響を受けないよう加工した指標で近隣市との比較を行い、「強い」「やや強い」「平
均的」「やや弱い」「弱い」の５段階で阿賀野市の強み弱みを位置付けしました。

本市の状況

分野
強い

（偏差値 :60.0 以上）
やや強い

（偏差値 :52.5 〜 59.9）
平均的

（偏差値 :47.5 〜 52.5）
やや弱い

（偏差値 :47.5 〜 40.1）
弱い

（偏差値 :40.0 以下）

人口・世帯
◦社会増加率 ↑
◦ 1世帯あたり人員
・単身世帯割合

・独居高齢者割合

◦�年少人口割合
（15歳未満）
◦高齢者人口割合
（65歳以上） ↓
◦人口増加率

◦合計特殊出生率

都市形成 ◦�市域に占める可住地面積
割合 ◦可住地面積あたり人口密度

◦�市域に占める市街化区域
面積割合
◦�市域に占める人口集中地
区面積割合 ↓
◦�可住地に占める市街化区
域面積割合
◦�可住地に占める人口集中
地区面積割合 ↓
◦人口集中地区人口比率 ↓
◦人口集中地区人口密度

経済基盤
◦�人口千人あたり第一次産
業総生産額
◦�人口千人あたり観光入込
客数 ↑

◦�人口千人あたり製造品出
荷額等
◦ �1世帯あたり課税対象所
得額 ↓

◦�人口千人あたり年間商品
販売額
◦人口千人あたり事業所数
◦人口千人あたり従業者数
◦�人口千人あたり市町村内
総生産

にぎわい
交流

◦人口千人あたり小売店数
◦人口千人あたり大型店舗数

◦�他市区町村への通勤者比
率
◦�他市区町村からの通勤者
比率
◦昼夜間人口比率
◦人口千人あたり飲食店数

生活基盤 ◦改良率

◦舗装率
◦汚水処理人口普及率
◦�人口 1人あたりごみ総排
出量 ↓
◦�人口 1人あたり都市公園
面積

◦ごみのリサイクル率
◦住宅地地価変動率
◦商業地地価変動率

安全 ◦�人口 1 万人あたり交通
事故発生件数

◦�人口 1万人あたり刑法犯
認知件数 ↑

◦�人口 1万人あたり火災件
数 ↑

健康・医療 ◦�人口 10 万人あたり自
殺者数 ↑

◦�人口 10 万人あたり一般
診療所（病床数） ↓

◦�人口 10 万人あたり生活
習慣病による死亡者数

◦�人口 10 万人あたり一般
診療所（施設数）
◦�人口 10 万人あたり医師
数

福祉
社会保障

◦ 1人あたり医療費
（国民健康保険）
◦生活保護率
（1か月平均・人口千対）

◦保育所入所待機児童数 ◦ �1人あたり後期高齢者医
療費 ↓

教育
◦�園児千人あたり幼稚園数
（幼保連携型認定こども
園除く） ↓
◦小学校・中学校の耐震化率

◦児童千人あたり小学校数
◦生徒千人あたり中学校数
◦�市民 1人あたり図書館蔵
書数
◦市民1人あたり図書貸出数

行政基盤

◦�財政の柔軟性・経常収支
比率 ↓
◦実質公債費比率 ↑
◦�市民 1 人あたり地方債
（借金）残高
◦市民千人あたり職員数
◦ �1人あたり公共施設延床
面積

◦�市民 1 人あたり積立金
（貯金）残高

◦財政力指数
◦�市・関連団体の総負債・
将来負担比率
◦ラスパイレス指数

◆新潟市、新発田市、村上市、五泉市、胎内市、聖籠町、阿賀町の近隣５市２町での偏差値により分類（令和５年度調査）
※教育分野は、数値が高いと良い指標
※上矢印の青字の指標は令和２年度調査より向上した指標、下矢印の赤字の指標は悪化した指標
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第１章　基本構想

１．基本構想の考え方 �

基本構想は、阿賀野市のまちづくりの方向性を示すものです。
基本構想の期間は、令和７（2025）年度から令和 14（2032）年度までの８年間とし、まちづくりの

中期的な政策・施策・基本となる事業は、「基本計画」において設定します。

２．基本構想 �

自然環境、歴史環境、地政学的条件をいかしたまちづくり
自然、歴史、地理という市が固有する「地域資源」をいかし、地域の魅力を引き出しながら、市民が安

心して暮らせるまちづくりを目指します。これにより、地域の強みを活用して、より住みやすく、誇りを
持てるまちを実現します。

1．自然環境をいかしたまちづくり
市が持つ豊かな自然を守りながら、その魅力を活

用して、市民が心身ともに健康で暮らせる環境を整
えます。

気候や季節の変化に応じた活動を通じて、地域住
民や観光客が自然の恵みを享受できるまちを目指し
ます。

また、持続可能な再生エネルギーの活用を進め、
環境に配慮した暮らしを推進します。

2．歴史環境をいかしたまちづくり
市の史跡や伝統文化を保存・活用し、次世代に引

き継ぎます。
地域の祭りや伝統行事などの地域活動を支え、愛

着と誇りを育む環境づくりを進めます。

3．地政学的条件をいかしたまちづくり
市が持つ地理的な位置や気候、交通の便をいかし、

地域経済の活性化を図ります。
災害に強いまちづくりを重視し、地形や気候を考

慮した防災・減災対策を実施します。
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３．基本構想の状況を示すまちづくり 10 指標 �

基本構想の状況、まち全体の「市勢」を示すまちづくり指標を設定し、基本計画終了時に確認を行います。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

阿賀野市の人口  39,873人

年少人口（１５歳未満）割合   10.4%

社会人口増減数  13人/年

昼夜間人口比率  90.91%

人口千人当たり市内総生産額  40億125万円

１人当たり市町村民所得   2,878千円

人口千人当たり市内事業所数  43.0事業所

人口千人当たり市内従業者数  400.1人

阿賀野市が住み良いと思う市民割合  69.2%

阿賀野市の定住意識がある市民割合  67.7%

※単位未満四捨五入としています。

自然環境を
いかす方向性

歴史環境を
いかす

地政学的条件を
いかす

人
口
減
少
抑
制

地
域
の
活
性
化

指標の出典及び算定式
①住民基本台帳人口（令和６年１月１日現在）
②住民基本台帳人口（令和６年１月１日現在）：０〜 14歳/総数
③住民基本台帳人口（令和６年１月１日現在）：転入者数－転出者数（その他含む）
④国勢調査（令和２年）
⑤新潟県市町村民経済計算（令和３年）：市町村内総生産/住民基本台帳人口（令和４年１月１日現在）
⑥新潟県100の指標（令和２年度）市町村民所得
⑦経済センサス－活動調査　事業所数[民営のみ]（令和３年）：事業所数/住民基本台帳人口（令和４年１月１日現在）
⑧経済センサス－活動調査　従業者数[民営のみ]（令和３年）：従業者数/住民基本台帳人口（令和４年１月１日現在）
⑨阿賀野市市民アンケート調査（令和５年度）：問１「住みやすい」＋「どちらかといえば住みやすい」の回答者/総回答者
⑩阿賀野市市民アンケート調査（令和５年度）：問３「これからも住み続けたい」の回答者/総回答者
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４．人口ビジョン �

総合計画の策定に当たり、阿賀野市の今後の人口がどのように推移するのか、将来人口の推計を行いま
した。人口推計に当たっては、転出入や合計特殊出生率など阿賀野市のデータを用いて推計しています。

この結果、2050 年には約 24,000 人まで人口減少が進むものと推計しています。また、転出超過の抑
制や合計特殊出生率の改善を実現できた場合は、2050 年の人口は約 27,000 人と推計しています。

この人口展望を踏まえ、総合計画を着実に推進することで、できる限り人口減少を緩やかにしていくと
ともに、人口減少社会においても市民が安心して暮らせる環境を整え、持続可能で魅力あるまちづくりを
進めます。
＜人口の将来展望の仮定値＞
◆合計特殊出生率（国の長期ビジョンに準拠）

令和12（2030）年　1.80程度に改善
令和22（2040）年　2.07程度に改善

◆移動率（転出入）
20歳～ 34歳等の若者層の転出を、現在より15％程度の
抑制を実現

■阿賀野市の人口推移と将来展望

2020年
40,696
41,369
41,369

2025年
38,157
38,942
39,336

2030年
35,512
36,285
37,208

2035年
32,872
33,341
34,820

2040年
30,224
30,110
32,193

2045年
27,533
26,861
29,547

2050年
24,893
23,808
27,050

総人口（人）

社人研推計準拠値
全市推計
市将来展望

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

合計特殊出生率改善、
若者の転出抑制で
人口増加

■阿賀野市の年齢3区分人口推移と将来展望

2050年　27,050人
（3,242人の減少抑制）

　基準人口は令和２（2020）年１月１日時点
の住民基本台帳人口を用いています。純移動率、
生残率、合計特殊出生率、出生性比は、平成27

（2015）年から令和４（2022）年までの８年
間の平均値を用いています。
　この人口の見通しは、まち・ひと・しごと創
生法に基づく地方人口ビジョンを兼ねたもので
あり、平成27年10月に策定した「阿賀野市人口
ビジョン」の改定として位置付けます。

（人）
区分 2020年 2030年 2040年 2050年

総人口 41,369 37,208 32,193 27,050
年少人口 4,494 3,915 3,663 3,200
（0～ 14歳） 10.9% 10.5% 11.4% 11.8%
生産年齢人口 22,892 18,213 14,213 10,988
（15～ 64歳） 55.3% 48.9% 44.1% 40.6%
老年人口 13,983 15,080 14,317 12,862
（65歳以上） 33.8% 40.5% 44.5% 47.5%
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第１章　基本計画の考え方・方針

１．基本計画の考え方

基本計画は、基本構想を踏まえて、４年間の中期的なまちづくりの方針に基づく政策の方向性、政策を
実現するための施策別計画を成果指標等で見える化し、阿賀野市の成長や課題解決のために重点的に取り
組むべき分野等を定めることとします。

計画期間は、令和７（2025）年度から令和 10（2028）年度までの４年間とします。

２．中期的なまちづくり方針

基本計画は、基本構想を踏まえ、まちづくりの目標を次のように設定します。

住み良い、いきいき元気なまち
まちづくりの目標

まちづくり（育み）の理念　　みんなで創る阿賀野市

「住み良い、いきいき元気なまち」を目標に、「みんなで創る阿賀野市」の理念を掲げ、市民一人ひとり
が心身ともに豊かで幸福な生活を送れる地域社会の実現を目指します。地域全体で支え合いながら、健康
増進や福祉の充実、子育て支援、環境保全など多様な分野でウェルビーイングを高める取組を推進します。
さらに、地域の多様な声を生かす市民参加型のまちづくりを通じ、誰もが自分らしく活躍し、安心して暮
らせる持続可能なまちの創造を目指します。

（1）政策体系の考え方
基本計画の政策体系は、「住み良い、いきいき元気なまち」を実現するため、まちづくりの取組の方向

となる６つの分野別政策と、それらを的確に、より効果的に進めるための全体に関わる総合的政策を設定
します。

そして、政策下に 27 の施策を置き、各施策下に２～８程度の手段としての計 111 基本事業（施策の総
合推進を除く。）を組み込み、全分野を網羅した体系とします。

分野別政策１

分野別政策 2

分野別政策３

分野別政策４

分野別政策５

分野別政策６

総合的政策

安心な暮らしの確保と向上 �

子どもと子育て世代への支援 �

高齢者・障がい者福祉の充実 �

地域経済の活性化と拡充 �

生活に密着した住みやすい環境づくり �

多様性の尊重と市民協働の推進 �

市役所機能の整備・強化と信頼される行政運営 
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（２）重点分野の考え方
上記７つの政策を実現するための施策・基本事業を着実に進めて行く必要がありますが、時代潮流や阿

賀野市の現状、市民意識やニーズ、今後の人口減少などに的確に対応し、実効性のあるまちづくりを進め
て行くためには、限られた経営資源を効果的に配分する選択と集中が不可欠です。このため、基本計画期
間中に特に力を入れて取り組む「重点分野」を基本事業単位に設定しています。

（３）政策横断的な視点
①人口減少対策の視点（地方版総合戦略）

ア　人口減少の影響
人口減少は、経済、社会、環境のあらゆる側面に影響を与え、地域社会全体の持続可能性を脅か

します。そのため、総合計画では、政策横断的な視点でこの課題に対応し、地域の魅力をいかしな
がら、持続可能で活力あるまちづくりを進めます。

イ　地方版総合戦略の取組
国は、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す「デジタル田園都市国家構想」

の実現に向け、令和４年 12 月に「デジタル田園都市国家構想総合戦略（以下、「総合戦略」という。）」
を策定しました。地方においては、まち・ひと・しごと創生法第 10 条に基づき、総合戦略及び県
の地方版総合戦略を踏まえ、阿賀野市の地方版総合戦略を策定することが求められています。

地方版総合戦略の内容としては、
①目標、②講ずべき施策に関する基
本的方向、③講ずべき施策を総合的
かつ計画的に実施するために必要な
事項（具体的な施策）の３つの要素
が規定されています。また、地域が
抱える社会課題の解決を図るため、
自らの地域ビジョン（地域が目指す
べき理想像）を再構築した上で、同
戦略に基づく具体的な地方活性化の
取組を進めることが重要とされてい
ます。

地方版総合戦略の主な目的は次の４つです。

①地方に仕事をつくる
②人の流れをつくる
③結婚・出産・子育ての希望をかなえる
④魅力的な地域をつくる

これらをデジタルの力を活用して取組を進めることとされています。

地
域
ビ
ジ
ョ
ン

（
地
域
が
目
指
す
べ
き
理
想
像
）

目標

基本的方向

数値目標

重要業績
評価指標
（KPI）

• • • • • •

具体的な施策

事
業

事
業

事
業

地方版総合戦略の内容
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阿賀野市では、総合計画と地方版総合戦略の目指す方向性が同じであることから、相互の整合を図りつ
つ一体として策定し、取り組みます。

総合計画における地方版総合戦略の位置付け
総合計画 地方版総合戦略

まちづくりの目標 地域ビジョン（地域が目指すべき理想像）

政策 目標
施策の目指す姿 基本的方向
施策の内容 具体的な施策

②デジタル活用の視点
人口減少や高齢化、地域経済の停滞といった課題に直面している中で、地方公共団体においては、

限られた人材で、多様化、複雑化する市民ニーズに対応しつつ、持続可能な形で行政サービスを提供し、
住民福祉の水準を維持することが求められています。

さらには、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、私たちは生活の中で「密」を避けるこ
とや人との接触を回避するための行動、働き方等の変容を強いられることとなりました。この結果、
社会経済活動の中で、テレワーク、リモート授業、オンライン会議、キャッシュレス決済などデジタ
ル技術を使った「ニューノーマル（新たな日常）」の構築が不可欠となっています。

こうした背景を踏まえ、地域や住民の生活の質を高める行政サービスへの転換、「新しい生活様式」
への対応、そして持続可能なまちづくりの実現等を図る観点から、デジタル技術をあらゆる分野に積
極的に活用することを視野に入れ、地域課題の解決や官民サービス水準の向上に取り組みます。

③防災・減災の視点（国土強靱化地域計画）
災害に強いまちづくりは、近年ますます重要視されています。日本は地震、台風、豪雨など、さま

ざまな自然災害に見舞われる地域であり、これに備えるための施策は地域社会の持続的な発展に欠か
せません。災害から地域を守り、被害を最小限に抑えるためには、事前の計画的な取組が不可欠です。

国では、全国的な視点で地震や津波、台風などの自然災害に強い国づくりの推進のため、令和５年
７月に新たな「国土強靱化基本計画」を策定して、国土強靱化の取組を進めています。地方においても、
地域ごとの特性や課題に応じて、災害時において住民の生命及び生活を守るとともに、被害の低減を
図り、最悪のリスクを回避する災害に強いまちづくりの推進が求められています。

そのため、阿賀野市においても地域固有の災害リスクを分析し、それに対する具体的な対策を講じ
るための計画として「阿賀野市国土強靱化地域計画」を策定します。

災害対策には、防災（事前の準備と予防）と減災（被害の軽減）の両方が求められます。また、イ
ンフラの耐震化や避難所の整備などのハード面と、自助・共助・公助の考え方に基づいた体制整備や
防災訓練の実施、ハザードマップの作成といったソフト面の両方においても分野を横断した取組が必
要です。計画策定に当たっては総合計画と一体的に策定し、地域全体の災害リスク管理や防災対策に
一貫性を持たせ、取り組みます。
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④行政改革の視点
阿賀野市においては、今後も人口減少に伴う市税の減少や、高齢化の進行に伴う社会保障関係費の

増加が見込まれています。加えて、多くの公共施設が建築から 30 年以上経過し、大規模改修や建替
えが必要となる時期を迎えており、将来の修繕や更新にかかる費用が財政への大きな負担となること
が懸念されています。

持続可能な行政運営に当たっては、財源の確保や行財政改革を通じた歳出抑制と公共施設等の適正
配置などに取り組み、限られた財源の中で持続可能な行政サービスを提供することが求められます。

総合計画では、行政経営の考え方を取り入れ、効率的かつ効果的にまちづくりを進めるとしている
ことから、行財政改革の取組も総合計画に包含して一体的に取り組みます。

⑤ＳＤＧｓ、ワンヘルス推進の視点
ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、平成 27（2015）年９月の国連サミットで採択された

2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17 のゴール（目標）と 169 のターゲッ
ト（より具体的な目標）から構成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。これ
らの目標は、経済的、社会的、環境的な側面を総合的に考慮し、持続可能な社会の実現を目指してい
ます。

これは総合計画の策定趣旨に通じるものであることから、総合計画を着実に推進することで、阿賀野
市におけるＳＤＧｓ達成に向けた取組を推進させ、17 の持続可能な開発目標を実現させていきます。

総合計画における各施策と 17 ゴールの関連性を、基本計画で示しています。
また、ワンヘルス（One Health）とは、「人の健康」「動物の健康」「環境の健康」を一体として捉

え、これらが密接に関連しているという考え方に基づき、分野横断的に健康課題に取り組むための概
念です。

現代の社会では、人々の生活環境が動物や自然環境と密接に関わっています。そのため、感染症の
拡大、環境汚染、動物との共生といった課題が複雑化しており、これらを個別に解決するだけでは十
分ではありません。人と動物、そして環境の健康が互いに影響し合うため、これらを総合的に管理し
改善していくことが求められています。

総合計画では、ワンヘルスを分野横断的に取り入れることで、持続可能で健康なまちづくりを推進
します。

（４）総合計画と各種全庁的計画との連携
総合計画の施策体系と政策横断的な視点で挙げた各計画等の該当分野（重なり）は次の施策体系一覧に

記載のとおりです。
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政策名 施策名 基本事業名 重点
分野

行政
改革

国土
強靱化

1 安心な暮らしの
確保と向上

1 防災減災体制の充実

1 地域防災力の向上 ●
2 災害情報伝達力の向上 ●
3 災害時対応力の向上 ● ●
4 治水・地震対策の推進 ●
- 施策の総合推進 ●

2 地域医療体制の充実
1 あがの市民病院の機能強化 ● ●
2 各医療機関の機能分担の強化 ●
- 施策の総合推進

3 健康づくりの推進

1 望ましい食習慣の確立
2 運動・身体活動の推進
3 こころの健康づくりの推進
4 生活習慣病の発症と重症化予防
5 歯と口腔の健康づくりの推進
6 感染症予防対策の推進 ●
- 施策の総合推進

4 地域福祉とセーフティネッ
ト社会の推進

1 地域福祉の担い手の育成
2 地域で見守り合う仕組みづくり ●
3 生活困窮者自立支援の推進
4 生活保護制度の適正な実施
- 施策の総合推進

5 消防・救急体制の充実

1 防火意識の向上 ●
2 消防団体制の強化 ●
3 救命率の向上 ●
4 消防力の整備 ●
- 施策の総合推進

6 くらしの安全対策の推進

1 防犯意識の向上
2 防犯設備の整備充実
3 交通安全意識の向上
4 交通安全施設の整備充実
5 消費者被害対策の推進
6 青少年の健全育成
- 施策の総合推進

2 子どもと子育て世
代への支援

1 子育て環境の充実

1 妊産婦・乳幼児・保護者の交流と不安軽減 ●
2 多様な保育サービスの充実 ●
3 放課後活動の環境整備 ●
4 母子の健やかな成長支援 ●
5 保護者負担の軽減
6 結婚意識の向上
- 施策の総合推進

2 学校教育の充実

1 確かな学力の向上
2 こころとからだの健全育成
3 教育環境の充実 ●
4 経済的負担の軽減
5 多様な学びの推進
6 学校・家庭・地域との協働体制の推進 ●
7 故郷への愛着意識の醸成
- 施策の総合推進

3 高齢者・障がい者
福祉の充実

1 高齢者福祉の充実

1 介護予防・社会参加の推進
2 医療と介護の連携強化
3 認知症施策の推進
4 日常生活の支援 ●
5 適切な介護サービス利用と適正運営 ●
- 施策の総合推進

2 障がい者福祉の充実

1 自立支援サービスの推進 ●
2 地域生活支援の推進 ●
3 児童発達支援の充実
- 施策の総合推進

4 地域経済の
活性化と拡充

1 農業の振興

1 収益を向上させる農業経営 ●
2 意欲のある農業者の育成 ●
3 持続可能な農業の推進 ● ●
4 農林業の生産基盤整備 ●
- 施策の総合推進 ●

2 商工業の振興

1 魅力的な働き場の維持・増加 ●
2 新たな事業への支援
3 事業継続の支援 ●
4 産業を支える人材の確保・育成
- 施策の総合推進

3 観光の振興と交流の推進

1 情報発信の強化
2 観光関連事業者の連携強化 ●
3 観光・交流施設の活用促進と管理
- 施策の総合推進

■施策体系一覧
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政策名 施策名 基本事業名 重点
分野

行政
改革

国土
強靱化

5
生活に密着した
住みやすい
環境づくり

1 土地、建物等の有効利用

1 都市機能の維持 ●
2 空き家・空き地の適正管理と有効活用 ● ●
3 公園の維持管理と整備充実 ●
- 施策の総合推進

2 道路環境の充実

1 市外へのアクセス向上 ●
2 生活道路の維持管理と整備充実 ● ●
3 効率的な除排雪の推進 ●
4 橋りょうの長寿命化 ●
- 施策の総合推進

3 公共交通の整備推進
1 市内の交通手段の確保 ●
2 市外への交通手段の確保 ●
- 施策の総合推進

4 上水道の安定供給

1 安定供給の推進 ●
2 安全供給の推進 ●
3 健全経営の推進
- 施策の総合推進

5 汚水処理の推進

1 汚水処理施設の整備と接続の促進 ●
2 汚水処理施設の維持管理の推進 ●
3 下水道経営の健全化
- 施策の総合推進

6 生活衛生・環境の保全

1 ４Ｒの推進
2 生活衛生・環境の確保
3 適正なごみ処理の推進
4 ごみ処理体制の適正化 ●
- 施策の総合推進

7 地球環境・自然環境の保全
1 自然環境の保全と資源の持続可能な利用
2 地球環境の保全 ●
- 施策の総合推進

6 多様性の尊重と
市民協働の推進

1 歴史・文化の継承
1 歴史・文化の保護・活用 ● ●
2 市民文化活動の充実
- 施策の総合推進

2 市民によるまちづくり活動
の活性化

1 自治会活動の活性化 ● ●
2 市民活動の活性化 ● ●
- 施策の総合推進

3 生涯学習の充実

1 主体的な学習活動の推進
2 学習機会の提供と生涯学習施設の利用促進 ●

3 スポーツに触れ合う機会の提供とスポーツ施
設の利用促進 ●

4 読書活動の推進
- 施策の総合推進

4 地域を担う人材の確保・育
成

1 移住・定住の促進
2 関係人口の創出 ●
3 多文化共生の推進
4 次世代人材の育成
- 施策の総合推進

5 人権を尊重するひとづくり、
まちづくり

1 高齢者の人権擁護の推進
2 障がい者の人権擁護の推進
3 子どもの人権擁護の推進
4 男女共同参画の推進
5 同和問題の意識の向上
6 多様な人権意識の醸成
- 施策の総合推進

7
市役所機能の
整備・強化と
信頼される行政運営

1 行政経営の推進

1 成果重視の行政経営の推進 ●
2 健全な財政運営の推進 ●
3 組織・人事マネジメントの推進 ● ●
4 公共施設等のマネジメントの推進 ● ●
5 行政のデジタル化の推進 ● ●
6 広報・広聴活動の充実 ● ●
- 施策の総合推進

2 適 切 な 行 政 事 務 の 執 行 と
サービス提供

1 情報の適切な公開と保護
2 課税徴収事務の適正執行 ●
3 出納事務の適正執行
4 積極的な選挙啓発と適正な選挙事務の執行
5 丁寧・迅速・確実な窓口サービスの提供 ●
6 監査事務の適正執行
7 議会事務の適正執行
8 情報システムの適切な管理 ●
- 施策の総合推進 ●

※総合戦略は総合計画一体のものとする
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▶︎ 施策の目指す姿

自助、共助、公助による防災・減災対策を推進し、
災害時の被害が減少しています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

災害死傷者数 0人 0人 自然災害（雪害を除く。）を起因とする死者と
負傷者の人数です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
● 気候変動で頻発化する風水害や突発的に発生する
地震などの自然災害から命を守るために重要な
「自助」「共助」の考え方について、市民に理解
してもらい、災害への備えの実践や地域の支援体
制づくりに繋げるなど、市全体の防災減災意識の
向上に取り組みます。

● 高齢者や障がい者など、自ら避難することが困難
で避難に支援が必要な「避難行動要支援者」一人
ひとりの避難支援個別計画の作成と、地域と連携
した支援体制づくりに取り組みます。

● 避難情報などの各種防災情報を一人でも多くの市
民に確実に伝達するため、安全安心メールなどの
情報伝達ツールの登録者の増加を図ります。

● 災害に備え、食料や生活必需品などの災害備蓄品
の整備を進めるとともに、災害対応に必要な業者
（業界）・団体・行政関係機関などとの災害時応
援協定の締結に取り組みます。

● 市（災害対策本部）の災害対応力向上を図るた
め、市職員を対象とした研修・訓練に取り組みま
す。

● 耐震強度が不足する建築物に対し、耐震化の促進
（耐震診断・改修）を行い、地震被害の軽減を図
ります。

● 治水対策として、関係機関と連携し、河川整備な
どの推進を図り、浸水被害の軽減に努めます。

▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

１ 地域防災力の
向上

災害に備える意識が高まっ
ています。
地域住民や自治会、自主防
災組織等の連携による防災
活動が活性化し、地域の防
災力が強化されています。

災害に備え家庭で実践してい
る事項数（全 15項目） 4.63 項目 8.00 項目

防災訓練参加者数（市及び自
主防災組織等の訓練） 323人 1,000 人

防災訓練を実施した自主防災
組織及び自治会数 14組織 50組織

避難行動要支援者避難支援個
別計画に取り組んでいる自主
防災組織及び自治会数

37組織 70組織

2 災害情報伝達力
の向上

災害時の人的被害を軽減す
るための情報が確実に届
き、避難が遅れないように
します。

各種災害情報ツール登録者数 18,722 人 25,000 人

３ 災害時対応力
の向上

災害時の対応力が強化され
ています。

自治体及び事業者等との災害
時応援協定締結数 57組織 75組織

県の備蓄指針に対する充足率 100% 100%

職員を対象とした訓練等の実
施回数 4回 6回

4
治水・地震
対策の推進

災害時、建物等の被害がな
くなり、安心して暮らすこ
とができます。

床上・床下浸水以上の被害に
遭った家屋数 0棟 0棟

木造住宅の耐震化率 79.0% 82.0%

�施策 1-1 �防災減災体制の充実�

分野別政策１ 安心な暮らしの確保と向上 

0 50 100

ハザードマップで自宅浸水深の確認
広報紙など防災関連情報

防災訓練・防災講座への参加
隣近所の助け合いの重要性

避難所の場所確認
家族との連絡方法の取り決め

テレビ・ラジオ等の災害情報を収集
電話自動応答(62-8150)の周知

市ホームページの閲覧
安全安心メールの登録
家具等転倒防止対策
非常用持出用品の準備

ラジオ・懐中電灯等の準備
飲料水・食料品の準備

消火器の設置

（％）

用語解説

自助、共助、公助 自助：個人や家族で取り組む「自分の身は自分で守る」。共助：自治会など地域住民が協力して助け合う取組。
公助：国、県、市や消防、警察などによる支援活動

自主防災組織 自治会単位など、地域住民が自主的に防災活動を行っている組織

避難支援個別計画 避難に支援を必要とする人たち（避難行動要支援者）一人ひとりの状況に合わせ「いつ、どこで、誰と、
どうやって逃げるか」などを決める避難支援のための計画

国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性

家庭で行っている災害対策の取組

資料：まちづくりアンケート調査（令和5年度）
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まちづくりの目標を実現するため
の手段となる「政策」の名称です。

第２章　施策別計画

施策別計画の見方

この施策をとりまく法改正等の『環
境変化』や『施策の課題』及び『施
策の基本方針』を記載しています。

この施策の現状や課題を示すデー
タをグラフで整理しています。

政策を実現するための手段
となる「施策」の名称です。

指標の内容の説明です。

この施策のあるべき姿（目
的）の達成度を測る指標で
す。
【施策成果指標】

目標を設定するうえで基準
となる数値です。「市民ア
ンケート」や「業務データ」
から取得します。

計 画 期 間 の 目 標 値（ 令 和
10 年度）です。目標値が
外部要因の影響を大きく受
けるものなどは、目標値を
定めず、推移を見守るもの
として「－」で表します。

この施策が達成されたとき
の姿を表しています。
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▶︎ 施策の目指す姿

自助、共助、公助による防災・減災対策を推進し、
災害時の被害が減少しています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

災害死傷者数 0人 0人 自然災害（雪害を除く。）を起因とする死者と
負傷者の人数です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
	● 気候変動で頻発化する風水害や突発的に発生する
地震などの自然災害から命を守るために重要な
「自助」「共助」の考え方について、市民に理解
してもらい、災害への備えの実践や地域の支援体
制づくりに繋げるなど、市全体の防災減災意識の
向上に取り組みます。

	● 高齢者や障がい者など、自ら避難することが困難
で避難に支援が必要な「避難行動要支援者」一人
ひとりの避難支援個別計画の作成と、地域と連携
した支援体制づくりに取り組みます。

	● 避難情報などの各種防災情報を一人でも多くの市
民に確実に伝達するため、安全安心メールなどの
情報伝達ツールの登録者の増加を図ります。

	● 災害に備え、食料や生活必需品などの災害備蓄品
の整備を進めるとともに、災害対応に必要な業者
（業界）・団体・行政関係機関などとの災害時応
援協定の締結に取り組みます。

	● 市（災害対策本部）の災害対応力向上を図るた
め、市職員を対象とした研修・訓練に取り組みま
す。

	● 耐震強度が不足する建築物に対し、耐震化の促進
（耐震診断・改修）を行い、地震被害の軽減を図
ります。

	● 治水対策として、関係機関と連携し、河川整備な
どの推進を図り、浸水被害の軽減に努めます。

▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

１ 地域防災力の
向上

災害に備える意識が高まっ
ています。
地域住民や自治会、自主防
災組織等の連携による防災
活動が活性化し、地域の防
災力が強化されています。

災害に備え家庭で実践してい
る事項数（全 15項目） 4.63 項目 8.00 項目

防災訓練参加者数（市及び自
主防災組織等の訓練） 323人 1,000 人

防災訓練を実施した自主防災
組織及び自治会数 14組織 50組織

避難行動要支援者避難支援個
別計画に取り組んでいる自主
防災組織及び自治会数

37組織 70組織

2 災害情報伝達力
の向上

災害時の人的被害を軽減す
るための情報が確実に届
き、避難が遅れないように
します。

各種災害情報ツール登録者数 18,722 人 25,000 人

３ 災害時対応力
の向上

災害時の対応力が強化され
ています。

自治体及び事業者等との災害
時応援協定締結数 57組織 75組織

県の備蓄指針に対する充足率 100% 100%

職員を対象とした訓練等の実
施回数 4回 6回

4
治水・地震
対策の推進

災害時、建物等の被害がな
くなり、安心して暮らすこ
とができます。

床上・床下浸水以上の被害に
遭った家屋数 0棟 0棟

木造住宅の耐震化率 79.0% 82.0%

�施策 1-1 �防災減災体制の充実��

分野別政策１ 安心な暮らしの確保と向上   

0 50 100

ハザードマップで自宅浸水深の確認
広報紙など防災関連情報

防災訓練・防災講座への参加
隣近所の助け合いの重要性

避難所の場所確認
家族との連絡方法の取り決め

テレビ・ラジオ等の災害情報を収集
電話自動応答(62-8150)の周知

市ホームページの閲覧
安全安心メールの登録
家具等転倒防止対策
非常用持出用品の準備

ラジオ・懐中電灯等の準備
飲料水・食料品の準備

消火器の設置

（％）

用語解説

自助、共助、公助 自助：個人や家族で取り組む「自分の身は自分で守る」。共助：自治会など地域住民が協力して助け合う取組。
公助：国、県、市や消防、警察などによる支援活動

自主防災組織 自治会単位など、地域住民が自主的に防災活動を行っている組織

避難支援個別計画 避難に支援を必要とする人たち（避難行動要支援者）一人ひとりの状況に合わせ「いつ、どこで、誰と、
どうやって逃げるか」などを決める避難支援のための計画

国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性

家庭で行っている災害対策の取組

資料：まちづくりアンケート調査（令和5年度）
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基本事業の「目指す姿」の
実現具合を測る指標（モノ
サシ）、現状値、基本計画
の目標値（令和 10 年度）
です。

成果目標達成に向け、限られた資源の中で
計画期間で注力する『重点分野』です。

施策内の用語解説です。

施策を実現するための手段と
なる「基本事業」の名称です。

基本事業が達成されたとき
の姿を表しています。

施策の目指す姿・成果と、2015 年 9 月の国連サミットで採
択された「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性の
ある社会の実現のための 2030 年を年限とする 17 の国際目標

（SDGs ※１）との関係性を示しています。
※１　Sustainable Development Goals

2030年に向けて

世界が合意した

「持続可能な開発目標」です
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▶︎ 施策の目指す姿

自助、共助、公助による防災・減災対策を推進し、
災害時の被害が減少しています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

災害死傷者数 0 人 0 人 自然災害（雪害を除く。）を起因とする死者と
負傷者の人数です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
	● 気候変動で頻発化する風水害や突発的に発生する
地震などの自然災害から命を守るために重要な
「自助」「共助」の考え方について、市民に理解
してもらい、災害への備えの実践や地域の支援体
制づくりに繋げるなど、市全体の防災減災意識の
向上に取り組みます。

	● 高齢者や障がい者など、自ら避難することが困難
で避難に支援が必要な「避難行動要支援者」一人
ひとりの避難支援個別計画の作成と、地域と連携
した支援体制づくりに取り組みます。

	● 避難情報などの各種防災情報を一人でも多くの市
民に確実に伝達するため、安全安心メールなどの
情報伝達ツールの登録者の増加を図ります。

	● 災害に備え、食料や生活必需品などの災害備蓄品
の整備を進めるとともに、災害対応に必要な業者
（業界）・団体・行政関係機関などとの災害時応
援協定の締結に取り組みます。

	● 市（災害対策本部）の災害対応力向上を図るた
め、市職員を対象とした研修・訓練に取り組みま
す。

	● 耐震強度が不足する建築物に対し、耐震化の促進
（耐震診断・改修）を行い、地震被害の軽減を図
ります。

	● 治水対策として、関係機関と連携し、河川整備な
どの推進を図り、浸水被害の軽減に努めます。

�施策 1-1  防災減災体制の充実 �

分野別政策１ 安心な暮らしの確保と向上  �

0 50 100

ハザードマップで自宅浸水深の確認
広報紙など防災関連情報

防災訓練・防災講座への参加
隣近所の助け合いの重要性

避難所の場所確認
家族との連絡方法の取り決め

テレビ・ラジオ等の災害情報を収集
電話自動応答(62-8150)の周知

市ホームページの閲覧
安全安心メールの登録
家具等転倒防止対策
非常用持出用品の準備

ラジオ・懐中電灯等の準備
飲料水・食料品の準備

消火器の設置

（％）

家庭で行っている災害対策の取組

資料：まちづくりアンケート調査（令和5年度）
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

１ 地域防災力の
向上

災害に備える意識が高まっ
ています。
地域住民や自治会、自主防
災組織等の連携による防災
活動が活性化し、地域の防
災力が強化されています。

災害に備え家庭で実践してい
る事項数（全 15項目） 4.63 項目 8.00 項目

防災訓練参加者数（市及び自
主防災組織等の訓練） 323人 1,000 人

防災訓練を実施した自主防災
組織及び自治会数 14組織 50組織

避難行動要支援者避難支援個
別計画に取り組んでいる自主
防災組織及び自治会数

37組織 70組織

2 災害情報伝達力
の向上

災害時の人的被害を軽減す
るための情報が確実に届
き、避難が遅れないように
します。

各種災害情報ツール登録者数 18,722 人 25,000 人

３ 災害時対応力
の向上

災害時の対応力が強化され
ています。

自治体及び事業者等との災害
時応援協定締結数 57組織 75組織

県の備蓄指針に対する充足率 100% 100%

職員を対象とした訓練等の実
施回数 4回 6回

4
治水・地震
対策の推進

災害時、建物等の被害がな
くなり、安心して暮らすこ
とができます。

床上・床下浸水以上の被害に
遭った家屋数 0棟 0棟

木造住宅の耐震化率 79.0% 82.0%

安心な暮らしの確保と向上  �

用語解説

自助、共助、公助 自助：個人や家族で取り組む「自分の身は自分で守る」。共助：自治会など地域住民が協力して助け合う取組。
公助：国、県、市や消防、警察などによる支援活動

自主防災組織 自治会単位など、地域住民が自主的に防災活動を行っている組織

避難支援個別計画 避難に支援を必要とする人たち（避難行動要支援者）一人ひとりの状況に合わせ「いつ、どこで、誰と、
どうやって逃げるか」などを決める避難支援のための計画

国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性
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▶︎ 施策の目指す姿

必要な時に、必要な医療を受けられるようになっています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

市内の医療機関に従事する医師数 39人 39人 市内の医療機関に従事する医師の人数です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
● 二次救急医療を担うあがの市民病院は、市内で唯
一の総合病院であり、市民の安全・安心と健康を
守るため、急性期、回復期、慢性化から在宅まで
包括的な医療提供を行っています。高齢化社会に
対応した地域包括ケアシステムを構築していくた
め、地域の医療機関や介護施設と連携し、地域医
療体制の確保を図ります。

● 将来の医療ニーズに対応した医療体制をつくるた
め、あがの市民病院の整備と健全な運営を確保す
る必要があります。

● 労働基準法の規定により、医師に対する時間外・
休日労働の上限規制が適用となりましたが、あが
の市民病院は、可能な限り救急搬送を受け入れて
おり、受け入れ件数は徐々に増加しています。市
民が安心して医療を受けることができるよう、病
院の機能強化と救急告示の復活に向け、休日・夜
間の医療体制の維持を図ります。

● 地域の開業医の減少から、市の休日診療体制を縮
小しました。急病時の受診・電話相談に関する情
報やかかりつけ医を持ち、適正な受診行動につな
がるよう、引き続き啓発を行う必要があります。
医師の確保・医師の偏在解消は、地域の医療提供
体制維持の要となっていますので、今後も継続的
に医師の確保に取り組みます。

�施策 1-2  地域医療体制の充実 

分野別政策１ 安心な暮らしの確保と向上 

資料：阿賀野市消防本部調べ
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　　　下越病院　
　　　新潟市民病院救命救急センター
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

1 あがの市民病院
の機能強化

地域の中核病院として機能
しています。

外来患者数 101,271人 101,640人

病床利用率 80.2% 89.9%

あがの市民病院における
紹介率 31.6% 34.3%

2 各医療機関の
機能分担の強化

日常の健康管理のために、
身近な市内にかかりつけ医
を持っています。
休日・夜間・救急の診療体
制が地域として整備・維持
され、安心して暮らしてい
ます。

市内にかかりつけ医を持って
いる市民の割合 45.9% 45.9%

休日・夜間診療体制を知って
いる市民の割合 67.8% 70.0%

市内の医療機関が受け入れた
救急患者割合 34.4% 34.8%

安心な暮らしの確保と向上  �
国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性

用語解説

地域包括ケアシステム 高齢者が地域で自立した生活が営めるよう医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスが切れ目なく
提供される仕組み（システム）

紹介率 他の医療機関から紹介されて来院した患者の割合

かかりつけ医 日常的な診療や健康管理等を行ってくれる身近な医師
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▶︎ 施策の目指す姿

心身の健康が保たれ、元気に生活を送っています。
市民の自発的な健康づくりの取組が活発化しています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

人口 1 人当たりの医科医療費（国民
健康保険）の新潟県平均との差異 -631円 -631円

国保データベース（ＫＤＢ）システムから取
得した「阿賀野市１人当たりの医科医療費」
と「新潟県平均１人当たりの医科医療費」と
の差異を示した額です。

平均自立期間
男性 79.4歳 80.1歳 国保データベース（ＫＤＢ）システムから取

得した「日常生活動作が自立している期間の
平均」の期間（要介護２以上の期間を除いた
期間）です。女性 84.6歳 85.6歳

人口千人当たりの 15 歳から 64 歳
までの病気等での死亡率（ケガ、事
故を除く。）

1.7 1.4
1年間に病気（不慮の事故を除く。）で亡く
なった15歳から64歳までの人口千人当たりの
人数です。

人口 10 万人当たりの三大死
因での死亡率

悪性
新生物 422.9 351.0

1年間に三大死因（悪性新生物、心疾患、脳血
管疾患）で亡くなった市民の人口10万人当た
りの人数です。

心疾患 264.3 168.0

脳血管
疾患 158.6 128.1

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
	● 市民の健康の保持増進を図るため、「運動」「栄
養」「休養」「健診」「生きがい」の５つの要素
を基本の柱に据えて健康づくりを推進します。

	● 身近で手軽に運動を行える環境整備や民間団体等
との連携・協働によって、幅広い年代層の運動習
慣者の増加を図ります。

	● 国民健康保険の疾病別一人当たり医療費では、糖
尿病、腎不全によるものが増加傾向にあり、生活
習慣病予防が課題となっています。引き続き、
特定健診受診率の向上と重症化予防に取り組みま
す。また、悪性新生物（がん）が、死因順位の第
一位であり、早期発見・早期治療のためには、が
ん検診受診率を向上させる必要があります。

	● 市の自殺率（人口10万対）は、令和５年は10.4と
県平均より高く、令和３年から５年までの３か年
平均の自殺者数は５人という状況です。今後もこ
ころの健康づくりの推進を図ります。

	● 新興感染症の発生時には、国、県、医療機関、事
業者等と相互に連携し、医療の確保や市民生活・
経済の維持に向けて取り組みます。

�施策 1-3  健康づくりの推進 �

分野別政策１ 安心な暮らしの確保と向上  �

0
1
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3
4
5

R2 R3 R4 R5
15～64歳死亡率
15～64歳がんによる死亡率

人口千人当たりの15歳～ 64歳の
死亡率及びがんによる死亡率

資料：課独自調査（健康推進課調べ）
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

１ 望ましい食習
慣の確立

食の大切さを理解し、望ま
しい食習慣を身につけてい
る市民が増えています。

適正な体重を維持していない市
民の割合（40 歳代から 60 歳
代までの男女の肥満者の割合）

28.1% 25.0%

バランスの良い食事をとって
いる市民の割合 76.0% 80.0%

２ 運動・身体活
動の推進

健康と運動に関する意識が
高まり、日常的に運動する
市民が増えています。

1 日 30 分以上の軽く
汗をかく運動を週 2 回
以上かつ 1 年以上続け
ている市民の割合

男性 20.5% 25.0%

女性 14.9% 20.0%

３ こころの健康
づくりの推進

市民が悩んだ時に孤立せ
ず、家族や地域の支え合い
で、こころの健康を保って
います。

悩みを相談できる人や場所を
持っている市民の割合 86.5% 90.0%

自殺者数 5 人 5 人以下

４
生活習慣病の
発症と重症化
予防

がん、脳卒中、糖尿病等の
重症化を予防するため、特
定健診・特定保健指導やが
ん検診を受診する市民が増
えています。

特定健診受診率 43.5% 60.0%

特定保健指導実施率 53.2% 60.0%

市が実施する各種がん
検診の受診率

肺 15.5% 17.0%

胃 6.6% 7.5%

大腸 12.8% 14.0%

乳 14.9% 17.5%

子宮 10.6% 13.0%

５
歯と口腔の健
康づくりの推
進

歯や口腔の健康が全身の健
康の保持増進につながるこ
とを意識して、歯・口腔の
健康づくりに取り組む市民
が増えています。

定期的に歯科医院等で歯石除
去や歯面清掃を受けている市
民の割合

39.9% 45.0%

歯間部清掃用具（デンタルフロ
スや歯間ブラシ等）を使用して
いる市民の割合

48.0% 52.0%

６ 感染症予防対
策の推進

感染症の重症化予防及びま
ん延防止対策により、不安
なく生活できています。

麻しん風しん予防接種率 96.6% 95.0%
以上

安心な暮らしの確保と向上 
国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性

用語解説
特定健診 40歳から74歳までの人を対象として、生活習慣病が引き起こされる確率が高いメタボリックシンドロー

ム（内臓脂肪症候群）の該当者やその予備軍を判定するために行われる健診

特定保健指導 特定健診の結果、メタボリックシンドロームの該当者やその予備軍と判定された人に対して、保健師や
管理栄養士などの専門スタッフが実施する生活習慣病を改善するための指導
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▶︎ 施策の目指す姿

住民同士で相互扶助ができていると思う市民が増えています。
自立に困難を抱える人が、セーフティネットによって安心して
生活を送っています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

住民同士で相互扶助ができていると
思う市民の割合 67.3% 70.0%

まちづくりアンケートで「あなたの住む地域
では、住民同士の自主的な支え合い、助け合
い ( 相互扶助）ができていると思いますか。」
の問いに対し、「できている」「どちらかとい
えばできている」と回答した市民の割合です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
	● 市民にとって身近な存在であり、地域福祉を担う
民生委員児童委員と様々な福祉活動に取り組んで
きました。しかし、地域のつながりの希薄化や
担い手不足、市民の高齢化など、多様化する福祉
ニーズへの対応が課題となっています。

	● 地域福祉の様々なニーズに柔軟に対応できる環境
を整備するため、社会福祉協議会と連携して福祉
分野のボランティア活動に市民から積極的に参加
してもらえる事業を推進し、地域が一体となった
福祉を支えるネットワークづくりを目指します。

	● 社会情勢の変化により、低年金・無年金の高齢者
や障がい者に加え、非正規・低賃金の雇用者な
ど、日々の生活に困窮する市民が増えています。

	● 生活保護受給者数は増加傾向にあり、今後も増え
ていくことが予想されます。生活保護受給者の中
には複合的な問題を抱えている人もおり、関係者
による包括的な対応が求められます。

�施策 1-4  地域福祉とセーフティネット社会の推進 �

分野別政策１ 安心な暮らしの確保と向上  �
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資料：阿賀野市社会福祉協議会ボランティアセンターデータベース
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

１ 地域福祉の担
い手の育成

地域において福祉の担い手が
増えています。

阿賀野市ボランティアセン
ターへの登録人数 1,768人 1,800人

２
地域で見守り
合う仕組みづ
くり

地域で見守り合う仕組みが
できています。

近所で見守りが必要な人の存
在を知っている市民の割合 43.0% 51.0%

３ 生活困窮者自
立支援の推進

複合的な課題が解決され、
生活困窮の状態から脱却
し、自立できています。

自立支援プランを作成した相
談者のうち問題が解決できた
割合

70.0% 80.0%

４ 生活保護制度
の適正な実施

生活保護が適正に実施され
ています。 生活保護率 7.78‰ ー

安心な暮らしの確保と向上 

用語解説 生活保護率 人口1,000人に対する生活保護受給者の割合

国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性

民生委員研修講演

国
土
強
靱
化

資
料
編

基
本
計
画

基
本
構
想

序
　
論

市
役
所
機
能
の
整
備
・
強
化

と
信
頼
さ
れ
る
行
政
運
営

多
様
性
の
尊
重
と

市
民
協
働
の
推
進

生
活
に
密
着
し
た
住
み

や
す
い
環
境
づ
く
り

地
域
経
済
の
活
性

化
と
拡
充

高
齢
者
・
障
が
い

者
福
祉
の
充
実

子
ど
も
と
子
育
て

世
代
へ
の
支
援

基
本
計
画
の

考
え
方
・
方
針

安
心
な
暮
ら
し
の

確
保
と
向
上



54

▶︎ 施策の目指す姿

消防・救急活動が迅速に行われ、市民の生命や財産が
守られています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

人口１万人当たりの火災発生件数
（出火率） 3.2 件 2.3 件

人口 1 万人当たりどれくらいの火災が発生し
ているかを表す数値で、低ければ火災が少な
いことを表します。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
● かけがえのない生命や財産を守るためには、市民
一人ひとりが防火に対する意識を高めることが大
切です。火災による逃げ遅れをなくすため、住宅
用火災警報器の設置を促進します。また、火災の
被害を最小限に抑えることができるよう、防災教
室の開催を推進し初期消火が行える市民が増える
よう取り組みます。

● 近年、働く環境や意識の変化に伴い、消防団の担い
手が不足しています。一方で大規模な自然災害が全
国各地で多発しており、地域防災力の充実強化が重
要となることから、消防団員の活躍が期待されてい
ます。今後も消防団員の技術と知識の向上を図ると
ともに、消防団員の確保に取り組みます。

● 高齢化が進み、年々救急車の需要が増加していま
す。また、重篤な傷病者の救命には高度な救命処
置が必要となっています。一人でも多くの命を助
けるため、救急救命士を２名以上現場で活動させ
るとともに、市民に対する応急手当講習の受講推
進を図り、更なる救命率の向上を図ります。

● 消防車両や資機材の更新を進めるとともに、適切
な管理を行い、複雑多様化する災害に対応できる
消防体制の強化に取り組みます。

�施策 1-5  消防・救急体制の充実 

分野別政策１ 安心な暮らしの確保と向上 
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阿賀野市 新潟県

住宅用火災警報器設置率

資料：新潟県における住宅用火災警報器設置状況
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▶︎ 基本事業の構成

安心な暮らしの確保と向上  �
国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

１ 防火意識の
向上

火災予防の意識が高まって
いるとともに、初期消火対
策が講じられています。

住宅用火災警報器の設置率 84.7% 86.5%

初期消火率 38.5% 83.3%

２ 消防団体制の
強化

災害から市民の生命・財産
を守る消防団の活動により、
地域防災力が向上していま
す。

消防団員の充足率 93.6% 100%

消防団車両・装備の出動時ト
ラブル・不具合件数 0件 0件

３ 救命率の向上
市民の応急手当に対する意
識が高まり、救急隊との連
携により救命率が向上して
います。

市民による蘇生処置実施率 48.1% 60.0%

救急救命士複数活動率 57.6% 64.3%

４ 消防力の整備
消防車両、装備等が適切に
管理され、消防活動が円滑
に行われています。

消防車両・装備の出動時トラ
ブル・不具合件数 0件 0件
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▶︎ 施策の目指す姿

交通事故が少なくなり、死傷者数が減少しています。
犯罪のない安全なまちになっています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

人口１万人当たりの犯罪発生件数 23.3 件 20.0 件
新潟県警察本部の統計による人口１万人当た
りの刑法犯認知件数（警察が把握した犯罪の
発生数）です。

人口１万人当たりの交通事故発生件数 9.4 件 7.0 件 新潟県警察本部の統計による人口 1 万人当た
りの交通事故発生件数です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
● 犯罪認知件数は減少傾向にありますが、高齢者を
狙った特殊詐欺は後を絶ちません。地域に密着し
た自主防犯団体活動の活性化支援や警察、防犯協
会と連携した高齢者の特殊詐欺被害防止などの啓
発活動を行い、市民の防犯意識の向上を図りま
す。

● 防犯環境が悪い箇所には、防犯灯や見守りカメラ
などの防犯設備を設置します。また、交通危険箇
所には、カーブミラーやガードレールなどの交通
安全施設を整備し、安全・安心な環境づくりに取
り組みます。

● 交通事故の発生件数は減少傾向にありますが、依
然として交通死亡事故が発生しており、高齢者が
関係する交通事故も多くなっています。交通事故
を減らすため、幼児、小中学生及び高齢者を対象
とした交通安全教室などにより、交通安全意識の
向上を図る取組を警察署や交通安全協会、交通指
導員と連携して実施します。

● 青少年の非行や被害は減少傾向とは言えず、SNS
等の利用に起因する犯罪に巻き込まれたり、被害
を受けるリスクも高まっています。青少年が非行
に陥ったり、犯罪被害にあわないよう、青少年育
成センター指導員による巡回指導と呼びかけを行
い、早期発見と予防に取り組みます。

�施策 1-6  くらしの安全対策の推進 

分野別政策１ 安心な暮らしの確保と向上 
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資料：データでみる新潟県～指標ハンドブック～、課独自調査（総務課調べ）
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

１ 防犯意識の
向上

犯罪に遭わないように未然
防止の意識が高まっていま
す。

防犯対策として実践している
事項数（全12項目） 4.98項目 9.00項目

２ 防犯設備の整
備充実

防犯設備の維持管理が十分
に行われているとともに、
機能強化されています。

ＬＥＤ化、防犯カメラ等の対
策により防犯性が向上した箇
所数（計画期間内累計）

ー 803箇所

３ 交通安全意識
の向上

一人ひとりの交通安全意識
が高まり、交通マナーが守
られています。

交通安全のため実践している
事項数（全12項目） 8.10項目 9.00項目

４ 交通安全施設
の整備充実

交通安全環境及び機能が強化
されています。

交通安全環境が改善された箇
所数（カーブミラー、ガード
レール等安全施設新設設置数）
（計画期間内累計)

ー ー

５ 消費者被害対
策の推進

消費者トラブルが減少して
います。 消費生活相談による解決割合 98.1％ 98.0％

６ 青少年の健全
育成

青少年が健全に育成されて
います。 青少年の犯罪件数 5件 減らす

安心な暮らしの確保と向上 
国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性
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▶︎ 施策の目指す姿

産む・育む等の子育て環境が整い、子どもたちが
たくさん暮らすまちになっています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

子育てしやすい環境になっていると
感じる市民の割合 74.0% 80.0%

まちづくりアンケートで「阿賀野市は、子育て
しやすい環境が整っているまちだと思います
か。」の問いに対し、「そう思う」「どちらかとい
えばそう思う」と回答した市民の割合です。

この地域で子育てをしたいと感じる
乳幼児の保護者の割合 96.7% 98.0%

乳幼児健康診査アンケートで「この地域で今
後も子育てしていきたいですか。」の問いに対
し、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」
と回答した保護者の割合です。

０歳から 14 歳までの人口 4,163 人 3,986 人 住民基本台帳に基づく 12 月末日現在の 0 ～
14 歳の人口です。

合計特殊出生率 1.20 1.63 人口統計上の指標で、一人の女性が一生に産
む子どもの平均数です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
● 妊娠・出産・子育て期の保護者が安全・安心で健
やかな子育てができるように、こども家庭セン
ターにおいて、必要な情報提供や相談に応じると
ともに、多様なニーズに対して適切な支援に繋げ
ることができるよう関係機関と連携し、切れ目の
ない支援を行います。

● 核家族化や働き方の多様化、子育て環境の多様化
に対応するため、一時預かり保育事業やこども誰
でも通園制度、病児保育事業、放課後児童クラブ
事業など、子どもと保護者が安心して社会生活を
送れるように多様なサービスの提供を行います。

● 物価や燃料費の高騰が続く中、子どもの医療費や
保育料など、子どもにかかる経費の負担軽減を図
り、安心して子どもを産み育てることができる環
境づくりを行います。

● 若者の結婚に対する意識の多様化と晩婚化の進行
が少子化の要因となっていることから、若者に対
して結婚の意義や子育ての素晴らしさを発信し、
意識醸成を図ります。

�施策 2-1  子育て環境の充実 

分野別政策２ 子どもと子育て世代への支援 

R1 R2 R3 R4 R5
66
68
70
72
74
76
78
80
（％）

子育てしやすい環境になっていると
感じる市民の割合

資料：まちづくりアンケート調査
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基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

１
妊産婦・乳幼児・
保護者の交流と
不安軽減

いつでもほかの親子と交流
することや子どもを遊ばせ
ることができるようになっ
ています。
育児相談や保護者同士の交
流を通じて、保護者の子育
てに関する不安が軽減され
ています。

子どもを遊ばせる場所が十分
にあると感じる保護者の割合 72.2% 78.0%

育てにくさを感じた時に対処
できる保護者の割合 65.7% 85.0%

子どもの社会性の発達過程を
知っている保護者の割合 91.2% 95.0%

妊娠・出産の支援に満足して
いる人の割合 94.1% 100%

２ 多様な保育
サービスの充実

未満児保育、延長保育、一
時預かり保育、病児保育な
ど、保護者のニーズに応じ
た保育サービスを受けられ
るようになっています。

特別保育の受入れができな
かった人数 0人 0人

こども計画における保育施設
充足率の計画値との差異 -4.5% 0%

３ 放課後活動の
環境整備

放課後、子どもが安全で有
意義な時間を過ごせる環境
が整っています。

放課後の子どもの過ごし方に不
満を持っていたり、困っている
保護者の割合

36.9% 32.0%

４ 母子の健やか
な成長支援

母子のこころとからだの健
康づくり、病気の早期発見・
早期治療のための健康管理
を適切に行っています。

妊婦健診未受診での出産数 0件 0件

乳幼児健診平均受診率 99.3% 100%

むし歯がない３歳児の割合 96.3% 98.0%

５ 保護者負担の
軽減

子育て期にある保護者の経
済的負担が軽減されていま
す。

子どものための経済的支援の
助成総額 67,986千円 ー

６ 結婚意識の
向上

若い世代への結婚のプラス
イメージの発信や出会いの
場・機会の創出により、結
婚に向け前向きな意識が醸
成されています。

婚姻率（人口千人当たり） 2.0 2.5

子どもと子育て世代への支援 
国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性

▶︎ 基本事業の構成
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▶︎ 施策の目指す姿

子どもたちが魅力ある学校で楽しく学ぶことにより、
生きる力が育まれています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

標準学力調査結果で到達目標
値に達した児童生徒の割合

児童 小学校全学年を対象とした標準学力調査結果
で、到達目標値に達した児童の割合です。

生徒 中学校全学年を対象とした標準学力調査結果
で、到達目標値に達した生徒の割合です。

学校生活が楽しいと感じる
児童生徒の割合

児童 87.3% 95.0%
小学6年生を対象とした全国学力・学習状況調
査で「学校生活が楽しいですか。」の問いに対
し、肯定的な回答をした児童の割合です。

生徒 85.3% 93.0%
中学３年生を対象とした全国学力・学習状況調
査で「学校生活が楽しいですか。」の問いに対
し、肯定的な回答をした生徒の割合です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
● グローバル化、ＩＣＴ化に対応する確かな学力が
求められています。どの児童生徒にも生きて働く
知識・技能の確実な習得と思考力・判断力・表現
力を高める授業改善を推進します。

● 体力・運動能力は、全国と比較して小学校・中学
校ともに高い傾向にあります。児童生徒の運動に
対する関心・意欲を一層高め、さらなる体力・運
動能力の向上に取り組みます。

● いじめや不登校の問題に対応するため、児童生徒
の自己肯定感を高める発達支持的生徒指導に取り
組みます。人権意識を高めるとともに、児童生徒
の困り感にきめ細かく対応します。

● 児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応える指
導・支援の充実に努めます。発達障がい早期総合
支援推進地域協議会で関係機関が連携し、乳幼児
期からの一貫した途切れない支援に努めます。

● 学校施設の耐久性を確保し、長寿命化を図るた
め、計画的な改修事業を進めます。今後も、安
全・安心で快適な教育環境づくりに努めます。

● 児童生徒のよりよい成長のため、学校・家庭・地
域が連携、協働できる体制づくりを推進します。

�施策 2-2  学校教育の充実 

分野別政策 2 子どもと子育て世代への支援 

■児童 ■生徒
R1 R2 R3 R4 R5

94

95

96

97

98

99

100

※

コ
ロ
ナ
禍
で
中
止

R1 R2 R3 R4 R5

（％）

82

84

86

88

90

92

94

96

■児童 ■生徒

全国学力・学習状況調査結果の
標準化得点

学校生活を楽しいと感じる
児童生徒の割合
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57.3%

45.1%

60.0%

50.0%
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

1 確かな学力の
向上

分かりやすい授業により児
童生徒の理解度が高まって
いるとともに、家庭学習が
習慣化しています。

授業が分かると回答し
ている児童生徒の割合

児童 85.6% 88.0%

生徒 72.2% 75.0%
１日１時間以上の家庭
学習をしている児童生
徒の割合

児童 65.4% 80.0%

生徒 49.9% 70.0%

学習におけるＩＣＴの
効果的活用の割合

児童 70.2% 80.0%
生徒 67.9% 80.0%

2
こころと
からだの
健全育成

「豊かな人間性」「健やかな
からだ」の調和がとれてい
ます。

新体力テストにおける
全種目の全国平均を上
回る児童生徒の割合

児童 64.6%
（令和4年度） 70.0%

生徒 61.9%
（令和4年度） 65.0%

不登校率
児童 2.17% 2.00%
生徒 5.38% 5.20%

基本的生活習慣ができ
ている児童生徒の割合

児童 91.6% 92.0%
生徒 88.9% 92.0%

3 教育環境の
充実

安全・安心で快適な学習環
境で学ぶことができていま
す。

学校施設の維持管理上の不具
合による教育支障・事故件数 0件 0件

学校におけるセキュリティ管
理に関する事故・トラブル件
数

0件 0件

心地よい学校生活を送るため
の施設・備品改善件数（計画
期間内累計）

ー ー

4 経済的負担の
軽減

経済的支援を必要とする人
の教育費負担が軽減されて
います。

就学援助対象項目 12項目 ー

5 多様な学びの
推進

いろいろな課題を持ってい
ても、個別最適な学びを継
続できています。

学校内外の機関等で相談・指
導等を受けていない不登校児
童生徒の割合

43.6%
（令和4年度） 30.0%

6
学校・家庭・地域
との協働体制の
推進

学校・家庭・地域が連携し
た特色ある教育を実施する
体制が整っています。

児童生徒一人当たりに関わる、
地域等と連携した特色ある教育
活動の支援者数

0.43人 0.5人

地域行事に参加してい
る児童生徒の割合

児童 80.6% 90.0%
生徒 42.1% 60.0%

7 故郷への愛着
意識の醸成

生まれ育った故郷への愛着
意識が醸成されています。

阿賀野市に愛着を持っ
ている児童生徒の割合

児童 97.0% 98.0%
生徒 90.1% 93.0%

国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性

子どもと子育て世代への支援 
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▶︎ 施策の目指す姿

住み慣れた地域で、可能な限り自立した生活を
送っています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

元気で介護状態にならずに生活して
いる高齢者の割合 81.6% 82.2%

介護保険の第1号被保険者(65歳以上)のうち、
要介護･要支援および事業対象者の認定を受け
ていない人の割合です。

介護サービスの満足度 51.9% 58.0%

まちづくりアンケートで「あなたもしくは市
内に住むあなたの家族が利用している介護保
険サービスについて満足していますか。」の
問いに対し、「満足」「どちらかといえば満
足」と回答した市民の割合です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
● 平均寿命は延伸し、高齢化が急速に進展していま
す。高齢世帯から単身高齢者世帯へ移行してお
り、身寄りのない高齢者の増加が危惧されていま
す。また、在宅よりも施設入所を選択する傾向が
強くなっています。高齢者誰もが住み慣れた地域
や望む環境でいきいきとした生活が送れるよう、
地域全体で支える地域包括ケアシステムの深化・
推進が求められています。

● 高齢者自ら介護予防に取り組めるよう、また、要支
援･要介護状態から回復し、元の生活に戻ることがで
きるような意識付けと環境づくりを推進します。

● 介護給付適正化や介護人材確保などに対応し、高
齢者が安心して適切なサービスを受けられるよ
う、必要となる介護サービスの確保と質の向上に
取り組みます。

● 認知症に対する理解への啓発を行い、認知症高齢
者が安心して暮らし続けられる体制づくりに取り
組みます。

● 高齢者の困りごとを解決するために、公的なサー
ビスだけでなく、生活支援サービスなど多様な
サービスが利用できる環境づくりに取り組みま
す。また、ボランティアや地域の支え合いの意識
の醸成を図ります。

�施策 3-1  高齢者福祉の充実 

分野別政策３ 高齢者・障がい者福祉の充実 

■介護保険の第1号被保険者数
元気で介護状態にならずに生活している高齢者の割合

（人） （％）

R1 R2 R3 R4 R5
13,000
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13,600

13,800

14,000

14,200

14,400

78.5

79.0

79.5

80.0

80.5

81.0

81.5

82.0

元気で介護状態にならずに
生活している高齢者の割合
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

1
介護予防・
社会参加の
推進

健康づくりや介護予防に主体
的に取り組み、健やかに暮ら
しています。
社会参加を通じて心の豊かさ
や生きがいが得られ、元気に
暮らしています。

要支援認定の新規該当者の平均
年齢 83 歳 84 歳

社会参加・交流している高齢者
の割合（サロン、老人クラブなど） 38.8% 40.4%

2 医療と介護の
連携強化

医療機関と介護施設等の連携
により、一人ひとりの状態に
応じたサービスを円滑に提供
する体制が整っています。

介護保険利用者における医療と
介護連携の満足度 69.1% 76.0%

あがの市民病院に設置した医療
介護相談窓口の相談件数 135 件 150 件

3 認知症施策の
推進

認知症になっても安心して生
活を送っています。

認知症の人等に支援・サポート
できる項目数（全 6項目）

2.9 項目
（令和６年度） 3.6 項目

4 日常生活の
支援

支援を必要とする高齢者が、
様々なサービスや地域の支え合
いにより生活を送っています。

多様な担い手（自治会、ボラン
ティア、ＮＰＯ、民間等）によ
る生活支援サービス数

113 143

外出時の移動ができない高齢者
の割合 4.6% 4.3%

5
適切な介護
サービス利用
と適正運営

適切な介護サービスを利用し
ながら生活を送っています。
また介護保険制度の持続性が
維持されています。

要介護等認定者のうち、在宅サー
ビスを利用している者の割合 51.9% 52.1%

介護保険 1人当たり給付費 27,816 円 27,816 円

高齢者・障がい者福祉の充実 

用語解説 地域包括ケアシステム 高齢者が地域で自立した生活が営めるよう医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスが切れ目なく提供
される仕組み（システム）

国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性
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▶︎ 施策の目指す姿

障がい者がその障がいの特性及び環境に応じて、
地域で自立しながら、安心して暮らしています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

在宅で生活している障がい者の割合 97.6% 97.6% 障がいがあっても、在宅サービスを利用し生
活している人の割合です。

在宅で安心して生活できていると感
じる障がい者の割合 82.7% 85.0%

障がい者へのアンケートで「あなたは在宅で
安心して生活できていると思いますか。」の
問いに対し、「思う」「どちらかといえばそ
う思う」と回答した人の割合です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
● 障害者総合支援法及び障害者差別解消法が改正さ
れ、障がいのある人もない人も互いに認め合い、
共に生きる社会の実現に向けて、障がいに対する
理解と合理的配慮が求められています。

● 障がい児・者が地域で自分らしく生活することが
でき、個々の個性や目的に応じた適切な支援が提
供されるよう、不足する障害福祉サービスや地域
生活支援事業、相談支援の充実を図ります。

● 障がい者の高齢化や「親亡き後」も自立した生活
が安心して送れるよう、居住、就労、自立生活支
援などの様々な関係者と連携した支援体制の構築
を図ります。

● 出生率は、経年的に低下していますが、療育訓練
を必要とする児童や「気になる子」は増加してい
ます。支援を必要とする児童が、継続して障害児
通所支援を利用できるよう、関係機関と情報連携
を行い、支援体制の充実を図ります。

�施策 3-2  障がい者福祉の充実 

分野別政策３ 高齢者・障がい者福祉の充実 

9,200

9,400

9,600

9,800

10,000

10,200

10,400

10,600
（人）

R1 R2 R3 R4 R5

自立支援給付サービス延べ利用者数

資料：課独自調査（社会福祉課調べ）
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

1 自立支援サー
ビスの推進

適切な支援を受けながら生
活を送っています。

自立支援給付サービスの利用
者数（年間延べ人数） 10,388 人 10,600 人

障がいの特性や能力に応じて
適切なサービスを受けられて
いると感じる障がい者の割合

69.3% 85.0%

福祉施設から一般就労への移
行者数 3 人 5 人

2 地域生活支援
の推進

専門的な相談支援により、障
がい者等が抱える不安や負
担が軽減され、住み慣れた
地域で生活を送っています。
障がいの有無にかかわら
ず、社会参加できる環境が
整備されています。

住み慣れた地域で自分らしく
生活を送ることができている
と感じる障がい者の割合

85.8% 95.0%

地域生活支援事業の利用者数
（年間延べ人数） 3,133 人 3,300 人

3 児童発達支援
の充実

児童発達支援サービスの周
知を行い、継続的なサービ
スを利用できます。

障がい児支援を受けている人
数（年間延べ人数） 3,103 人 3,150 人
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高齢者・障がい者福祉の充実 

用語解説

障害者総合支援法 正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

障害者差別解消法 正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

気になる子 発達障がいと診断されているわけではないが、個別に支援が必要な子どものこと。グレーゾーンとも言われ
ています。

国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性

阿賀野市障がい者フォーラム
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▶︎ 施策の目指す姿

収益を向上させる農業経営が図られることで、
農業産出額を増加させ、農業所得が増えています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

農業産出額（合計） 8,590百万円
（令和4年度） 9,000百万円 農林水産省が公表している市町村別農業産出

額です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
● 農業者の高齢化とともに離農者が年々増えてお
り、後継者の確保が困難となっています。担い手
を確保するため、儲かる農業、魅力ある農業の実
現に向け、規模拡大と園芸導入による複合営農の
取組を支援します。

● ほ場整備率が県平均を大幅に下回っています。地
域計画に基づき農地の集積・集約を図るととも
に、ほ場整備を推進します。また、時代の変化に
対応した農業経営を行うため、スマート農業やデ
ジタル技術の活用を推進し、規模拡大と生産コス
トの低減を図ります。

● 国「みどりの食料システム戦略」に基づき、有機
農業を拡大させ、農家所得を向上させます。ま
た、市内農産物直売所等における地産地消を推進
します。

● 地域中核となる経営体を支援するとともに、新規
就農希望者や地域おこし協力隊を地域の担い手と
つなぎ、農業者の確保、農地の維持・耕作放棄地
の解消を図ります。

● 輸入飼料の高騰や就業者の高齢化により畜産農家が
減少しています。畜産経営の方向性を明確にし、耕
畜連携による資源循環型農業を推進します。

�施策 4-1  農業の振興 

分野別政策４ 地域経済の活性化と拡充 

7,800

8,000

8,200

8,400

8,600

8,800

9,000

9,200

9,400

9,600
（百万円）

H30 R1 R2 R3 R4

農業産出額（合計）

資料：市町村別農業産出額（農林水産省）
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

1 収益を向上させ
る農業経営

農業者が収益の高い園芸作
物や有機米の生産・販売、
デジタル技術の活用による
コスト低減、収益の高い販
路開拓に取り組んでいます。

農業産出額（合計から米・畜
産を除く、野菜・果実・豆類
などの作物）

510百万円
（令和4年度） 720百万円

スマート農業やデジタル技術
を活用した経営に取り組む農
業者（計画期間内累計）

ー 40人

市内農産物の直売・店舗販売
額（農産物直売所販売高）

284百万円
（令和4年度） 500百万円

有機米の作付面積 21.9ha 50.0ha

2 意欲のある農業
者の育成

各集落の担い手となる農業
法人や新規就農者が増え、
地域農業が維持・発展され
ています。

農業法人の経営面積（合計） 750ha 1,000ha

新規就農者数
（計画期間内累計） ー 20人

3 持続可能な農業
の推進

地域資源を活用し、環境に
配慮した安全・安心な農作
物の栽培面積が増え、次世
代へ引き継げる地域農業が
展開されています。

有機米の作付面積【再掲】 21.9ha 50.0ha

たい肥の散布面積 638ha 700ha

4 農林業の生産基
盤整備

農業インフラの十分な維持
管理、整備により、農作業
の安全確保、効率化が図ら
れています。

生産基盤整備完了地区数
（計画期間内累計） ー 11地区
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地域経済の活性化と拡充 

用語解説

地域計画
農業者等の協議の結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標とし
て農業を担う者ごとに利用する農用地等を表示した目標地図などを明確化し、公表したもの

スマート農業 ロボット、ＡＩ等の先端技術を活用する農業

有機農業
化学的に合成された肥料及び農薬を使用しない並びに遺伝子組換え技術を利用しない、環境負荷をできるだ
け低減して行われる農業

耕畜連携
耕種農家の生産した国産飼料を畜産農家が利用し、家畜排せつ物に由来するたい肥を耕種農家の農地に還元
する取組

国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性

有機ほ場で草取り作業
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▶︎ 施策の目指す姿

市内総生産額の増加により、雇用が創出され、
地域経済が活性化しています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

製造品出荷額等 137,943 百万円 142,574 百万円
1 年間（1〜 12 月）における製造品出荷額、加工
賃収入額、その他収入額及び製造工程から出たく
ず及び廃物の出荷額の合計であり、消費税等内国
消費税額を含んだ額です。

法人市民税額 301百万円 331百万円 法人市民税（均等割と法人税割の合計）の額です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
● これからの地域経済の担い手となる若者を域外に流
出させないことが求められています。そのために、
事業者の経営が安定し、雇用が創出され、魅力的な
働き場が増える取組を推進します。

● 限られた経営資源の中で、生産額を増加させるに
は、効率的な生産活動が必要になります。そのため
に、生産性向上に必要不可欠な人材育成やデジタル
技術を活用できる環境をつくります。

● 創業などに向けた相談体制を整え、販路拡大に向け
た効率的な商談を増やす環境づくりが必要です。相
談窓口のワンストップ化、創業、地場産業等の事業
展開や新分野への進出等について支援します。

● 地域経済を活性化するには、稼いだお金を域外に流
出させないことが必要となります。地域外に流出し
ている支出を抑制させ、域内調達を増やす取組を推
進します。

● 申告法人事業所のうち、法人税割を納めている事業
所は５割以下となっており、事業所の成長過程に応
じた的確な支援が求められます。制度融資や補助制
度等の活用により、経営基盤の強化や安定化を図り
ます。

�施策 4-2  商工業の振興 

分野別政策４ 地域経済の活性化と拡充 

140,000

145,000

150,000

155,000

160,000
（百万円）

H29 H30 R1 R2 R3

市内総生産額（第二次・第三次産業）

資料：新潟県市町村民経済計算
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

1 魅力的な働き場
の維持・増加

市民にとって魅力的な働く場
が増えています。

市内工業団地の事業所で働いて
いる市民の数 1,258 人 1,552 人

市内工業団地の事業所で働いて
いる市民の割合 44.0% 48.0%

法人設立件数 18 件 23 件

2 新たな事業への
支援

新技術や地域資源を活用して
新市場や新分野に挑戦し、生
産性が向上しています。

労働生産性が向上している企業
の割合 25.0% 40.0%

3 事業継続の支援 事業所の経営安定が図られて
います。

法人税割を納めている事業所割合 47.3％

75.0％

事業継続・経営改善のための各
種支援を受けた事業所数（計画
期間内累計）

ー 28 事業所

4 産業を支える人
材の確保・育成

産業を支える人材が確保・育
成されています。

人材育成が十分に行われている
企業割合

60.8%

事業推進のための人材が確保さ
れている企業割合
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地域経済の活性化と拡充 

用語解説
制度融資 中小企業の資金調達などを支援するために、県や市などの自治体が制度を定め、金融機関、信用保証協会と

協力して行う融資

労働生産性 労働者 1 人当たりの生産量

国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性

新潟県東部産業団地

地
域
経
済
の
活
性

化
と
拡
充

（令和7年度）

52.0％

33.0％
（令和7年度）

50.0％
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▶︎ 施策の目指す姿

人の流れや交流が創出され、地域経済が活性化しています。
阿賀野市の魅力が市内外に広く発信されています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

観光客入込数 1,892,739 人 1,900,000 人 市内の観光施設における宿泊・日帰りを含めた年
間の観光客数です。

観光客１人当たりの消費額（宿泊） 20,233 円 24,000 円 市観光協会会員事業者のうち、宿泊・飲食・小売
など観光関連事業者に対するアンケートで取得し
た数値です。観光客１人当たりの消費額（日帰り） 7,639 円 9,200 円

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
● 令和４年10月に道の駅「あがの」が開駅し、年間約
60万人が訪れ、市内観光施設の拠点としてイベント
等の重要な広告の場所となっています。観光客が集
まる施設を活用した交流人口の拡大を目指し、観光
消費額の向上に結びつけます。

●「瓢湖」「五頭温泉郷」をはじめとする魅力ある観光
資源をいかし、「風景・食・体験」を結びつけた市内
複数のスポットを巡る観光メニューを充実させ、観
光入込客の増加を目指します。

● 観光客が情報検索・利用予約・移動手段などに、
ＳＮＳなどを利用したデジタル技術を活用する場
面が急速に拡大しています。観光客のニーズに対
応した、各種媒体を活用した迅速でわかりやすい
情報提供に努めます。

�施策 4-3  観光の振興と交流の推進 

分野別政策４ 地域経済の活性化と拡充 

0
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140,000

0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000

（人）（人）

H30 R1 R2 R3 R4 R5

観光入込客数
五頭温泉郷宿泊客数

観光客入込数・五頭温泉郷宿泊客数

資料：新潟県観光入込客統計調査

地
域
経
済
の
活
性

化
と
拡
充



71

国
土
強
靱
化

資
料
編

基
本
計
画

基
本
構
想

序
　
論

市
役
所
機
能
の
整
備
・
強
化

と
信
頼
さ
れ
る
行
政
運
営

多
様
性
の
尊
重
と

市
民
協
働
の
推
進

生
活
に
密
着
し
た
住
み

や
す
い
環
境
づ
く
り

高
齢
者
・
障
が
い

者
福
祉
の
充
実

子
ど
も
と
子
育
て

世
代
へ
の
支
援

安
心
な
暮
ら
し
の

確
保
と
向
上

基
本
計
画
の

考
え
方
・
方
針

▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

1 情報発信の
強化

歴史・自然・観光・特産物
などを本市の魅力として市内
外へ情報発信されています。

市及び市観光協会のＳＮＳの
登録者数 4,263 人 6,000 人

観光協会ホームページ
アクセス件数 151,456 件 166,000 件

観光意欲度　新潟県内順位 20 位 10 位

2 観光関連事業
者の連携強化

観光客が魅力を感じる観光事
業が行われ、観光消費額（消
費回数）が増加しています。

観光関連事業者の連携事業数 2 事業 7 事業

３
観光・交流施
設の活用促進
と管理

自然・歴史・文化などの地域
資源をはじめ、観光・交流施
設が観光資源として多くの
方に利用されています。

観光・交流施設の年間利用者数 763,113 人 782,000 人

地域経済の活性化と拡充 
国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性

やすだ瓦ロード

五頭山からの景色
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域
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▶︎ 施策の目指す姿

各地区の特性を踏まえたバランスのとれた土地・建物の
有効活用が行われています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

住宅、商業、工業、農業、公園など
のバランスが取れた土地活用が行わ
れていると思う市民の割合

39.2% 50.0%

まちづくりアンケートで「阿賀野市では、住宅、商業、
工業、農業、公園などのバランスがとれた土地活
用が行われていると思いますか。」の問いに対し、

「思う」「どちらかといえば思う」と回答した市民の
割合です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
● 人口減少や高齢化社会を見据えたなかで、地域の活
力を維持するために、都市機能の集中した市街地に
居住を誘導することにより、医療・福祉・商業等の
生活機能を確保しながら、効率的な都市運営により
若者から高齢者まで誰もが生涯にわたって快適に過
ごせる都市環境の形成、コンパクト・プラス・ネット
ワークのまちづくりを推進します。

● 空き家の適正管理を推進するため、管理不全な空き
家の所有者へは助言指導しながら、空き家管理に有
効な情報提供を積極的に行い、管理不全な空き家等
の発生を抑止していきます。また、住宅や空き家の
取得改修等を支援し、空き家の発生を抑制していき
ます。

● 空き家・空き地の有効利用を推進するため、所有者
への意向の把握や空き家等の利用、移住を考えてい
る人への物件情報の提供を積極的に行い、移住の促
進・定住化を進めていきます。

● 市を代表する観光地でもあり、健康づくりの場とし
ても多くの利用がある瓢湖水きん公園をはじめとし
て、公園の適切な維持管理を行います。

�施策 5-1  土地、建物等の有効利用 

分野別政策５ 生活に密着した住みやすい環境づくり 

空き家に占める管理不全空き家の割合

管理不全 適正管理
H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

0

20

40

60

80

100
（％）

資料：課独自調査（建設課調べ）
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

1 都市機能の
維持

市街地への居住等が誘導さ
れ、都市機能が維持されて
います。

居住誘導区域内の
人口密度

都市拠点 38.95 人 /ha 38.55 人 /ha

地域拠点 25.23 人 /ha 25.03 人 /ha

２
空き家・空き
地の適正管理
と有効活用

空き家が適切に管理されて
います。
空き家や、空き家を除却し
た後の跡地が有効に活用さ
れています。

空家等の総数に占める管理不
全空家等件数の割合 83.63% 80.00%

空き家・空き地バンクの成約
件数 44 件 70 件

３ 公園の維持管
理と整備充実

公園の維持管理が十分に行
われ、安全かつ快適に利用し
ています。

憩の場としての公園の満足度 68.0% 71.0%

生活に密着した住みやすい環境づくり �

用語解説

管理不全空き家 市の条例・施行規則に定める空き家の実態調査において、「空家等状態判定基準」に基づいて適切に管理さ
れていないと判定された空き家

コンパクト・プラス・
ネットワーク

生活サービス機能と居住を集約・誘導するまちづくりと公共交通ネットワークの再構築を組み合わせること
で、生活利便性の維持向上と行政コスト削減の両立を図るとする考え方

居住誘導区域 人口減少、少子高齢化、空き家の多い状況の中、子育て世帯のまちなか居住を促進し、生活サービスの充実
を図る区域

国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性
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▶︎ 施策の目指す姿

市内外への安全かつ円滑な移動に必要な道路が整備され、
適切に維持管理されています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

道路の整備状況が充実していると感
じている市民の割合 77.7% 83.0%

まちづくりアンケートで「市内の生活道路整備状
況や市外への道路整備状況について満足していま
すか。」の問いに対し、「満足」「やや満足」「ふつう」
と回答した市民の割合です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
	● 国道49号阿賀野バイパスは、令和７年に全線が開通
する予定です。開通により市街地の渋滞緩和、地域
産業と観光の活性化が期待されています。地域への
活力を維持・向上させるため、市街地及び地域全体
の広域道路ネットワークとして、国県道と連携した
整備を推進します。

	● 適切な維持管理の実施とともに、側溝整備や道路拡
幅などの改良により、市民の生活基盤の充実と安全
確保を図ります。

	● 冬期間の交通確保は市民の生活と経済活動に欠かせ
ないものであり、降雪時の機械除雪のほか、除雪困
難な住宅地では消雪パイプの整備や適切な維持管理
により市民生活の安全・安心を図ります。

	● 高度経済成長期に建設された道路や橋りょうなどの
老朽化が進んでいます。定期的な点検の実施と計画
的な施設の更新・補修等により、市民が安全に使用
できるよう取り組みます。

�施策 5-2  道路環境の充実 �

分野別政策５ 生活に密着した住みやすい環境づくり �

市道延長と舗装率（各年4月1日時点）

■舗装道路（m）　　　■実延長（m）　
　　　舗装率（％）

520,000

540,000

560,000

580,000

600,000

620,000

640,000

660,000

680,000
（m）

86.0

86.2

86.4

86.6

86.8

87.0

87.2

87.4

87.6
（％）

R1 R2 R3 R4 R5

資料：課独自調査（建設課調べ）
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

1 市外への
アクセス向上

広域道路ネットワークが整備
され、安全かつ円滑に市外
へ移動しています。

市内における国県道の拡幅・
改良・新設延長（計画期間内
累計）

ー 3.44km

２
生活道路の
維持管理と
整備充実

生活道路の十分な維持管理
や改良により、安全かつ円滑
に市内を移動しています。

市道の拡幅・改良・新設延長
（計画期間内累計） ー 2.05km

歩行空間の整備延長（計画期
間内累計） ー 4.60km

３ 効率的な除排
雪の推進

冬期間の道路交通が確保さ
れ、安全かつ円滑に市内を移
動しています。

除排雪に満足している市民の
割合 64.8% 75.0%

４ 橋りょうの
長寿命化

橋りょうを長持ちさせるた
め、適切な維持・修繕により、
維持・更新費用が最小化さ
れています。

橋梁健全度 C3 及び E 判定の
橋りょう数 22 橋 0 橋

生活に密着した住みやすい環境づくり �

用語解説 橋梁健全度 橋りょうごと診断された対策の区分で、A、B1、B2、C1、C2、C3、Eに分類される。A判定は損傷がなく
補修が不要な状態、E判定では通行止め等の緊急的な対応が必要となる状態

国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性

阿賀野バイパス
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▶︎ 施策の目指す姿

移動手段や移動方法により、生活に支障がある市民が
減少しています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

移動に困らない市民の割合 91.4％
（令和６年度） 94.0％

まちづくりアンケートで「市内 / 市外の移動に困っ
ていますか。」の問いに対して、「困っていない」「ど
ちらかといえば困っていない」と回答した市民の
割合です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
● 学生や高齢者、免許返納者など移動弱者にとって、
公共交通は日常生活に必要不可欠です。また、市外
への移動手段としての公共交通の充実は、まちの住
みやすさとして重要性は高まっています。

● 阿賀野市地域公共交通計画に基づき、市内外の公
共交通ネットワークの維持向上、市営バスの利便
性向上に取り組みます。

�施策 5-3  公共交通の整備推進 

分野別政策５ 生活に密着した住みやすい環境づくり 

困っている
（日常生活に支障が出ている）

2.2％

困っていない
（日常生活に支障はない）

65.5％

どちらかといえば困っていない
（日常生活への支障はあまりない）

25.9％

どちらかといえば困っている
（日常生活への支障がある程度出ている）

6.5％

移動に困らない市民の割合

資料：まちづくりアンケート調査（令和６年度）
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

１ 市内の交通手
段の確保

市内の交通手段が確保され、
利用しています。

市内の移動に困らない市民の
割合

92.2％
（令和６年度） 94.6％

市営バスの年間総利用者数 81,170 人 94,950 人

市営バスの平均利用者数
（１日当たり） 317.1 人 376.3 人

２ 市外への交通
手段の確保

市外への交通手段が確保さ
れ、利用者の利便性が向上
しています。

市外への移動に困らない市民
の割合

90.5％
（令和６年度） 93.4％

羽越本線（新津～新発田区間）
の平均通過人員 1,257 人 1,300 人

市外バス（新潟行き路線バス・
高速バス）の 1 日平均利用者数 323.3 人 453.5 人

市外バス（新潟行き・五泉行
きほか）路線維持に係る市民
1 人当たりの平均負担額

523 円 472 円

生活に密着した住みやすい環境づくり �
国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性
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▶︎ 施策の目指す姿

安全な水道水が安定的に供給されています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

安全・安心な水道水が供給されてい
ると感じる市民の割合 96.7% 98.0%

まちづくりアンケートで「安全・安心な水道
水の供給について満足していますか。」の問い
に対し、「満足」「やや満足」「ふつう」と回答
した市民の割合です。

大規模断水事故件数 0 件 0 件 100 世帯以上におよぶ大規模断水事故の件数で
す。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
	● 大きな地震が頻発しています。東日本大震災におけ
る地震動レベル２でも水道水が安定的に供給できる
よう、施設・管路の耐震化を計画的に行います。

	● 近年の異常気象などで原水の水質が一時的に悪化す
るケースが増えています。万全な維持管理により、
浄水施設の機能不全を防ぎ、安全な水道水が供給で
きる体制を維持します。

	● 人口減少や節水機器の普及などによる水道使用料の
減少に伴い、水道料金収入の減少が続いています。
支出の抑制や更新工事の厳選などにより、健全経営
の維持を図ります。

�施策 5-4  上水道の安定供給 �

分野別政策５ 生活に密着した住みやすい環境づくり �

104

106

108

110

112

114

5,550

5,600

5,650

5,700

5,750

5,800

5,850

R1 R2 R3 R4 R5

（千㎥） （％）

水道使用料 経常収支比率

水道使用量と経常収支比率

資料：決算報告書生
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

１ 安定供給の推進 災害時でも水道水が安定的
に供給されています。

管路の耐震化率 15.1% 今後設定

浄水施設の耐震化率 78.3% 今後設定

２ 安全供給の推進
災害等により原水水質が悪
化しても、安全でおいしい水
道水が供給されています。

浄水施設の機能不全件数 0 件 0 件

水道水の水質検査において基
準を上回った件数 0 件 0 件

３ 健全経営の推進 水道事業の経営が健全に行
われています。

有収率 85.6% 今後設定

経常収支比率
（一般会計基準外繰入金除く） 109.1% 今後設定

料金回収率 103.8% 今後設定

生活に密着した住みやすい環境づくり �

用語解説

地震動レベル 2
地震動は、地震によって発生する揺れのことで、構造物の耐震設計を行うときに、耐えられる地震の大きさ
をレベル１とレベル２の大まかな２段階に分け、うち、レベル２は、その構造物が受けるであろう過去、将
来にわたって最強と考えられる地震動で、想定しうる範囲内での最大規模の地震を指す。

有収率 全体の給水量のうち料金徴収の対象となった水量の割合

経常収支比率 料金収入等の収益で維持管理費等の費用をどれくらい賄っているかの収益性を表す数値（この数値が 100％
以上の場合は黒字、100％未満の場合は赤字となる。）

基準外繰入金 一般会計から企業会計等への現金の移動のうち、一般会計が負担すべき経費の基準となる「総務省から毎年
通知される基準」以外の資金が入ること。

国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性
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▶︎ 施策の目指す姿

公共用水域の水質の保全のため、適正に汚水処理する
世帯が増えています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

汚水処理人口普及率 97.7% 97.7%
下水道を利用できる人口と合併処理浄化槽を
利用している人口を加えた値を、市の総人口
で除して算定する指標です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
	● 汚水処理については、公共用水域の水質保全や生活
環境の改善に必要であるため、平成28年度に汚水処
理施設整備構想を策定し、効率的で地域の実情に応
じた手法（下水道又は合併処理浄化槽）によって整
備を行っています。下水道による処理区域では、令和
８年度の概成に向けた整備を推進します。下水道供
用区域内の未接続者には接続促進を継続して行いま
す。また、合併処理浄化槽による処理区域では、単独
処理浄化槽やくみ取り槽からの転換を進めます。

	● 汚水処理施設は「24時間365日働き続ける」止める
ことのできない大切なライフラインです。施設維持
管理と既存施設を有効に活用するため、令和元年度
に策定したストックマネジメント計画の実施方針に
基づき、施設の更新や予防保全に努めます。

	● 令和元年度から事業の会計処理を地方公営企業会計
に移行しました。これにより、経営状況をより明確に
把握し、人口減少など将来の課題を見据えた計画的
な施設の更新や整備を進め、下水道事業の継続と経
営の健全化に取り組みます。

�施策 5-5  汚水処理の推進 �

分野別政策５ 生活に密着した住みやすい環境づくり �

R1 R2 R3 R4 R5

（％）

50

60

70

80

90

100

汚水処理普及率 水洗化率

汚水処理普及率と水洗化率

資料：局独自調査（上下水道局調べ）
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

１
汚水処理施設の
整備と接続の
促進

汚水処理施設の整備が進
み、接続している世帯が増
えています。

水洗化率 75.9% 80,3％

２ 汚水処理施設の
維持管理の推進

安全・安心な汚水処理が継
続されています。

浄化センター・管路施設の
不具合・トラブル件数 0 件 0 件

３ 下水道経営の
健全化

下水道事業の経営が健全に
行われています。

経常収支比率 102.94% 106.53％

経費回収率 82.68% 96.71％

一般会計からの基準外繰入金 335,918 千円 337,490 千円

生活に密着した住みやすい環境づくり �

用語解説

公共用水域 河川・湖沼・港湾・沿岸海域その他の公共の用に供される水域及びこれに接続する公共の用に供される各種
水路（下水道を除く。）

汚水処理施設 下水道・農業集落排水等の処理施設、及び合併処理浄化槽の総称

汚水処理施設整備構想 各種汚水処理施設の早期概成と効率的かつ適正な整備手法の選定を目的として、平成 26年度に実施した住
民意向調査の調査結果を踏まえて策定した当市における各種汚水処理施設の整備計画

ストックマネジメント 持続可能な下水道事業の実現を目的に、明確な目標を定め、長期的な施設の状態を予測しながら計画的かつ
効率的に管理すること。

地方公営企業会計
地方公営企業法を適用する場合に適用される会計方式。一般会計における現金主義の官庁会計とは異なり、
発生主義を導入し、民間企業と同様の財務諸表（貸借対照表や損益計算書等）を作成することにより、経営
状況や資産状況を正確に把握することが可能となる。

水洗化率 下水道等の汚水処理施設に接続している人口の割合

経常収支比率 料金収入等の収益で維持管理費等の費用をどれくらい賄っているかの収益性を表す数値（この数値が 100％
以上の場合は黒字、100％未満の場合は赤字となる。）

基準外繰入金 一般会計から企業会計等への現金の移動のうち、一般会計が負担すべき経費の基準となる「総務省から毎年
通知される基準」以外の資金が入ること。

国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性

汚水処理施設
（安田浄化センター）
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▶︎ 施策の目指す姿

ごみや生活公害の少ないまちになっています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

最終処分量 1,268t 1,112t 本市から出るごみが最終処分（埋立て）され
る重量の比較値です。

生活衛生・環境に関する苦情件数 65 件 55 件 廃棄物の処理や騒音・振動・悪臭に伴う生活公
害に関する苦情・相談件数の比較値です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
	● 令和７年度から安田地区でプラスチック製容器包
装、紙製容器包装の分別がはじまります。

	● 市民１人あたりの年間排出量の削減や、資源化率の
向上を推進するため、４Ｒの周知に取り組みます。

	● 地震や水害が毎年各地で発生しています。いざと
いうときに、災害廃棄物処理対応が迅速に行えるよ
う、平時から準備を行います。

	● 臭気に関する苦情は年々減少しています。悪臭が発
生しやすい施設に対しては、定期的なパトロールや
話し合いを行い、環境の保全に努めます。

	● 年々、空き地の管理に関する苦情件数が増加してい
ます。土地の所有者に適正な管理を促します。

	● 猫の放し飼いや、多頭飼育に関する苦情が依然とし
て多く発生しています。県保健所や動物愛護団体と
連携して、飼育マナーの改善、不妊去勢手術の啓発
などに取り組みます。

	● 不法投棄の発生件数は、低い状態が続いています。
引き続き、監視カメラの設置や巡視員によるパト
ロールなどとあわせて、ＳＮＳや広報等を活用した
啓発を行います。

�施策 5-6  生活衛生・環境の保全 �

分野別政策５ 生活に密着した住みやすい環境づくり �

市民１人当たりのごみの年間排出量

240
245
250
255
260
265
270
275
280
（kg）

R1 R2 R3 R4 R5
資料：課独自調査（市民生活課調べ）
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

１ ４Ｒの推進 廃棄物の発生を抑制し、適
正に処理しています。

市民１人当たりのごみの年間
排出量 [リデュース] 254㎏ 236㎏

使用しなくなった製品の再利
用や詰替品の利用などを積極
的に行っている市民の割合
[リユース]

9.7% 12.0%

ごみの資源化率 [リサイクル] 16.0% 20.0%

ごみとなるものを受け取らな
いようにしている市民の割合

［リフューズ］
11.7% 15.0%

２ 生活衛生・
環境の確保

市民・事業所・行政（市）
の連携により、生活衛生・
環境が確保されています。

公害（騒音・振動・悪臭・水
質汚濁）苦情件数 5件 5件

空き地の管理及び害虫獣に関
する苦情件数 16件 16件

犬・猫の飼育マナーに関する
苦情件数 16件 16件

３ 適正なごみ
処理の推進

違法行為や不法投棄がな
く、ルールに則ってごみが
排出されています。

不法投棄の発生確認件数 26件 12件

野焼きの苦情件数 7件 4件

正しく分別されているプラス
チック製容器包装の割合 90.0% 90.0%

４ ごみ処理体制
の適正化

災害時の対応を含め、適切
かつ効率的なごみ処理体制
が整っています。

市民１人当たりのごみの処理
コスト 12,072円 12,072円

ごみ処理における事故件数 0件 0件

生活に密着した住みやすい環境づくり �

用語解説 ４Ｒ

大量生産・大量消費・大量廃棄のライフスタイルや経済活動を改め、環境への負荷を低減させる社会の追及
に向けての取組であり、「ごみの発生抑制」Reduce（リデュース）、「繰り返しの利用」Reuse（リユース）、
「ごみの再資源化」Recycle（リサイクル）、「ごみの発生回避」Refuse（リフューズ）の４つのＲにより構
成した造語

国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性
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▶︎ 施策の目指す姿

自然を守り、地球にやさしい暮らしや事業を推進しています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

自然環境に満足している市民の割合 93.7% 95.0%
まちづくりアンケートで「阿賀野市の自然環
境に満足していますか。」の問いに対して、「満
足」「やや満足」「ふつう」と回答した市民の
割合です。

市域から排出される温室効果ガス
（CO2）の排出量 348 千t-CO2 270 千t-CO2

市内の家庭や産業などの各部門・分野におけ
るエネルギー消費に伴う年間 CO2 排出量の現
況を示す数値です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
	● 自然環境に満足している市民の割合は９割を超えて
いますが、認識の慣れによる自然環境の保全に対す
る関心の希薄化が懸念されます。環境基本計画に基
づき、自然環境の保全、循環型社会の構築、脱炭素
社会に向けた生活様式の移行、環境教育の推進をそ
れぞれ確実に取り組みます。

	● 地球温暖化の防止に向けて、再生可能エネルギーの
導入促進や省エネ設備の利用促進に加え、グリーン
カーテンなどによる電気使用量削減の推進に向けた
啓発に取り組みます。

	● 環境教育は、地球を守ることにつながる重要な教育
であり、子どもたちが地球環境・自然環境に関心を
持ち、理解が進むよう出前授業などの環境教育の充
実を図ります。

	● 市の施設における温室効果ガス（ＣＯ２）の排出削
減に向け、再生可能エネルギーや省エネ設備の計画
的な導入について検討します。

�施策 5-7  地球環境・自然環境の保全 �

分野別政策５ 生活に密着した住みやすい環境づくり �

自然環境に満足している市民の割合

資料：まちづくりアンケート調査
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

１
自然環境の保全
と資源の持続可
能な利用

きれいな大気・水質環境と
なっています。木材や草木、
家畜排せつ物などの有機性
資源（バイオマス）をエネ
ルギー等に利用しています。

河川等の水質基準を上回った
件数 0件 0件

民有林における間伐実績
（計画期間内累計） ー 17.9ha

２ 地球環境の保全
地球温暖化への理解と対
応、再生可能エネルギー等
の利用が進んでいます。

再生可能エネルギー発電設備
導入件数 694件 1,104件

市の施設における温室効果
ガス（CO2）排出量 10,169t-CO2 7,445t-CO2

生活に密着した住みやすい環境づくり 

用語解説

温室効果ガス 温室効果をもたらす大気中に拡散された気体のことで、二酸化炭素やメタンのほかフロンガスなど人為的な
活動により大気中の濃度が増加傾向にある。

再生可能エネルギー 自然の営みから半永久的に得られ、継続して利用でき、地球環境への負荷が少ないエネルギー（中小水力・
地熱・太陽光・太陽熱・風力・バイオマス等）

バイオマス 動植物から生まれた、再利用可能な資源（石油などの化石燃料を除く）。主に木材、海草、生ゴミ、紙、ふ
ん尿、プランクトンなど。

国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性

温室効果ガス（200年前と現在の大気の比較）

出典：一般財団法人 家電製品協会「省エネ家電 de スマートライフ」
　　　地球温暖化のしくみ「https://shouene-kaden2.net/」より
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▶︎ 施策の目指す姿

自然や歴史、文化への理解を深め、愛着や誇りを
育むとともに、次世代へ継承されています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

阿賀野市の歴史や文化財の認知割合 49.0％
（令和６年度） 60.0％

まちづくりアンケートで「阿賀野市の文化財
（12 項目）のうち、いくつ知っていますか。」
の問いに対して、６項目以上「知っている」
と回答した市民の割合です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
	● 少子高齢化などにより地域社会が変化するなか、阿
賀野市の歴史を物語る資料が継承されず、散逸する
ことが懸念されます。未来に渡って継承すべき資料
の収集・整理・保存に取り組む必要があります。

	● 歴史的資料を収集・保存していますが、未整理の
資料が多くあることが課題となっています。市民が
歴史・文化への理解を深めるために、資料整理を進
め、インターネットで公開するなど、資料を活用し
やすい環境を整えます。

	● 保存した資料等を活用し、歴史・文化に触れる機会
を創出します。資料館等において、資料の展示や解
説をするほか、歴史的資料の公開や学習の機会を提
供します。

	● 阿賀野市では地域の伝統芸能がありますが、生活習
慣の変化や少子高齢化など様々な要因により、継承
が困難になっています。継承が進むよう、必要な支援
について調査・検討し、課題解決に取り組みます。

�施策 6-1  歴史・文化の継承 �

分野別政策６ 多様性の尊重と市民協働の推進 �

阿賀野市の文化財の認知割合

0 20 40 60 80 100
水原のハクチョウ
渡来地（瓢湖）

越後府跡（天朝山）
水原城館跡及
水原代官所跡

山口人形（三角だるま）

岩瀬の清水

梅護寺の珠数掛ザクラ

安田城跡

笹岡城址
旧市島次郎吉家
（角市市島家）跡
発久遺跡出土品

石船戸遺跡出土品

上野林Ｊ遺跡出土品

（％）

資料：まちづくりアンケート調査（令和6年度）



87

国
土
強
靱
化

資
料
編

基
本
計
画

基
本
構
想

序
　
論

市
役
所
機
能
の
整
備
・
強
化

と
信
頼
さ
れ
る
行
政
運
営

生
活
に
密
着
し
た
住
み

や
す
い
環
境
づ
く
り

地
域
経
済
の
活
性

化
と
拡
充

高
齢
者
・
障
が
い

者
福
祉
の
充
実

子
ど
も
と
子
育
て

世
代
へ
の
支
援

安
心
な
暮
ら
し
の

確
保
と
向
上

基
本
計
画
の 

考
え
方
・
方
針

多
様
性
の
尊
重
と

市
民
協
働
の
推
進

▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

１ 歴史・文化の
保護・活用

重要な遺産として保護され、
地域資源として市民に親し
まれ活用されています。

毀損が明らかになった文化財数 0件 0件

歴史や文化に関する企画展・講
座の参加者数 1,650人 2,000人

２ 市民文化活動の
充実

文化・芸術に触れる機会や
実践を通じて、豊かな感性
が育まれています。

市が主催・共催する機会での
文化・芸術活動の参加者数 2,784人 2,900人

多様性の尊重と市民協働の推進 �
国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性

歴史講座
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▶︎ 施策の目指す姿

市民と行政が協働してまちづくりを行っています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

市民と行政が協働してまちづくりを
行っていると感じる市民の割合 53.0% 56.0%

まちづくりアンケートで「あなたは、市民と
行政が共通の目標達成に向けて協力してまち
づくりを行っていると思いますか。」の問いに
対し、「行っている」「どちらかというと行っ
ている」と回答した市民の割合です。

コミュニティ活動に参加している市民
の割合 53.5% 60.0%

まちづくりアンケートで「あなたは、自治会
など地域のコミュニティ活動に参加していま
すか。」の問いに対し、「参加している」「時々
参加している」と回答した市民の割合です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
	● 多様化する市民ニーズに対応したサービスの提供に
ついては、行政主体から市民主体の協働による共助
社会へと移行していく必要があります。誰もがいつ
までも安心して暮らすことができる地域社会をつく
るために、自治会を中心とした各種団体による協働
のまちづくりを推進します。

	● 少子高齢化、人口減少の進展により、自治会などの
コミュニティ活動が衰退してきています。このため、
活動の拠点となる施設や設備の整備を支援します。

	● この１年間にボランティア活動や市民協働活動に参
加した市民の割合は１割程度にとどまっています。
市民活動の活性化を図るため、広報紙やホームペー
ジ等で情報発信するとともに、市民や市民活動団体
等が行う公益的な活動を支援します。

�施策 6-2  市民によるまちづくり活動の活性化 �

分野別政策６ 多様性の尊重と市民協働の推進 �

コミュニティ活動に参加している市民の割合

資料：まちづくりアンケート調査
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

１ 自治会活動の
活性化

自治会活動が円滑に行われ
ています。

自治会活動が円滑に行われてい
ると感じている自治会の割合

80.9％
（令和6年度） 85.0％

２ 市民活動の
活性化

地域活動や社会貢献活動を
担う人材が育ち、コミュニ
ティ活動を活発に行ってい
ます。

市民活動団体・ボランティア
活動団体登録数 110団体 120団体

ボランティア活動や市民協働
活動に取り組む市民の割合 10.2% 15.0%

多様性の尊重と市民協働の推進 �
国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性
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▶︎ 施策の目指す姿

生涯学習に取り組み、豊かな人生を過ごしているとともに、
学習成果を地域や社会に還元する市民が増えています。
多くの市民がスポーツに親しんでいます。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

生涯学習活動に取り組んでいる市民
の割合 9.6% 15.0%

まちづくりアンケートで「現在、生涯学習活
動に取り組んでいますか。」の問いに対し、「取
り組んでいる」と回答した市民の割合です。

学習成果を家庭や地域や社会に還元
している市民の割合 6.8% 10.0%

まちづくりアンケートで「生涯学習活動に取
り組んでいる」と回答した市民のうち、「生涯
学習で身につけたことを家庭や地域、社会に
還元していますか。」の問いに対し、「はい」
と回答した市民の割合です。

週１回以上、スポーツに親しんでい
る市民の割合 13.9% 20.0%

まちづくりアンケートで「あなたは、現在、
週１回以上スポーツを行っていますか。」の問
いに対し、「行っている」と回答した市民の割
合です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
	● 自主的活動を行う社会教育関係団体の育成に取り組
み、市民向け講座の開催など自らの学習成果を地域
や社会に還元する活動を行う団体を支援します。

	● 生涯学習施設利用者の減少が課題となっています。
施設の適正な維持管理と市民ニーズに対応する学習
メニューの見直し・充実を図ります。

	● 読書推進活動では、市民の図書館の利用が他市町村
に比べ少ない状況ですが、令和３年度から令和５年
度までのパワーアップ事業により親子や子どもの利
用者が増加しています。引き続き親子で楽しめる図
書館を目指し、児童書や市民生活、興味に即した資
料の充実を図るとともに、ブックスタート事業や学
校などの施設訪問、あるいは定期的な行事などを通
じて、的確かつ効果的に市民と資料とを結びつける
活動を一層充実させます。

	● 定期的にスポーツに親しんでいる市民の割合は、国
県平均よりも少ない状況であり、スポーツ施設を利
用する割合も同様です。スポーツに取り組む市民を
増加させるため、スポーツ推進委員による事業の充
実を図るとともに、スポーツに取り組む・継続する
きっかけ作り（スポーツ教室等）を実施します。

�施策 6-3  生涯学習の充実 �

分野別政策６ 多様性の尊重と市民協働の推進 �

生涯学習活動に取り組んでいる市民の割合

資料：まちづくりアンケート調査
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

１ 主体的な学習
活動の推進

市民の自主的・創造的な学
習意欲が高まり、学習活動
に参加しています。

市民主体の年間学習活動回数
（延べ） 5,011回 5,061回

社会教育関係団体認定件数 83件 100件

２
学習機会の提供
と生涯学習施設
の利用促進

学習ニーズの多様化や高度
化に対応した学習機会が提
供され、参加しています。
活動の場が十分に確保さ
れ、安全かつ快適に施設を
利用しています。

学習機会（テーマ・教室）が充
実していると感じる市民の割合 6.5% 10.0%

生涯学習施設の満足度 81.8% 85.0%

この１年間に生涯学習施設を利
用したことがある市民の割合 17.5% 20.0%

3
スポーツに触れ
合う機会の提供
とスポーツ施設
の利用促進

スポーツの楽しさを体験す
ることによって、運動が習
慣化しています。
活動の場が十分に確保さ
れ、安全かつ快適に施設を
利用しています。

スポーツ講座・教室・大会の
年間参加者数 11,554人 14,000人

この１年間に生涯スポーツ施
設を利用したことがある市民
の割合

13.4% 16.0%

生涯スポーツ施設の維持管理
上の支障件数（市民に迷惑を
かけた件数）

0件 0件

４ 読書活動の
推進

読書により、教養を深めた
り、必要な情報を得たりす
る市民が増えています。

市民１人当たり蔵書数 4.44冊 5.70冊

市民１人当たり貸出冊数 2.40冊 3.15冊

多様性の尊重と市民協働の推進 �
国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性
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▶︎ 施策の目指す姿

多様な人材がいきいき成長、交流、活躍しています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

多様な人材が成長・交流・活躍して
いると思う市民割合

5.0点
（令和６年度） 7.5点

まちづくりアンケートで「学生・子ども、成
年、高齢者、外国人、障がい者などの多様な
人材がいきいきと暮らしていると思いますか」
という問い（10点満点）に対して、回答のあっ
た市民の平均点数です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
	● 働き方の変化やライフスタイルの多様化などの社会
の動きに対応しながら、阿賀野市の魅力発信や交流
機会の創出を行うことで、関係人口の拡大や移住・
定住の促進を図ります。

	● 日本人と外国人が、それぞれの文化や価値観を互い
に理解して認め合い、誰もが安心して暮らせるまち
づくりを進めます。

	● これからの時代は、自分の将来を設計し、自立して
生きる力や自ら社会課題に挑み、未来を切り拓いて
いく力が重要になってきます。児童生徒が将来の夢
や希望を持てるキャリア教育に取り組みます。

�施策 6-4  地域を担う人材の確保・育成 �

分野別政策６ 多様性の尊重と市民協働の推進 �

多様な人材が成長・交流・活躍していると思う市民割合（平均点数）

資料：まちづくりアンケート調査（令和6年度）

多
様
性
の
尊
重
と

市
民
協
働
の
推
進

0 2 4 6 8
市内の学生・子どもたちは、
いきいきと学んでいると

思いますか

阿賀野市の社会人（65歳未満）の市民は
自分らしく働いたり暮らしたり学んだり

できていると思いますか
阿賀野市の高齢者は、

いきいきと暮らしたり働いたり
できていると思いますか

市外の人が阿賀野市を訪れて
さまざまな活動を

していると思いますか

阿賀野市では、外国の人が
いきいきと働いたり暮らしたり

できていると思いますか
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

１ 移住・定住の
促進

阿賀野市の魅力が発信さ
れ、移住・定住が促進され
ています。

15歳から64歳までの転出超過数 30人 10人

２ 関係人口の
創出

地域や地域の人々と多様に
関わる関係人口が増えてい
ます。

関係人口数 9,330人 19,200人

3 多文化共生の
推進

多様な文化や価値観を共に
理解し認めあい、暮らせる
まちになっています。

多文化共生の取組数 7件 12件

４ 次世代人材の
育成

担い手として将来に渡り求め
られる人材が育っています。

将来の夢や希望を持っ
ている児童生徒の割合

児童 82.5% 85.0%

生徒 64.6% 70.0%

多様性の尊重と市民協働の推進 �

用語解説
関係人口 移住した「定住人口」や観光に来た「交流人口」とは異なる、地域と多様に関わる人々

多文化共生 国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社
会の構成員として共に生きていくこと。

国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性
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▶︎ 施策の目指す姿

人権尊重の理念が根付き、差別や偏見のないまちに
なっています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

差別や偏見のないまちになっている
と感じる市民の割合 50.5% 60.0%

まちづくりアンケートで「阿賀野市はすべて
の人に対して差別や偏見のないまちだと感じ
ていますか。」の問いに対し、「そう思う」「ど
ちらかといえばそう思う」と回答した市民の
割合です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
	● 高齢化が進み、認知症高齢者数が増加しています。
高齢者の人格の尊重と認知症への理解を深め、相
談・支援体制の充実を図ります。

	● 障がい者に対する差別意識の払拭など「心のバリア
フリー」が求められています。障がい者への理解と
配慮を求める啓発や、障がい者が社会活動に参加す
る機会の充実を図ります。

	● 子どもに対する人権侵害が深刻化しています。虐待
やいじめなどの相談支援体制を強化するとともに、
当事者に対して適切かつ迅速な対応を行います。

	● 性別に関係なく個性と能力を発揮できる社会が求め
られています。男女共同参画の推進に向けた意識啓
発や、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス）が図られる環境を整備します。

	● 同和地区出身者に対する差別や偏見は依然として解
消されていません。同和問題に対する正しい理解を
深めるため、学校や地域での啓発活動に取り組みま
す。

	● 水俣病やハンセン病の被害、ヘイトスピーチや性的
マイノリティーの問題など人権問題は日々多様化し
ています。様々な人権問題に対する正しい理解と認
識を深めるため、人権教育・人権啓発を組織的に進
めます。

�施策 6-5  人権を尊重するひとづくり、まちづくり �

分野別政策６ 多様性の尊重と市民協働の推進 �

まちづくりアンケートで、この１年間に人権侵害をうけ
たことがあると回答した人数

資料：まちづくりアンケート調査（令和5年度）
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男性の人権
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外国人の人権

特定疾患感染者（HIV）
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

１ 高齢者の人権
擁護の推進

高齢者の人権が擁護されて
います。 高齢者虐待認知件数 8件 ー

２ 障がい者の人権
擁護の推進

障がい者の人権が擁護され
ています。 障がい者虐待認知件数 2件 ー

３ 子どもの人権
擁護の推進

子どもの人権が擁護されて
います。

児童虐待認知件数 53人 ー

いじめの認知件数 249件
（令和4年度） ー

いじめはどんな理由が
あってもいけないと考
える児童生徒の割合

児童 98.1% 100%

生徒 98.0% 100%

４ 男女共同参画
の推進

地域や家庭で男女が共に参
画しています。

固定的な性別役割分担意識を
持つ市民の割合 16.7% 10.0%

家庭において男女共同参画を
行っている市民の割合 42.8% 48.0%

５ 同和問題の
意識の向上

同和問題を知っている市民
が増えています。

同和問題を知っている市民の
割合 31.7% 45.0%

６ 多様な人権
意識の醸成

性的指向・性自認、国籍、
インターネット、ＤＶ、水
俣病等への偏見・差別をせ
ず、人権を尊重して生活す
る市民が増えています。ま
た市職員も正しい認識をも
ち、業務にあたっています。

水俣病に関する偏見・差別が
存在することを知っている市
民の割合

51.6% 70.0%

この１年間に性的指向・性自認、
外国籍、インターネット、ＤＶ、
病気に関する人権侵害を受けた
ことがある市民の割合

15.2% 10.0%

性的指向・性自認、外国籍、
インターネット、ＤＶ、水俣
病に関する正しい知識を持っ
ている職員割合

68.6％
（令和6年度） 80.0％

多様性の尊重と市民協働の推進 �
国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性
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▶︎ 施策の目指す姿

効率的・効果的な行財政運営が行われています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

効率的・効果的な行財政運営が行わ
れていると感じる市民の割合 49.7% 70.0%

まちづくりアンケートで「阿賀野市の行財政
運営が効率的・効果的に行われていると思い
ますか。」の問いに対し、「そう思う」「どちら
かといえばそう思う」と回答した市民の割合
です。

総合計画の施策成果指標の向上割合 46.3% 100%
基本計画に掲げた27施策に係る成果指標のう
ち、基準値より成果が向上している指標の割
合です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
	● 高齢化や人口減少の進行などにより、多様化・複雑
化する市民ニーズや行政課題に対応するため、ＰＤ
ＣＡサイクルによる行政経営のマネジメントの精度
を高め、将来を見据えた行政経営基盤の確立を図り
ます。

	● 財政状況については、昨今の物価高騰や老朽化に伴
い公共施設等の管理費用をはじめとした経常的経
費の増加が見込まれ、厳しい状況が想定されます。
引き続き、事業の優先度による取捨選択を的確に進
め、成果・効果の高い事業への財源配分に取り組み
ます。

	● 職員研修や人事評価などを活用し、多様化する市民
ニーズや社会情勢の変化に柔軟に対応できる職員の
育成に取り組みます。

	●「阿賀野市公共施設等総合管理計画」の方針に基づ
き、施設の集約等による保有量の削減と長寿命化等
を計画的に推進します。

	● デジタル技術の活用による業務プロセスの再構築に
向けた取組などを通じて業務の効率化を図り、人口
減少社会に対応したよりスリムな組織づくりを進め
ます。

	● 広報紙やホームページ、ＳＮＳなど、様々な広報媒
体を活用して、市民に必要な情報を迅速に届けると
ともに、市の魅力をより多くの人に発信します。ま
た、「市長へのたより」などの広聴の取組を通じて、
市民と行政が情報を共有しながら、まちづくりを進
めます。

�施策 7-1  行政経営の推進 �

総合的政策 市役所機能の整備・強化と信頼される行政運営 �

効率的・効果的な行財政運営が
行われていると感じる市民の割合

資料：まちづくりアンケート調査

42

44

46

48

50

52

54
（％）

R1 R2 R3 R4 R5
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

１ 成果重視の行
政経営の推進

ＰＤＣＡサイクルが確立さ
れ、成果重視の行政運営が
行われています。

総合計画の基本事業成果指標
の向上割合 53.2% 100%

成果が向上した事務事業の割合 16.0% 100%

施策や事業の成果を意識して
業務を行っている職員の割合 84.5% 100%

行政評価と予算・決算が連動
していると感じる職員の割合 57.6% 100%

２ 健全な財政運
営の推進

健全な財政が運営されてい
ます。

実質公債費比率 9.8% 10.2%

将来負担比率 58.4% 115.2%

財政調整基金残高比率 19.6% 20.0%

３
組織・人事マ
ネジメントの
推進

多様化・高度化する行政ニー
ズに効率的に対応できる職
員・組織になっています。

職員数 462人 今後設定

市の職員がそれぞれの職責を
果たしていると感じる職員の
割合

84.2% 100%

組織間・組織内連携が十分に
図られていると感じる職員の
割合

55.3% 75.0%

組織・職員が市民・地域の問
題や行政課題に関し、迅速か
つ適切に対応・解決できてい
ると感じる職員の割合

73.4% 80.0%

全職員における年次休暇の平
均取得日数 12日 12日

４
公共施設等の
マネジメントの
推進

総合管理計画に基づく個別
施設計画に沿って公共施設
等が適正に配置され、長寿
命化が図られています。

公共建築物の保有量（面積） 185,676.21㎡ 178,375.26㎡

５ 行政のデジタ
ル化の推進

情報通信技術等の利活用に
より、市民生活の利便性の
向上と行政運営の効率化が
図られています。

ＩＣＴ等を活用した住民サー
ビス事業数及び業務改善件数

（計画期間内累計）
ー 100件

６ 広報・広聴活
動の充実

必要な市政情報をいつでも
容易に取得できるようになっ
ています。
意見や提案等を伝えることが
できるようになっています。

市からの情報提供に満足して
いる市民の割合 89.2% 95.0%

市からの情報発信や広聴等に
より、開かれた行政になって
いると感じる市民の割合

72.4% 95.0%

市役所機能の整備・強化と信頼される行政運営 

用語解説 長寿命化 既存施設を長く安全に利用し、トータルコストの縮減等を実現するため、老朽化の進行を防ぐとともに、施
設の機能や性能を現在求められる水準に引き上げること。

国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性
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▶︎ 施策の目指す姿

職員がコンプライアンスを遵守し、適切な事務執行を
行い、行政サービスが提供されています。

▶︎ 施策の成果指標

指標名 現状値
（令和５年度）

目標値
（令和10年度） 説　明

コンプライアンス（法令遵守）違反
等で市民に影響を与えた件数 0件 0件

阿賀野市綱紀委員会において戒告以上の処分
を受けた件数と情報システムにおけるシステ
ムダウン件数の合計数です。

▶︎ 施策をとりまく環境変化と課題／施策の基本方針
● 人口が減少する中でも適切な事務執行とサービス
を提供するため、職員の育成・確保に努めるととも
に、業務のスリム化、ＩＣＴの活用、外部委託などを
検討します。

● 各部署において、引き続き情報漏えいがないよう情
報の適切な管理を実施します。

● 公平な税負担のため、引き続き課税事務について、
適正に執行します。また、公金の管理についても、
適正に処理を行います。

● 選挙については、投票率の向上のため積極的な啓
発に取り組むとともに、選挙事務を適正に執行しま
す。

● 迅速、確実な窓口サービスを提供し、市民の満足度
が得られる窓口対応に引き続き取り組みます。

● 監査基準に基づき適正な監査を実施します。

● 議会運営が円滑に行われるよう引き続き適正に事務
を執行します。

● 行政の情報システムを適切に管理するため、定期的
なシステム及び機器の点検を行います。また、ウイ
ルス感染など外的脅威からも守るため、ウイルス検
知ソフトによる監視を常時行います。

�施策 7-2  適切な行政事務の執行とサービス提供 

総合的政策 市役所機能の整備・強化と信頼される行政運営 

資料：まちづくりアンケート調査

事務執行や行政サービスに
満足している市民の割合
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▶︎ 基本事業の構成

基本事業名 目指す姿 指標名 現状値
（令和5年度）

目標値
（令和10年度）

１ 情報の適切な
公開と保護

情報が適切に管理され、ま
た、適切に公開されています。

情報漏えい件数 0件 0件

不服申立てによる情報公開決
定件数 0件 0件

２ 課税徴収事務
の適正執行

法令に基づいた適正な課税
徴収事務が行われ、市民の
税に対する理解が高まって
います。

市税収納率 95.94% 97.28%

３ 出納事務の適
正執行 適正に執行されています。 会計事務処理における誤払い・

支払い遅延件数 0件 0件

４
積極的な選挙啓
発と適正な選挙
事務の執行

投票に関する権利の行使へ
の意識が高まっています。
選挙事務が適正に執行され
ています。

各種選挙の管理執行上の問題
件数 0件 0件

５
丁寧・迅速・確
実な窓口サー
ビスの提供

迅速・確実な窓口サービス
が提供されています。

窓口の職員対応に満足してい
る市民の割合 91.9% 95.0%

窓口業務での不適切な事務処
理を行った件数（綱紀委員会
の指摘件数）

0件 0件

６ 監査事務の適
正執行 適正に執行されています。 法令等に基づく監査事務処理

を怠った件数 0件 0件

７ 議会事務の適
正執行 適正に執行されています。 議会運営に支障をきたした事

案数 0件 0件

８ 情報システム
の適切な管理 適切に管理されています。

システムダウン件数 0件 0件

ウイルス感染件数（ウイルス
対策ソフトで駆除されたもの
は除く。）

0件 0件

市役所機能の整備・強化と信頼される行政運営 �

用語解説 市税収納率 市税調定額に対する市税収納済額の割合

国連サミットで採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）との関連性
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第１章	 計画の概要

１－１　策定の背景と目的

国においては、東日本大震災の教訓を踏まえ、大規模自然災害等が発生しても、国民の生命、身体及び
財産を保護し、国民生活及び国民経済を守り、強くしなやかな国民生活の実現を図る国土強靱化の取組を
推進するため、平成 25（2013）年 12 月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等
に資する国土強靱化基本法（以下「基本法」という。）」を公布・施行しました。平成 26（2014）年６月
には、基本法に基づき国土の強靱化に関係する国の計画等の指針となる「国土強靱化基本計画」（以下「国
基本計画」という。）を策定、その後、平成 30（2018）年及び令和５（2023）年７月に見直しを行い、
国土の全域にわたる強靱な国づくりに向けた取組を進めているところです。

また、新潟県においては、平成 28（2016）年３月に国基本計画との調和を図りながら「新潟県国土強
靱化地域計画」（以下「県地域計画」という。）を策定、令和２（2020）年 10 月に改定しています。

このような中、災害時において住民の生命及び生活を守るとともに、被害の低減を図り、最悪のリスク
を回避する災害に強いまちづくりの推進が必要なことから、国の動向を踏まえつつ、大規模自然災害等が
起こっても機能不全に陥らない、「強さ」と「しなやかさ」を兼ね備えた安全・安心な地域づくりを推進す
るため、「阿賀野市国土強靱化地域計画」（以下「本計画」という。）を策定するものです。

■国土強靱化とは
　大規模自然災害等に備えるため、「事前防災・減災」と「迅速な復旧・復興」に資する施策を、ま
ちづくり政策や産業政策も含めた総合的な取組として計画的に実施し、強靱な国づくり・地域づくり
を推進することです。

■地域防災計画との違い
▶�「防災」は、基本的には、地震や洪水などの「リスク」を特定し、「そのリスクに対する対応」をとりま

とめるもので、阿賀野市地域防災計画では「風水害対策編」「震災対策編」「個別災害対策編」のリスク
ごとに計画が立てられています。

▶�一方、国土強靱化は、リスクごとの対応をまとめるものではなく、①あらゆるリスクを見据えつつ、②
どんなことが起ころうとも最悪な事態に陥ることが避けられるような「強靱」な行政機能や地域社会、
地域経済を事前につくりあげていくものです。

▶�そのため、強靱化の計画は、あらゆるリスクを想定しながら「リスクシナリオ（起きてはならない最悪
の事態）」を明らかにし、最悪の事態につながるリスクを減らすために事前に取り組むべき施策を考える
というアプローチから、強靱な仕組みづくり、国づくり、地域づくりを平時から持続的に展開する強靱
化の取組の方向性・内容をとりまとめたものです。

国土強靱化地域計画と地域防災計画との関係イメージ
国土強靱化地域計画 地域防災計画

検討アプローチ 自然災害全般を想定し地域社会の強靱化 災害の種類ごとの発生時の対応力の強化
対象フェーズ 災害発生前 災害発生時・発生後も含む

施策の設定方法
人命保護や被害最小化などを図るため、

最悪の事態を回避する施策
予防・応急・復旧などの具体的対策

施策の重点化・指標 ○ －
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１－２　計画の位置付け

本計画は、基本法第 13 条に基づき策定する「地域計画」であり、本市における国土強靱化に関する施
策を総合的かつ計画的に推進するための指針となるものです。

そのため、県地域計画が、本市を包含する県土全域に係る計画であることを踏まえ、同計画との調和を
保つとともに、市政の基本方針である「阿賀野市総合計画」や、災害対策基本法に基づき策定した「阿賀
野市地域防災計画」等とも整合・連携を図りながら、国土強靱化に関して一体的に取り組みます。
■国土強靱化地域計画と関連計画の位置付け

阿賀野市
総合計画

阿賀野市
国土強靱化地域計画

阿賀野市地域防災計画などの分野別計画
［強靱化地域計画は各分野別計画の強靱化に関する部分の指針］

国：国土強靱化基本計画国：国土強靱化基本計画

新潟県：国土強靱化地域計画新潟県：国土強靱化地域計画

調和

調和・連携・役割分担

国土強靱化に関する指針

整合・調和

分野別計画の指針

■国土強靱化基本計画及び国土強靱化地域計画の関係

国土強靱化基本計画
・�策定主体：国（法定）
・�基本目標、現状の脆弱性評価に基づく施

策分野ごとの推進方針など
・毎年度アクションプラン策定、進捗管理

国土強靱化地域計画
・策定主体：県、市町村（いずれも任意）
・‌�国との適切な役割分担を踏まえ、地域の

状況に応じた施策を実施

調和

指針指針

県・市町村の他の計画

県・市町村による施策の実施

国の他の計画

国による施策の実施

【基本法第 13 条（国土強靱化地域計画）】
都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県

又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画（以下「国土強靱化地域
計画」という。）を、国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針
となるべきものとして定めることができる。

【基本法第 14 条（国土強靱化地域計画と国土強靱化基本計画との関係）】
国土強靱化地域計画は、国土強靱化基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
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１－３　計画の構成

国土強靱化地域計画では、本市の災害想定や脆弱性評価と推進方針を示します。脆弱性を低減するため
に取り組む具体的事業及び改善すべき指標については、別冊の国土強靱化地域計画＜実施計画編＞に記載
します。なお、国土強靱化地域計画＜実施計画編＞は、必要に応じて、年次更新を行います。

阿賀野市国土強靱化地域計画

◇災害想定
◇脆弱性評価
◇推進方針（対策方向性）

阿賀野市国土強靱化地域計画＜実施計画編＞

◇改善すべき指標（現状値と目標値）
◇実施事業名称と改善すべき指標（現状値と目標値）

手段

１－４　計画期間

本計画は、令和７（2025）年度を初年度とした計画とします。
また、国土強靱化地域計画は、阿賀野市総合計画との整合・連携の観点から、総合計画の計画期間と連

動させて策定することを基本とします。
ただし、計画期間中においても、社会情勢の変化や施策の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを

行うものとします。

R7～R10年度（4年間） R11〜R14年度（4年間） R15年度～

総合計画
第３次計画

（前期基本計画）
期間

第３次計画
（後期基本計画）

期間
次期総合計画期間

阿賀野市国土強靱化地域計画 第２期 第３期 第４期

阿賀野市国土強靱化地域計画
＜実施計画編＞ 必要に応じて、毎年見直し（事業の追加等）
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１－５　計画策定の進め方

強靱化の施策を総合的・計画的に推進するため、地域計画策定に関する国の指針「国土強靱化地域計画
策定・改定ガイドライン」を参考に、以下の手順により策定を行います。

■計画策定の手順

● STEP １	 地域を強靱化する上での目標の明確化
● STEP ２	 リスクシナリオ（最悪の事態）の設定、強靱化施策分野の設定
● STEP ３	 脆弱性の分析・評価、課題の検討
● STEP ４	 リスクへの対応方策の検討
● STEP ５	 対応方策について重点化、優先順位付け

阿賀野市国土強靱化地域計画の策定【Plan】

計画的に実施【Do】

結果の評価【Check】 全体の取組の見直し・改善【Action】

施策別推進方針

脆弱性の評価

STEP5　対応方策について重点化、優先順位付け

STEP4 リスクへの対応方策の検討

STEP3 脆弱性の分析・評価、課題の検討

リスクシナリオと施策分野の相関

STEP1 地域を強靱化する上での目標の明確化

STEP2 リスクシナリオ（最悪の事態）、強靱化施策分野の設定
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第２章　本計画の基本的考え方
国基本計画及び県地域計画との整合・調和を図るため、国が掲げる４つの「基本目標」と６つの「事前

に備えるべき目標」を設定して取り組みます。

２－１　基本目標

Ⅰ．人命の保護が最大限に図られること
Ⅱ．市政及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること
Ⅲ．市民の財産及び公共施設に係る被害を最小化すること
Ⅳ．迅速な復旧・復興を可能にすること

２－２　事前に備えるべき目標

ⅰ あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ
ⅱ �救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する

ことにより、関連死を最大限防ぐ
ⅲ 必要不可欠な行政機能は確保する
ⅳ 経済活動を機能不全に陥らせない
ⅴ �情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に

留めるとともに、早期に復旧させる
ⅵ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する

２－３　想定する自然災害

住民生活や経済活動に影響を及ぼすリスクとしては、大規模な事故やテロ等も想定されますが、本計画
では、本市における過去の災害被害及び国基本計画や県地域計画を踏まえ、大規模自然災害全般を想定し
ています。

H10.8.4 水害H7.4.1 北部地震

資
料
編

基
本
計
画

基
本
構
想

序
　
論

市
役
所
機
能
の
整
備
・
強
化

と
信
頼
さ
れ
る
行
政
運
営

多
様
性
の
尊
重
と

市
民
協
働
の
推
進

生
活
に
密
着
し
た
住
み

や
す
い
環
境
づ
く
り

地
域
経
済
の
活
性

化
と
拡
充

高
齢
者
・
障
が
い

者
福
祉
の
充
実

子
ど
も
と
子
育
て

世
代
へ
の
支
援

安
心
な
暮
ら
し
の

確
保
と
向
上

基
本
計
画
の 

考
え
方
・
方
針

国
土
強
靱
化



107

２－４　リスクマネジメントによるアプローチ

６つの事前に備えるべき目標の達成に向けて、起きてはならない事態をリスクシナリオ（起きてはなら
ない最悪の事態）として設定します。そのリスクシナリオについて、本市が「該当するか」を明らかにして、
最悪の事態に至らないために事前に取り組むべきことを検討するリスクマネジメントのアプローチで計画
を策定します。このプロセスを国の「国土強靱化地域計画策定・改定ガイドライン」では、「脆弱性の分析・
評価」と称します。

なお、リスクシナリオに該当する項目、つまり脆弱性があるリスクシナリオについて、当該項目で示さ
れた最悪の事態を回避・軽減するための推進方針や予防策を整理することとなりますが、地域との調整、
財源の確保、県との調整等により、すべての予防策をただちに実施することは不可能です。そのため、実
現可能性と影響度を踏まえた実施計画 ( 別冊 ) を別途設定して取組を推進することとし、実施計画は、災
害状況や財源状況等を踏まえ適宜見直しを行います。

６
つ
の
事
前
に
備
え
る
べ
き
目
標

手段 

リスクシナリオ

リスクシナリオ

リスクシナリオ

リスクシナリオ

リスクシナリオ

リスクシナリオ

該当

該当

該当

推進方針 
(予防策) 

【実施計画】

推進方針 
(予防策) 

推進方針 
(予防策) 【実施計画】

【実施計画】

リスクシナリオに該当することを「脆弱性」があると称す

４
つ
の
基
本
目
標

※‌�本計画は、国が設定した 35 のリスクシナリオをベースに、本市独自の１シナリオを追加した 36 の
リスクシナリオで策定します。

２－５　総合計画との連携を踏まえた記載方法

本市は、総合計画を基軸とした行政経営に取り組んでいます。そのため、リスクシナリオ（起きてはな
らない最悪の事態）への推進方針（予防策）が、総合計画の施策体系のどこに該当するかを明確にしたか
たちで計画を記載します。

総合計画での該当分野

政策
No.

施策
No.

基本
事業
No.

基本事業名称

あらゆる自然災害に対し、
直接死を最大限防ぐ

リスクシナリオ１ 01 01 02 ◎◎の充実
04 02 01 ◎◎の推進

リスクシナリオ 2
リスクシナリオ３ リスクシナリオ１への対応を

総合計画のどの施策・基本事業で
対応するかを明確にする
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第３章　脆弱性評価と推進方針

３－１　脆弱性評価と推進方針検討のプロセス

本計画では、国が設定した 35 のリスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）をベースに、本市と
して重要と思われる本市独自の１シナリオを追加した 36 項目のリスクシナリオを設定し、当該項目のリ
スクシナリオに該当するかの脆弱性評価と分析を行い、推進方針（予防策）を検討しています。

なお、国が設定したリスクシナリオは、国全域を想定した内容であることから、基礎自治体である本市
に該当しない、あるいは、権限がないと思われるリスクシナリオについては、脆弱性評価項目に該当しな
いと判断し、本計画に記載していません。

なお、脆弱性評価の表記にあたっては、総合計画との関係性を明らかにするために、リスクシナリオ毎
に該当する総合計画の施策体系を明示しています。

１．脆弱性の評価（「現状」と「課題」）
設定したリスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）について

①耐震化等の予防策の実践状況や計画を把握
　※事務事業として推進、計画している場合は、該当事業名称と内容を確認
②リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）回避への対応力についての脆弱性を評価

２．推進方針（予防策、対策の方向性）
「脆弱性評価」を踏まえ、リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）単位で、取り組む
べき推進方針（予防策、対策の方向性）を設定
※総合計画の施策体系単位で推進方針を記載

３．実施計画（具体的な目標、事業計画）
推進方針（予防策、対策）の進捗状況を把握し、計画的に推進するため、目指すべき努力目
標であるＫＰＩ（重要業績指標）を設定
※ＫＰＩの設定…… ①総合計画の成果指標
　　　　　　　　　 ②事務事業の活動指標又は成果指標

別冊として整理
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３－２　リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）の一覧
事前に 

備えるべき目標 
( カテゴリー）

＜国＞ 
起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ）
短縮表記

【参考】
新潟県 

リスク番号
※１

1

あ
ら
ゆ
る
自
然
災
害
に
対
し
、
直
接
死
を
最
大
限
防
ぐ

1-1 大規模な地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる
施設等の複合的・大規模倒壊による多数の死傷者の発生 倒壊による死傷者発生 1-1

1-2 地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数
の死傷者の発生 火災による死傷者発生 1-2、7-1

1-3 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生 津波による死傷者発生 1-3

1-4
突発的又は広域的な洪水・高潮に伴う、長期的な市街地
等の浸水やため池・防災インフラの損壊・機能不全によ
る多数の死傷者の発生

浸水での死傷者発生 1-4、7-4、
8-3

1-5 大規模な土砂災害（深層崩壊、天然ダムの損壊など）等
による多数の死傷者の発生 土砂災害での死傷者発生 1-5、7-4

1-6 火山噴火や火山噴出物の流出等による多数の死傷者の発生 火山噴火による死傷者発生 1-5、7-4

1-7 暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 雪による死傷者発生 1-6

1-a 住民の避難行動が迅速に行われないことに伴う多数の死
傷者の発生

避難行動の遅れによる死傷者
発生 ─

2

救
助
・
救
急
、
医
療
活
動
が
迅
速
に
行
わ
れ
る
と
と

も
に
、
被
災
者
等
の
健
康
・
避
難
生
活
環
境
を
確
実

に
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
連
死
を
最
大
限
防
ぐ

2-1 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急
活動等の絶対的不足 救助・救急活動の絶対的不足 2-3

2-2 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの
途絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 医療・保健・福祉機能の麻痺 2-4

2-3 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多
数の被災者の健康・心理状態の悪化による死者の発生

被災者の避難所での健康状態
の悪化 2-7

2-4 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・
エネルギー供給の停止

被災地への食料、物資の供給
停止 2-1

2-5 想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱 帰宅困難者の発生、混乱 2-5

2-6 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 孤立地域の発生 2-2

2-7 大規模な自然災害と感染症との同時発生による、災害対
応機能の大幅な低下 自然災害と感染症の同時発生 2-6

3

必
要
不
可
欠
な
行
政

機
能
は
確
保
す
る

3-1 被災による司法機能、警察機能の大幅な低下による治安
の悪化、社会の混乱 警察機能の大幅な低下 3-1

3-2 首都圏等での中央官庁機能の機能不全 ─ ─

3-3 地方行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な
低下 市の行政機能の大幅な低下 3-2、3-3

4

経
済
活
動
を
機
能
不
全
に
陥
ら
せ
な
い

4-1
サプライチェーンの寸断・一極集中等による企業の生産
力・経営執行力低下による国際競争力の低下（サプライ
チェーンの寸断等による地元企業の生産力低下）

サプライチェーンの寸断 5-1

4-2 コンビナート・高圧ガス施設等の重要な産業施設の火災、
爆発に伴う有害物質等の大規模拡散・流出

重要産業施設の損壊と有害物
質の拡散・流出

5-3、7-2、
7-5

4-3 海上輸送・複数国際空港の機能停止・同時被害による海
外貿易・国際輸送への甚大な影響 海上輸送機能の停止 5-4

4-4 金融サービス・郵便等の機能停止による国民生活・商取
引等への甚大な影響 金融・郵便等の機能停止 5-6

4-5 食料等の安定供給の停滞に伴う、経済活動への甚大な影響 食料等の安定供給停滞 5-7

4-6 異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚
大な影響 異常渇水による生産活動停滞 5-8

4-7 農地・森林や生態系等の被害に伴う国土の荒廃・多面的機
能の低下 農地・森林や生態系等の被害 7-6 資
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事前に 
備えるべき目標 
( カテゴリー）

＜国＞ 
起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ）
短縮表記

【参考】
新潟県 

リスク番号
※１

5

情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
、
電
力
等
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
、

燃
料
供
給
関
連
施
設
、
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
の

被
害
を
最
小
限
に
留
め
る
と
と
も
に
、
早
期
に
復

旧
さ
せ
る

5-1
テレビ・ラジオ放送の中断やインターネット・SNS の障
害等により、災害時に活用する情報サービスや通信イン
フラが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行
動や救助・支援が遅れる事態

通信インフラの麻痺・機能停
止

4-1、4-2、
4-3

5-2 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・
大規模にわたる機能停止

電力供給ネットワークの機能
停止 5-2、6-1

5-3 都市ガス・石油・LP ガス等の燃料供給施設などの長期間
にわたる機能停止 燃料供給施設の機能停止 5-2、6-1

5-4 上下水道施設の長期間にわたる機能停止 上下水道の長期間停止 6-2、6-3

5-5
太平洋ベルト地帯の幹線が分断するなど、基幹的交通か
ら地域交通網まで、陸上海上航空交通ネットワークの機
能停止による物流・人流への甚大な影響（交通ネットワー
クの機能停止による物流・人流への甚大な影響）

交通ネットワークの機能停止 5-5、6-4、
7-3

6

社
会
・
経
済
が
迅
速
か
つ
従
前
よ
り
強
靱
な
姿
で
復
興
で

き
る
条
件
を
整
備
す
る

6-1
自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビ
ジョンや地域合意の欠如等により、復興が大幅に遅れる
事態

復興に向けたビジョンや地域合
意の欠如 8-2

6-2
復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボラ
ンティア、NPO、企業、労働者、地域に精通した技術者等）
の不足等により復興できなくなる事態

人材不足による復興の断念 8-2

6-3 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大
幅に遅れる事態 災害廃棄物の処理の停滞 8-1

6-4 事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備
が進まず復興が大幅に遅れる事態

各種整備遅延による復旧・復
興の停滞 8-5

6-5 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの
崩壊等による有形・無形の文化の衰退・損失 有形・無形文化の衰退・損失 8-4

6-6 国際的風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の
失業・倒産等による国家経済等への甚大な影響 風評被害、生産力の回復遅れ 8-6

※１　新潟県国土強靱化地域計画におけるリスクシナリオとの対応
・-a は、国のリスクシナリオにない独自のリスクシナリオ
・網掛け部分は、本市での脆弱性評価に該当しない項目
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３－３　リスクシナリオと総合計画の相関図

リスクシナリオと総合計画（前期基本計画）との関係を以下のとおり示します。

国のリスクシナリオ
（起きてはならない最悪の事態）

※短縮表記

総合計画での該当分野

政
策
番
号

施
策
番
号

基
本
事
業
番
号

基本事業名称

1-1 倒壊による死傷者発生

01 01 04 治水・地震対策の推進
02 01 01 妊産婦・乳幼児・保護者の交流と不安軽減
02 01 02 多様な保育サービスの充実
02 01 03 放課後活動の環境整備
02 02 03 教育環境の充実
03 01 05 適切な介護サービス利用と適正運営
03 02 01 自立支援サービスの推進
03 02 02 地域生活支援の推進
05 01 02 空き家・空き地の適正管理と有効活用
06 03 02 学習機会の提供と生涯学習施設の利用促進
06 03 03 スポーツに触れ合う機会の提供とスポーツ施設の利用促進
07 01 04 公共施設等のマネジメントの推進

1-2 火災による死傷者発生

01 05 01 防火意識の向上
01 05 02 消防団体制の強化
01 05 03 救命率の向上
01 05 04 消防力の整備
02 01 01 妊産婦・乳幼児・保護者の交流と不安軽減
02 01 02 多様な保育サービスの充実
02 01 03 放課後活動の環境整備
02 02 03 教育環境の充実
03 01 05 適切な介護サービス利用と適正運営
03 02 01 自立支援サービスの推進
03 02 02 地域生活支援の推進
05 01 03 公園の維持管理と整備充実
05 02 02 生活道路の維持管理と整備充実
07 01 04 公共施設等のマネジメントの推進

1-4 浸水での死傷者発生

01 01 01 地域防災力の向上
01 01 04 治水・地震対策の推進
04 01 04 農林業の生産基盤整備
05 02 01 市外へのアクセス向上
05 02 02 生活道路の維持管理と整備充実

1-5 土砂災害での死傷者発生

01 01 01 地域防災力の向上
01 01 99 防災減災体制の充実の総合推進
04 01 04 農林業の生産基盤整備
04 01 99 農業の振興の総合推進
05 01 01 都市機能の維持

1-7 雪による死傷者発生

01 04 02 地域で見守り合う仕組みづくり
03 01 04 日常生活の支援
05 01 02 空き家・空き地の適正管理と有効活用
05 02 03 効率的な除排雪の推進

1-a 避難行動の遅れによる死傷者発生

01 01 01 地域防災力の向上
01 01 02 災害情報伝達力の向上
01 04 02 地域で見守り合う仕組みづくり
07 01 04 公共施設等のマネジメントの推進

2-1 救助・救急活動の絶対的不足 01 05 03 救命率の向上
01 05 04 消防力の整備

2-2 医療・保健・福祉機能の麻痺
01 02 01 あがの市民病院の機能強化
01 02 02 各医療機関の機能分担の強化
05 02 02 生活道路の維持管理と整備充実
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国のリスクシナリオ
（起きてはならない最悪の事態）

※短縮表記

総合計画での該当分野

政
策
番
号

施
策
番
号

基
本
事
業
番
号

基本事業名称

2-3 被災者の避難所での健康状態の悪化

01 01 03 災害時対応力の向上
02 01 01 妊産婦・乳幼児・保護者の交流と不安軽減
02 01 03 放課後活動の環境整備
02 02 03 教育環境の充実
03 01 05 適切な介護サービス利用と適正運営
03 02 01 自立支援サービスの推進
03 02 02 地域生活支援の推進
05 07 02 地球環境の保全
06 03 03 スポーツに触れ合う機会の提供とスポーツ施設の利用促進
07 01 04 公共施設等のマネジメントの推進

2-4 被災地への食料、物資の供給停止

01 01 01 地域防災力の向上
01 01 03 災害時対応力の向上
05 01 01 都市機能の維持
05 01 03 公園の維持管理と整備充実
05 02 01 市外へのアクセス向上
05 02 02 生活道路の維持管理と整備充実
05 02 04 橋りょうの長寿命化

2-7 自然災害と感染症の同時発生 01 01 03 災害時対応力の向上
01 03 06 感染症予防対策の推進

3-3 市の行政機能の大幅な低下

01 01 03 災害時対応力の向上
05 07 02 地球環境の保全
07 01 04 公共施設等のマネジメントの推進
07 02 08 情報システムの適切な管理
07 02 99 適切な行政事務の執行とサービスの提供の総合推進

4-1 サプライチェーンの寸断 04 02 01 魅力的な働き場の維持・増加
04 02 03 事業継続の支援

4-5 食料等の安定供給停滞

04 01 01 収益を向上させる農業経営
04 01 02 意欲のある農業者の育成
04 01 03 持続可能な農業の推進
04 01 04 農林業の生産基盤整備

4-7 農地・森林や生態系等の被害 04 01 01 収益を向上させる農業経営
04 01 04 農林業の生産基盤整備

5-1 通信インフラの麻痺・機能停止 01 01 02 災害情報伝達力の向上
07 01 06 広報・広聴活動の充実

5-4 上下水道の長期間停止

05 04 01 安定供給の推進
05 04 02 安全供給の推進
05 05 01 汚水処理施設の整備と接続の促進
05 05 02 汚水処理施設の維持管理の推進

5-5 交通ネットワークの機能停止
05 01 01 都市機能の維持
05 03 01 市内の交通手段の確保
05 03 02 市外への交通手段の確保

6-1 復興に向けたビジョンや地域合意の欠如 06 02 01 自治会活動の活性化

6-2 人材不足による復興の断念
01 01 01 地域防災力の向上
01 01 03 災害時対応力の向上
06 02 02 市民活動の活性化

6-3 災害廃棄物の処理の停滞 05 06 04 ごみ処理体制の適正化

6-4 各種整備遅延による復旧・復興の停滞
01 01 03 災害時対応力の向上
05 01 01 都市機能の維持
05 01 02 空き家・空き地の適正管理と有効活用

6-5 有形・無形文化の衰退・損失 06 01 01 歴史・文化の保護・活用
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３－４　リスクシナリオ別の脆弱性評価と推進方針

国が設定した 35 のリスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）をベースに、本市として重要と思
われる本市独自の１シナリオを追加した 36 項目のリスクシナリオのうち、本市に該当するものについて
の脆弱性評価の結果及び推進方針を以下に記載しています。

なお、記載にあたっては、総合計画との関係性を明らかにするために、リスクシナリオ毎に該当する総
合計画の施策体系を明示しています。

１．あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ

1-1　‌�大規模な地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模倒壊による多数の
死傷者の発生

1-1-1
【脆弱性評価】 市の公共施設については、避難所となる施設の耐震化が終了していますが、一部で耐震

基準を満たしていない施設があります。

【推進方針】 耐震基準を満たしている公共施設については、適切な維持管理と長寿命化対策を推進し
ていきます。

また、未耐震の公共施設については、公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画に
従い、全体の公共施設保有量を踏まえて、計画的に耐震化を進めていきます。

関連施策 02-01-01　妊産婦・乳幼児・保護者の交流と不安軽減
02-01-03　放課後活動の環境整備
02-02-03　教育環境の充実
03-01-05　適切な介護サービス利用と適正運営
06-03-02　学習機会の提供と生涯学習施設の利用促進
06-03-03　スポーツに触れ合う機会の提供とスポーツ施設の利用促進
07-01-04　公共施設等のマネジメントの推進

1-1-2
【脆弱性評価】 民間の社会福祉施設等（認定こども園・保育園、児童クラブ、介護保険施設等高齢者施

設及び障がい者施設等）の一部については、耐震基準を満たしていない施設や老朽化が進
んでいる施設があります。

【推進方針】 耐震基準を満たしていない、又は老朽化が進む民間の社会福祉施設等に対して、耐震化
と予防保全の必要性や補助制度の周知・啓発を行い、国、県の補助金活用による計画的な
補強整備を支援します。

関連施策 01-01-04　治水・地震対策の推進
02-01-01　妊産婦・乳幼児・保護者の交流と不安軽減
02-01-02　多様な保育サービスの充実
02-01-03　放課後活動の環境整備
03-01-05　適切な介護サービス利用と適正運営
03-02-01　自立支援サービスの推進
03-02-02　地域生活支援の推進
05-01-02　空き家・空き地の適正管理と有効活用 資
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1-2　地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生
1-2-1
【脆弱性評価】 市の公共施設の防火・消火設備については、法令に基づいて設置するとともに、法定点

検を実施し、火災時に機能するように維持管理を行っています。

【推進方針】 公共施設の防火・消火設備については、引き続き法定点検を実施して、点検結果に基づ
いた適切な修繕を行っていきます。

老朽化が進んだ設備については、必要に応じてより安全性の高い設備への更新を検討し
ていきます。

関連施策 02-01-01　妊産婦・乳幼児・保護者の交流と不安軽減
02-01-03　放課後活動の環境整備
02-02-03　教育環境の充実
07-01-04　公共施設等のマネジメントの推進

1-2-2
【脆弱性評価】 民間の社会福祉施設等（認定こども園・保育園、児童クラブ、介護保険施設等高齢者施

設及び障がい者施設等）については、法律に基づいた防火・消火設備を設置し、点検を行っ
ています。

【推進方針】 民間の社会福祉施設等に対して、防火・消火設備、避難等に関する建物や設備の改修に
関する補助制度の周知・啓発を行い、国、県の補助金活用による防災機能整備を支援します。

関連施策 02-01-01　妊産婦・乳幼児・保護者の交流と不安軽減
02-01-02　多様な保育サービスの充実
02-01-03　放課後活動の環境整備
03-01-05　適切な介護サービス利用と適正運営
03-02-01　自立支援サービスの推進
03-02-02　地域生活支援の推進

1-2-3
【脆弱性評価】 住宅用火災警報器等の防火機器の設置及び維持管理については、広報紙等による啓発活

動を行っています。
また、地域や学校での防火・消火訓練を通して、初期消火や適切な避難方法について周

知しています。
事業所等に対する立入検査や訓練等の実施を通じて火災発生リスクを低減しています。

【推進方針】 広報紙や、地域に出向いた啓発活動等を通じた住宅用防火機器等の設置促進に加え、高
齢者世帯への取付作業の支援や火災時に機能するよう維持管理の周知に努めます。

地域や学校での防火・消火訓練を実施し、火災時に訓練で習った内容を実践できる市民
の増加を目指します。

事業所等に対する立入検査を定期的に実施し、火災危険箇所の排除を指導します。

関連施策 01-05-01　防火意識の向上
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1-2-4
【脆弱性評価】 消防車両及び救急車両等の資機材については、消火や救命に支障がないように、適切な

維持管理を行っています。
消火栓や防火水槽等の消防水利設備については、点検を行うとともに、必要に応じた補

修改修を実施し、火災時に機能するように努めています。

【推進方針】 消防・救急車両等の資機材の適切な維持管理に加え、計画的
な更新を行っていきます。

消火栓や防火水槽等の消防水利設備の点検と補修改修を引き
続き実施していきます。

関連施策 01-05-03　救命率の向上
01-05-04　消防力の整備

1-2-5
【脆弱性評価】 消防団については、資機材の提供及び補助並びに必要に応じた更新、教育及び訓練の支

援を行い、機能を維持できるように努めています。
一方で、各部の充足率に開きがあり、一部では持続性が課題となっています。

【推進方針】 消防団の活動環境の整備や、計画的な装備品等の整備を行う
とともに、時代に合わせて消防団の編成を見直していきます。

関連施策 01-05-02　消防団体制の強化

1-2-6
【脆弱性評価】 火災発生時の迅速な消火活動や、避難の妨げとなる狭隘道路や行き止まりの解消と、延

焼を防ぐための空間（公園等）を確保することが求められます。

【推進方針】 火災被害拡大の抑制や、安全な避難行動ができるようにするため、一定の幅員がある避
難路（道路）整備や避難場所となる公園等の確保など、市街地における防災性の向上を図
る取組を推進します。

関連施策 05-01-03　公園の維持管理と整備充実
05-02-02　生活道路の維持管理と整備充実

消火栓点検

消防団活動
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1-4　�突発的又は広域的な洪水・高潮に伴う、長期的な市街地等の浸水やため池・防災インフラの損壊・
機能不全による多数の死傷者の発生

1-4-1
【脆弱性評価】 最新の基準による予測では、越水や堤防決壊により、広い範囲で浸水が想定されます。

河川から離れていても低地においては浸水深が高くなり、危険となります。
浸水想定区域図を記した洪水ハザードマップを全戸配布し、避難経路や指定緊急避難場

所・指定避難所の周知と、平常時からの備蓄食料等の準備を啓発しています。

【推進方針】 想定される浸水域や規模について、市民が洪水ハザードマップを確
認し、河川の氾濫や決壊が予想される際の最適な避難行動ができるよ
う啓発に努めます。

また、学校や勤務先、作業場所がどの程度浸水するかを、日常的に
意識するとともに、適切な避難判断や避難行動に結びつくよう、電柱
等に想定浸水深を表示した洪水ハザードマークの取付けを行っていき
ます。

関連施策 01-01-01　地域防災力の向上

1-4-2
【脆弱性評価】 河川氾濫の危険を考慮した避難行動にあたっては、自動車、自転車、歩行者等が安全か

つ迅速に避難できる道路の確保が必要です。
また、大雨時には浸水による道路冠水や、アンダーパスでの自動車の水没による被害の

恐れがあります。

【推進方針】 自動車、自転車、歩行者等が安全かつ迅速に安全な地域まで移動できる避難路としての
道路整備や道路ネットワーク構築を国、県と協力して行っていきます。また、浸水を防ぎ、
一時避難場所としての機能を道路が担う道路構造の整備も必要に応じて推進します。

浸水被害防止を図るため、道路排水路施設の適切な維持管理や整備による排水機能強化
を図ります。

また、アンダーパスの通行車両に危険性を示す仕組み等の導入を検討します。

関連施策 05-02-01　市外へのアクセスの向上
05-02-02　生活道路の維持管理と整備充実

1-4-3
【脆弱性評価】 近年、全国的にも大規模河川が氾濫する風水害が発生しています。

市内の主要河川においては、河川改修や治水対策を行った箇所であっても、損傷の確認
や新たな被害想定に基づく追加対策等の検討が必要です。

【推進方針】 国、県が実施する河川改修事業の促進を図るために働きかけ、
市内河川の損傷箇所の補強改修や流下能力の不足が解消される
よう努めます。

また、排水樋門等の老朽化対策や、市が行うべき河川、河川
管理施設及び水路の整備を必要に応じて実施します。

関連施策 01-01-04　治水・地震対策の推進

洪水ハザードマーク
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1-4-4
【脆弱性評価】 農業用ため池が豪雨等で越水や決壊した場合、家屋被害や死傷者が生じる可能性があり

ます。

【推進方針】 越水時に家屋被害の恐れがある農業用ため池についてハ
ザードマップを作成し、適切な避難行動の啓発に努めます。

関連施策 04-01-04　農林業の生産基盤整備

1-5　大規模な土砂災害（深層崩壊、天然ダムの損壊など）等による多数の死傷者の発生
1-5-1
【脆弱性評価】 山間地や急傾斜地周辺にも集落が散在する本市では、土砂災害の被害を受ける恐れのある

地区が多く存在します。市では、土砂災害（特別）警戒区域を記した土砂災害ハザードマッ
プを該当世帯へ配布し周知するとともに、土砂災害警戒区域等が含まれる自治会の世帯には、
防災行政無線戸別受信機を設置し、迅速な避難行動ができるような対策を講じています。

【推進方針】 想定される土砂災害について、市民が土砂災害ハザードマップを確認し、適切な避難行
動ができるよう引き続き啓発に努めます。また、避難時の情報伝達体制の整備を図るとと
もに、防災塾や出前講座を通じて防災意識向上の啓発を行っていきます。

関連施策 01-01-01　地域防災力の向上

1-5-2
【脆弱性評価】 土砂災害被害防止のため、急傾斜地などの土砂崩れの防止対策工事を県主体で進めてい

ます。

【推進方針】 国、県が実施する砂防対策や土砂災害危険箇所対策の促進を図っていきます。

関連施策 01-01-99　防災減災体制の充実の総合推進
04-01-99　農業の振興の総合推進

1-5-3
【脆弱性評価】 地震等による災害の発生が予測される大規模盛土造成地について、国土交通省が定める

「大規模盛土造成地の変動予測調査ガイドライン」に基づき調査を完了しています。

【推進方針】 既存の造成宅地において、該当する大規模盛土造成地は存在しない状況ですが、引き続
き定期的に調査を行い、滑動崩落のおそれがある造成地が判明した場合には、適切な対応
を行い、被害の軽減を図ります。

関連施策 05-01-01　都市機能の維持

1-5-4
【脆弱性評価】 土砂災害の防止や被害軽減を図るために、間伐、植林等の森林整備を促進する必要があ

ります。

【推進方針】 民有林、人工林の適切な管理及び整備促進のため、森林経営管理制度を通じた未整備森
林の集積並びに整備に必要なインフラの維持管理に努めます。

関連施策 04-01-04　農林業の生産基盤整備

農業用ため池
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1-7　暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生
1-7-1
【脆弱性評価】 降雪期間において、凍結等に起因する重大な交通事故の防止、または食料、燃料等の必

要物資の調達に支障がないように、市内の主要道路や生活道路には消融雪施設を設置、維
持管理しています。

しかし、近年の想定を上回る降雪や、施設設備の老朽化等によって、消融雪設置区域に
おいても豪雪時には、重機による除雪が必要であり、民間事業者等に持続的な除雪体制の
維持が求められます。

【推進方針】 消融雪施設の設置及び維持管理や改修を継続的に実施す
るとともに、道路除排雪等に対する十分な財政支援を国等
へ要望していきます。豪雪及び暴風雪による交通途絶等を
避けるため、必要に応じて、雪崩、地吹雪等の防雪施設整
備を推進していきます。

また、事業者への除排雪業務の委託や、除雪用重機のオペ
レーター確保や事業者への委託、除雪用重機の確保や更新等
の市内の除排雪体制の維持を官民連携で行っていきます。

関連施策 05-02-03　効率的な除排雪の推進

1-7-2
【脆弱性評価】 家屋周辺や屋根の除雪作業における事故が想定されます。

現在、高齢者等の除雪作業を行うことが困難な市民に対して除雪作業の支援を行ってい
ます。

【推進方針】 除雪作業を行うことが困難な市民に対し、市又は関係団体による支援を継続して実施し
ていきます。

関連施策 01-04-02　地域で見守り合う仕組みづくり
03-01-04　日常生活の支援

1-7-3
【脆弱性評価】 大量の降雪があった場合、管理不全な空き家には倒壊する危険性に加え、屋根の雪が歩

行者や隣家に落雪して死傷する危険性があります。

【推進方針】 市民の安全・安心を確保するために、周辺の除雪や屋根等の雪下ろしがされていない管
理不全空き家については、所有者への安全管理対策の必要性を注意喚起し、倒壊の恐れが
ある場合は所有者に代わって除却を検討していきます。

関連施策 05-01-02　空き家・空き地の適正管理と有効活用

消雪パイプ
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1-a　住民の避難行動が迅速に行われないことに伴う多数の死傷者の発生
1-a-1
【脆弱性評価】 市施設の指定管理者との契約は「指定管理者制度運用ガイドライン」に基づき、関係法

令の遵守が明記されています。このため、消防法に基づく避難訓練等の実施をすべての施
設に求めていますが、災害時の避難の遅延又は市との連携不足がないように努めていく必
要があります。

【推進方針】 指定管理者には「指定管理者制度運用ガイドライン」に基づき、避難訓練・防災訓練の
実施を義務化して、指導を行っていきます。

関連施策 07-01-04　公共施設等のマネジメントの推進

1-a-2
【脆弱性評価】 災害時に支援が必要となる避難行動要支援者を把握するための名簿を作成しています。

【推進方針】 避難行動要支援者や支援する人に確実に情報が伝達され、避難が迅速に行われるように、
引き続き、避難行動要支援者名簿を毎年更新することと合わせ、地域における個別の避難
支援計画の作成に向けて取組を進めていきます。

関連施策 01-01-01　地域防災力の向上

1-a-3
【脆弱性評価】 災害時の情報伝達では防災行政無線のほか、市ホームページや、安全安心メール、戸別

受信機、携帯電話会社の緊急速報などで多重化を行い、避難情報を取得できるように努め
ていますが、登録型の伝達手段については、登録数の増加が重要となります。

【推進方針】 安全安心メールの登録率向上に加え、ＳＮＳ等、市民が身近に利用するコミュニケー　
ションツールの活用を検討し、多くの市民に確実に情報が届く仕組みを検討します。

関連施策 01-01-01　地域防災力の向上
01-01-02　災害情報伝達力の向上

1-a-4
【脆弱性評価】 地域による自主防災組織等は多くの地域で結成されています。しかし、活動内容に差が

見られるため、災害時の運用に不安な面もあります。

【推進方針】 自治会等での自主防災組織の組織率向上に加え、災害時の
運用で機能するような活動への取組支援を行っていきます。

市主催の防災訓練の継続的実施や自主防災組織での防災
訓練の実施を支援し、迅速な避難行動の啓発に努めます。

関連施策 01-01-01　地域防災力の向上
01-04-02　地域で見守り合う仕組みづくり 防災訓練
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２．‌�救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避
難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ

2-1　自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足
2-1-1
【脆弱性評価】 消防施設の耐震化は終了しており、消防隊員数は、年間の出動状況を踏まえた確保に努

めています。救急隊員については、救急車出動時に、救急救命士１名が乗車できる体制が
確保されていますが、被災により隊員が欠けた場合等に備えた、救急救命士の育成が必要
です。

【推進方針】 消防隊員及び救急隊員数は、年間の出動状況を踏まえた確保を行うとともに、被災によ
り隊員が欠ける場合に備え、救急車に複数の救急救命士が乗車できるよう、引き続き救急
救命士の育成を推進します。

また、消防における受援体制の強化や、通信指令機能の広域連携についても協議を進め
ます。

関連施策 01-05-03　救命率の向上
01-05-04　消防力の整備

2-2　�医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医療機
能の麻痺

2-2-1
【脆弱性評価】 災害時に医療活動等を継続するために、医師の確保に加え、医薬品や医療資器材等を確

保する必要があります。
さらに、関係機関から医薬品等の供給を円滑に受けることができる体制を整備する必要

があります。

【推進方針】 災害時の医療体制の整備は、平時から各行政機関、医療機関、医師会等の関係機関との
連携強化を図り、災害時の速やかな応急医療体制の整備及び施設の対災害性の強化を推進
していきます。
　また、関係機関からの医薬品等の供給を円滑に受け取る
ことができる体制を整備していきます。

関連施策 01-02-01　あがの市民病院の機能強化
01-02-02　各医療機関の機能分担の強化

2-2-2
【脆弱性評価】 あがの市民病院等の医療機関へのアクセス道路について、一部で幅員が狭く、災害時の

円滑な救護活動の妨げとなる恐れがあります。

【推進方針】 被災時の医療機関への輸送力向上や医療機関受診時の利用者の安全性確保の視点から、
あがの市民病院をはじめとした医療機関へのアクセス道路の拡幅について推進します。

関連施策 05-02-02　生活道路の維持管理と整備充実

あがの市民病院
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2-2-3
【脆弱性評価】 拠点病院であるあがの市民病院は、市と指定管理者との間で「災害時の医療救護活動に

関する協定書」を交わしており、災害医療の拠点となります。
事業継続計画（ＢＣＰ）を策定しており 、施設面では、耐震設計及び浸水被害対策（嵩

上げ）施設として稼働しています。非常時の電源は、エレベータ（施設における全体設置
数の半数）、手術室、人工呼吸器等の治療用機器の電源が確保されています。

【推進方針】 事業継続計画（ＢＣＰ）及びあがの市民病院防災計画並びに緊急連絡体制を更新すると
ともに、市や県の防災訓練等に積極的に参加し、体制の維持に努めます。

災害発生時に、医療施設が機能を喪失しないように、受入れ可能な体制の維持及び施設・
設備の整備、並びに必要な医療機器等の更新を計画的に進めていきます。

関連施策 01-02-01　あがの市民病院の機能強化

2-3　�劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理状態の悪化による
死者の発生

2-3-1
【脆弱性評価】 指定避難所の耐震化は完了しており、トイレについては、順次洋式化を行っています。

なお、竣工後 20 年以上経過した施設について、未改修等による老朽化が進んでいる施
設があります。

また、空調設備については未整備となっている施設があります。

【推進方針】 非構造部材の予防保全を行うとともに、トイレの洋式化や段差解消などのユニバーサル
デザイン化を推進します。また、劣化の著しい部分の修繕や設備機器の更新等を計画的に
行い、機能回復を図ります。

夏冬の災害時においては、高齢者や妊産婦など配慮を要する方は、空調設備のある避難
所を利用いただき、健康面に配慮した避難生活を送れるようにします。

また、避難所である体育館では空調設備整備を順次進めることとします。なお、電気な
どのエネルギー供給停止時にも機能するよう再生可能エネルギー等の導入も併せて検討し
ます。

関連施策 01-01-03　災害時対応力の向上
02-02-03　教育環境の充実
05-07-02　地球環境の保全
06-03-03　スポーツに触れ合う機会の提供とスポーツ施設の利用促進
07-01-04　公共施設等のマネジメントの推進

2-3-2
【脆弱性評価】 避難所でのプライベート空間の確保や感染症予防の観点から、パーティションや簡易

ベッド等の精神面・衛生面・健康面に配慮した避難所備品確保を行う必要があります。

【推進方針】 避難所運営マニュアルに基づき、避難の長期化に応じた安
全、保健・衛生、保安及びプライバシーの保持に配慮した避
難所運営や施設環境整備を進めていきます。

関連施策 01-01-03　災害時対応力の向上

パーティション
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2-3-3
【脆弱性評価】 長期の避難所生活が困難な高齢者や障がい者等の配慮を要する方の支援体制を構築する

必要があります。

【推進方針】 避難所運営マニュアルに基づき、配慮を要する方の二次的避難所を確保するために、福
祉避難所開設に協力いただく福祉事業者との連携を図ります。

また、福祉避難所には高齢者や障がい者等の介護のために必要な人員を配置し、資機材
等を配備します。

関連施策 02-01-01　妊産婦・乳幼児・保護者の交流と不安軽減
02-01-03　放課後活動の環境整備
02-02-03　教育環境の充実
03-01-05　適切な介護サービス利用と適正運営
03-02-01　自立支援サービスの推進
03-02-02　地域生活支援の推進
06-03-03　スポーツに触れ合う機会の提供とスポーツ施設の利用促進

2-4　被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止
2-4-1
【脆弱性評価】 各家庭での非常用持ち出し品の準備や食料、飲料水等の備蓄をするよう継続的な啓発を

しています。しかし、発災直後から救援物資が届くまでの備えが全世帯には整っていない
状況です。

【推進方針】 各家庭での最低３日間分（推奨１週間分）の食料、飲料水及び生活必需品の備蓄の必要
性について啓発し、家庭での備蓄率向上を目指します。

関連施策 01-01-01　地域防災力の向上

2-4-2
【脆弱性評価】 災害備蓄計画を策定し、想定する避難者数の３食分の食料・飲料水の備蓄を計画的に進

めています。
また、主要避難所に分散配備を行っており、迅速な対応ができるようにしています。

【推進方針】 災害備蓄計画に基づき、食料、飲料水、燃料や電源等の物資等の備蓄を計画的に進め、
備蓄や保管場所についても、引き続き各避難所等で即時に利用及び供給できるような適正
配置を行います。

市の備蓄で対応できない物資については、民間事業者との支援協定の維持や、更なる協
定締結先の拡大により、緊急調達体制を確保します。また、受援体制についても、災害受
援計画を随時見直し、その時々に見合ったものにしていきます。

関連施策 01-01-03　災害時対応力の向上
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2-4-3
【脆弱性評価】 災害時に大型車が通るための道路拡幅や補修及び改良並びに橋りょうの補修・改修が必

要です。
また、市内の多くの地区で無電柱化が実施されていないことから、電柱倒壊により、緊

急輸送路及び重要施設への支援ルートが途絶される恐れがあります。
なお、災害時に、物資を円滑に輸送する市外との基幹道路の多重化については、阿賀野

バイパスの全線開通を待つ状況です。

【推進方針】 道路・橋りょうの日常点検や法定点検に基づき長寿命化対策や耐震性を高める整備を推
進し、電線類の地中化について検討を進めます。

また、緊急輸送道路沿線に、支援・救援の中継地として、物資運搬車両が駐車や搬送が
行える拠点（道の駅、都市公園）の整備を完了し、防災や災害情報共有といった災害応急
対応施設としての活用を図ります。

市外との道路ネットワーク形成については、道路新設事業や
道路拡幅などの改良事業を、引き続き国、県と協力して着実に
推進していきます。

関連施策 05-01-01　都市機能の維持
05-01-03　公園の維持管理と整備充実
05-02-01　市外へのアクセス向上
05-02-02　生活道路の維持管理と整備充実
05-02-04　橋りょうの長寿命化

2-7　大規模な自然災害と感染症との同時発生による、災害対応機能の大幅な低下
2-7-1
【脆弱性評価】 避難所等における感染症予防のための医薬品、衛生用品（マスク、消毒液等）、パーティ

ションなどの備蓄が必要です。
また、感染症予防・食中毒予防・避難所運営支援（衛生管理・生活環境整備）を行う必

要があります。

【推進方針】 避難所等における感染症予防のための医薬品、衛生用品（マスク、消毒液等）、パーティ
ションなどの備蓄を進めます。

感染症発生状況の把握（サーベイランス）を行い、あわせて災害発生時の下水道の機能
不全に備え、仮設トイレや携帯トイレ等の迅速な確保のための体制強化を図ります。

大規模自然災害等に備え、防疫業務における県との協力や、円滑な火葬業務のための体
制を整備していきます。

関連施策 01-01-03　災害時対応力の向上
01-03-06　感染症予防対策の推進

橋りょう点検
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３．必要不可欠な行政機能は確保する

3-3　地方行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下
3-3-1
【脆弱性評価】 市役所、支所は耐震基準を満たし、非常用電源を確保しており、自家発電等の燃料を庁舎内

に備蓄しています。なお、業務継続のため燃料供給事業者等からの供給体制を構築しています。
また、住民記録をはじめとする情報システム及びデータは、市役所３階のデータ管理室

内を起点とし、用途に応じて外部のデータセンターや庁舎内外の施設に設置し、専用回線
で通信しています。大規模災害などによる通信回線の断絶、自家発電を含む電気の供給停
止などを除き、情報システムを継続運用できるように構築されています。

【推進方針】 市役所、支所ともに、安全性を維持するための予防保全を進めます。
また、電気などのエネルギー供給の停止時にも行政機能への影響を最小限に抑えるため、

非常用電源として再生可能エネルギーや蓄電設備等の導入を検討します。
データ管理室の防災性向上に加え、災害時でも情報システム等の利用継続が図れること

を目指します。

関連施策 05-07-02　地球環境の保全
07-01-04　公共施設等のマネジメントの推進
07-02-08　情報システムの適切な管理

3-3-2
【脆弱性評価】 市役所施設の被災に備えた業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、迅速な行政機能の回復が

行える業務継続マネジメント（ＢＣＭ）能力の向上が必要です。
大規模自然災害等の発生時には、市のみの対応では業務継続に支障を来すことが想定さ

れるため、非常時の応援を要請する自治体等を確保する必要があります。

【推進方針】 市の業務継続計画（ＢＣＰ）の策定後、実行性を高めるため、必要な資源の確保や定期
的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況変化に応じた見直しを
行い、業務継続に必要な体制を整備します。

他の自治体等と締結している災害時の応援協定を継続及び拡大するとともに受援体制を
強化していきます。

関連施策 01-01-03　災害時対応力の向上
07-02-99　適切な事務執行とサービスの提供の総合推進

3-3-3
【脆弱性評価】 職員が被災し、市役所に来られない事態を想定して、より多くの職員が初動体制を理解

し、自発的に動くことができる「市職員の災害対応力」の向上が必要です。
市職員の安否や状況を即時に把握する仕組みがないため、被災時の市職員のマンパワー

が不明となり、災害対応要員配置に影響を及ぼす可能性があります。

【推進方針】 職員向け災害対応訓練、図上訓練、避難所開設訓練を継続的に実
施し、多くの職員が災害時に自発的に動けることを目指します。また、
災害時職員初動マニュアルを定期的に見直し、業務の習熟を図ります。

市職員の安否や対応可能性を即時に把握する仕組みづくりにつ
いて検討します。

関連施策 01-01-03　災害時対応力の向上
図上訓練
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４．経済活動を機能不全に陥らせない

4-1　サプライチェーンの寸断等による地元企業の生産力低下
4-1-1
【脆弱性評価】 非常時においても、企業等の活動が停滞しないように、企業等による事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）の策定を促進する必要があります。

【推進方針】 商工会をはじめとした産業支援機関と連携を図りながら、企業等の事業継続計画（ＢＣ
Ｐ）策定状況について実態把握に努めるとともに、企業等が被災後、速やかに事業を再開
できるよう策定について普及啓発活動を行います。

関連施策 04-02-03　事業継続の支援

4-1-2
【脆弱性評価】 産業集積地として発達している南関東圏、近畿圏及び東海圏との同時被災リスクが低い

利点があり、生産拠点や本社機能等を補完できる可能性があります。

【推進方針】 産業集積地として発達している南関東圏、近畿圏及び東海圏が被災した場合でも、事業
継続が担保できるよう、当該地域に本社機能や生産拠点をもつ企業に対して、市内への本
社機能や生産拠点の移転を促進します。

関連施策 04-02-01　魅力的な働き場の維持・増加

4-5　食料等の安定供給の停滞に伴う、経済活動への甚大な影響
4-5-1
【脆弱性評価】 農業従事者の高齢化が進み、第２種兼業農家の割合が高く、大規模自然災害等による農

作物の被災や農地の荒廃、農業従事者が死傷した場合の担い手不足により耕作放棄される
恐れがあります。

【推進方針】 農業の後継者不足等による食料安定供給の停滞を解消するために、次世代の担い手育成
や、水稲単一から園芸作物や畜産といった経営拡大化に対する支援を行います。

関連施策 04-01-01　収益を向上させる農業経営
04-01-02　意欲のある農業者の育成
04-01-03　持続可能な農業の推進

4-5-2
【脆弱性評価】 小規模耕作地や農業用施設の未整備等に起因する、大規模自然災害時における農産物の

被害の甚大化等が懸念されます。

【推進方針】 市内で生産する農産物を安定的に供給できる直売所等の整備や農地区画の拡大等の農業
生産基盤の強化、整備を支援します。

関連施策 04-01-01　収益を向上させる農業経営
04-01-04　農林業の生産基盤整備 資
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4-7　農地・森林や生態系等の被害に伴う国土の荒廃・多面的機能の低下
4-7-1
【脆弱性評価】 有害鳥獣による農地・森林・農作物等の被害は、生産者の経済的損失と生産意欲の減退

につながり、耕作放棄地を増加させることで、土砂災害等の危険性を招く恐れがあります。

【推進方針】 「阿賀野市鳥獣被害防止計画」に基づき、行政、地域住民、鳥獣被害対策実施隊が一体
となって、有害鳥獣を寄せ付けない対策を推進していきます。

また、忌避資機材等の導入や、自主防除意識の啓発のため、地域単位での研修等の実施
を進めます。

関連施策 04-01-01　収益を向上させる農業経営

4-7-2
【脆弱性評価】 農地、農道、農業用排水路等を適切に管理・保全して二次災害を防止するための対策を

講じる必要があります。

【推進方針】 農地がもつ多面的機能を発揮させるため、農地、農道及び水路の適切な維持管理を農業
従事者のみならず地域住民ととともに推進します。

関連施策 04-01-04　農林業の生産基盤整備
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５．‌�情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネッ
トワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる

5-1　�テレビ・ラジオ放送の中断やインターネット・ＳＮＳの障害等により、災害時に活用する情報サービ
スや通信インフラが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態

5-1-1
【脆弱性評価】 防災行政無線屋外拡声子局を市内全域に配備し、非常時には遅滞なく情報の伝達ができ

るようになっています。

【推進方針】 利用時に不具合がないよう、適切な維持管理や更新に努めていきます。

関連施策 01-01-02　災害時情報伝達力の向上

5-1-2
【脆弱性評価】 防災行政無線のほか、市ホームページや登録制の安全安心メール等が避難情報や災害情

報の伝達に活用可能となっています。
しかし、市ホームページや安全安心メールは、市役所の情報ネットワークが停止した場

合には、発信できない状況が想定されます。

【推進方針】 市役所の情報ネットワークが停止しても、避難情報や災害情報を伝達・収集できるよう
な仕組みを検討します。

また、ＳＮＳの活用など新たな情報伝達手段の確保を検討します。

関連施策 01-01-02　災害時情報伝達力の向上
07-01-06　広報・広聴活動の充実

5-4　上下水道施設の長期間にわたる機能停止
5-4-1
【脆弱性評価】 基幹管路である導水管、送水管及び配水本管並びに浄水施設等の耐震化を推進する必要

があります。
大規模自然災害によって低下した水道供給機能を早期に復旧させるため、近隣自治体等

との給水体制の連携や、業務継続計画（ＢＣＰ）を策定する必要があります。

【推進方針】 引き続き基幹管路である導水管、送水管及び配水本管の耐震化を推進していきます。
また、浄水施設等については、人口推移等からの水需要の減少を踏まえ、施設の統廃合

等を考慮した耐震化を推進します。
被災時の水道供給機能の復旧に向けた、近隣自治体との緊急連絡管等による給水の連携

体制の確立や、業務継続計画（ＢＣＰ）の策定を行い、職員への周知徹底を通じて、大規
模自然災害時において業務を継続できるよう危機管理体制を整備します。

関連施策 05-04-01　安定供給の推進
05-04-02　安全供給の推進
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5-4-2
【脆弱性評価】 下水道の重要幹線管路は地震動レベル２に対応する耐震化がほぼ終了しています。

なお、一部で供用開始から、法定耐用年数とされる５０年に迫る管路や硫黄化水素ガス
による腐食が進む管路等も存在することから、計画的な改築・更新等の維持管理が必要な
状況です。

各種汚水処理施設は、一部施設において、耐水化及び耐震化、非常電源確保が終了して
おらず、大規模自然災害時には汚水処理が滞る可能性があります。

業務継続計画（ＢＣＰ）は策定していますが、必要に応じて適宜見直し、着実に緊急体
制を整備する必要があります。

【推進方針】 下水道整備予定区域では、引き続き概成に向けて整備を推進していきます。
整備済区域では、ストックマネジメント計画に基づく、下水道施設の改修・更新等の予

防保全を実施し、施設の老朽化対策及び長寿命化を推進していきます。
災害に備え、下水道施設等の浸水・地震対策を図ります。
業務継続計画（ＢＣＰ）を必要に応じて、適宜見直していきます。

関連施策 05-05-01　汚水処理施設の整備と接続の促進
05-05-02　汚水処理施設の維持管理の推進

5-4-3
【脆弱性評価】 単独浄化槽及び汲取槽は、汚水処理がされていないため、災害時には衛生的に問題が出

る可能性があります。

【推進方針】 老朽化した単独浄化槽から、災害に強い合併浄化槽や公共下水道への転換を促進します。

関連施策 05-05-01　汚水処理施設の整備と接続の促進

5-5　交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響
5-5-1
【脆弱性評価】 鉄道、民間路線バス、市営バス、タクシーといった交通機関があり、市内全域から市内

各地または市外への移動が可能となるように公共交通ネットワークを形成しています。
災害時において、公共交通の運行が困難な場合、代替輸送手段や迂回・臨時運行等交通

手段を確保する必要があります。

【推進方針】 それぞれ代替手段となるよう複数の交通手段を確保・維持するとともに、有事の際に対
応できるよう平常時から道路管理者、鉄道、バス及びタクシー事業者等の関係機関との連
携を図ります。

また、鉄道駅、高速バス停留所を鉄道、高速バスと市営バス路線をつなぐ交通拠点とし
て機能強化を図ります。

関連施策 05-01-01　都市機能の維持
05-03-01　市内の交通手段の確保
05-03-02　市外への交通手段の確保
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６．社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する

6-1　�自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域合意の欠如等により、復興が大
幅に遅れる事態

6-1-1
【脆弱性評価】 復旧にあたっては、自助・共助が重要であり、地域活動の中心となる自治会に加入して、

地域住民との関係性を構築することが重要です。しかし、自治会に加入しない世帯も増加
しており、災害時の地域での支え合いが不十分になる恐れがあります。

【推進方針】 地域の活力や支え合いの力が低下しないよう自治会集会施設の建設・改修等を支援する
等、平時から自治会活動の重要性を啓発し、自治会に加入する世帯の増加を目指します。

関連施策 06-02-01　自治会活動の活性化

6-2　‌�復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボランティア、ＮＰＯ、企業、労働者、地域に
精通した技術者等）の不足等により復興できなくなる事態

6-2-1
【脆弱性評価】 災害時の道路通行への応急対応など、あらゆる分野で速やかな復旧・復興に不可欠な人

材を確保する必要があります。

【推進方針】 災害時の道路通行への応急対応及び物資並びに情報、市民相談等を行うため、災害支援
協定を締結しているさまざまな関係団体の協力を得ることにより、復旧・復興に向けたマ
ンパワーを確保していきます。

関連施策 01-01-01　地域防災力の向上
01-01-03　災害時対応力の向上

6-2-2
【脆弱性評価】 社会福祉協議会が設置する災害ボランティアセンターの運営を支援しますが、本市では

開設の経験がないため、円滑な運営実践に課題があります。

【推進方針】 災害ボランティアセンターを設置する社会福祉協議会をはじめ、地元や外部から被災地
入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等の様々なボランティア団体等と情報を共有する場を設置す
るなどし、連携のとれた支援活動の展開に努めます。

関連施策 06-02-02　市民活動の活性化

6-2-3
【脆弱性評価】 罹災証明書等の交付に係る調査員は家屋調査経験職員等が対応しますが、応急危険度判

定の判定士は、市に有資格者がいません。市民や事業者の早期の復旧・復興のため、迅速
な被害認定調査等の体制整備が必要です。

【推進方針】 平時から被害認定調査の担当者の育成や、他の地方公共団体や民間団体との応援協定の
締結、応援の受入態勢の構築、業務支援システムの活用等を計画的に進めます。

関連施策 01-01-03　災害時対応力の向上
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6-3　大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態
6-3-1
【脆弱性評価】 災害廃棄物処理計画に基づき、災害廃棄物の処理を適正かつ迅速に行うため、計画の実

効性の向上に努めるための事前の取り決めや準備、職員への災害廃棄物想定量の算定等の
知識の向上が必要です。

【推進方針】 大量の災害廃棄物の発生に備え、災害廃棄物を適正かつ迅速に処理する体制の整備を図
る観点から、災害廃棄物の発生量の推計や、量に応じた仮置き場の選定、処理方法等につ
いて、平常時からシミュレーションや図上訓練等を行い、迅速に処理できる職員の知識向
上や人員確保等の準備を進めます。また、近隣市町とともに、広域ごみ処理施設の適切な
維持修繕に努めます。

関連施策 05-06-04　ごみ処理体制の適正化

6-4　事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態
6-4-1
【脆弱性評価】 応急仮設住宅の設営の在り方、建設候補地が速やかに設定されないと、復旧・復興が遅

れる可能性があります。
地籍調査が進んでいない箇所があると、円滑な復旧・復興に支障が生じる恐れがあります。

【推進方針】 応急仮設住宅の建設候補地が迅速に選定されるよう努めるとともに、災害後の迅速な復
旧・復興のためには、土地境界を明確にしておくことが重要であることから、地籍調査事
業の推進を図ります。

また、市営住宅の空き家を仮住宅として提供する等、迅速に対応します。

関連施策 01-01-03　災害時対応力の向上
05-01-01　都市機能の維持
05-01-02　空き家・空き地の適正管理と有効活用

6-5　貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無形の文化の衰退・損失
6-5-1
【脆弱性評価】 本市が所有する各種文化財や収蔵物は、適切な環境で保管されていますが、一部の保管

設備では老朽化が進んでおり、き損しない設備での継続的な保管体制の整備が必要です。

【推進方針】 文化財、収蔵物が災害でのき損のリスクが低減されるような管理方法や設備整備を推進
します。

関連施策 06-01-01　歴史・文化の保護・活用
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第４章　計画の推進及び進捗管理

４－１　計画の推進及び進捗管理

本計画に位置付けられた取組は、本市全体の強靱化に関するものであり、総合計画や分野別計画と連携
し、計画的かつ着実に取組を推進していきます。

また、本計画の進行管理は、毎年度ＰＤＣＡサイクルにより、ＫＰＩ（重要業績指標）や各取組の進捗
状況を踏まえながら検証を行います。

なお、進行管理にあたっては、本市が導入している行政評価の仕組みと連動して市民への説明責任を果
たします。

国土強靱化地域計画 総合計画

Plan（計画）

①‌�リスクシナリオ単位での推進方
針の設定

②‌�‌�実施計画で目指すべきＫＰＩの
現状値と目標値を設定

①‌�施策体系に基づく政策展開
　※‌�施策体系及び成果指標に国土

強靱化地域計画の該当リスク
シナリオを記載

②‌�事務事業の活動・成果指標を国
土強靱化地域計画の実施計画事
業のＫＰＩと連動

Do（実施） 事務事業単位での進行管理

Check（評価）

①‌�リスクシナリオの脆弱性の状況
と推進方針の進捗を確認

②‌�実施計画のＫＰＩを「把握」、「公
開（説明責任）」

総合計画の成果指標公開（まちづ
くり報告書）及び主要施策成果報
告書において、国土強靱化地域計
画のＫＰＩであることを表示

Act（改善）

①‌�評価結果を踏まえたリスクシナ
リオの脆弱性評価と推進方針の
加除、見直し

②‌�‌�評価結果を踏まえた実施計画事
業の進め方の見直し、事業の追
加、削除の実施

当初予算説明書の事務事業の活動・
成果指標の目標値と連動

連動

連動

連動

４－２　計画の見直し

本計画は、今後の社会経済情勢の変化や、国、県などの国土強靱化に関する施策の進捗状況等を考慮し
つつ、適宜見直しを検討します。
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資料１　策定経過
計画の策定にあたっては、各関係分野における識見を有する者から構成される「阿賀野市総合計画審議

会」や市長を含む幹部職員で構成される「阿賀野市市政経営会議」を開催し、検討、審議を行いました。
また、市民の意識等を聴取するため、「まちづくりアンケート」を実施するとともに、「阿賀野市パブリッ

クコメント実施要綱」に基づき、計画（案）についてパブリックコメントを実施しました。

年 月日 実施事項・会議名等 主な内容

令和５年

10月 10日 策定方針決定

10月 20日 職員説明会
次期総合計画の策定方針や作業の進め方
を職員に説明

11月７日～９日 政策別課題設定会議
施策・基本事業の体系、成果指標の見直
し案の内容等について各担当部署と協議

令和６年

１月22日～２月 16日 まちづくりアンケート
20歳以上の市民 2,000 人を対象として
アンケート調査を実施（回答率53.7％）

３月 14日～ 15日 施策・基本事業成果指標ヒアリング
施策・基本事業の成果指標について事務
局から各担当部署へヒアリング

７月９日 市政経営会議
基本構想、基本計画のまちづくり目標、政
策、施策・基本事業体系等について協議

８月９日 市政経営会議 人口展望について協議

８月30日 第１回総合計画審議会
総合計画審議会委員を委嘱し、次期総合
計画（案）について諮問、策定方針等を
説明

９月20日 議会全員協議会 次期総合計画の策定方針等を説明

11月１日 市政経営会議
施策・基本事業の成果指標、重点分野等
について協議

12月５日 市政経営会議
次期総合計画（案）と成果指標の目標値
について協議

12月 13日 第２回総合計画審議会 次期総合計画（案）について審議

12月 19日 議会全員協議会 次期総合計画（案）について説明

12月 25日～
令和７年１月28日

パブリックコメント
次期総合計画（案）について市ホームペー
ジ等で意見募集

令和７年

１月20日～２月 14日 まちづくりアンケート
20 歳以上の市民 2,000 人を対象として
アンケート調査を実施（回答率52.5％）

２月13日 議会全員協議会
パブリックコメント実施結果等について
説明

２月21日 第３回総合計画審議会
パブリックコメント実施結果等の報告、
答申案についての審議

２月25日 総合計画審議会の答申 次期総合計画（案）等についての答申

２月26日 令和７年第２回市議会定例会 基本構想を議決

３月21日
「阿賀野市総合計画2025-2032～
基本計画2025-2028期～」の決定
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資料２　阿賀野市総合計画審議会
【委員名簿】

（五十音順、敬称略）
No. 選考区分 氏名 所属 備考

1 報道機関 阿部　慎一 ㈱新潟日報社新発田総局

2 観光業 荒木　寿江 阿賀野市観光協会

3 教育機関 石黒　篤志 阿賀野市校園長会

4 製造業 遠藤　和人 安田瓦協同組合 会長

5 建設業 坂詰　直樹 阿賀野市建設業協会

6 商業 佐々木　和幸 阿賀野経営者同友会 副会長

7 子育て 長谷川　千代美
子育て支援ボランティア

いちごみるく

8 農業 原　勝則 新潟かがやき農業協同組合

9 金融業 山口　哲也 阿賀野市金融団

10 デジタル・情報 横山　博一
特定非営利活動法人

にいがた地域情報化推進協議会



136

国
土
強
靱
化

基
本
計
画

基
本
構
想

序

論

市
役
所
機
能
の
整
備
・
強
化

と
信
頼
さ
れ
る
行
政
運
営

多
様
性
の
尊
重
と

市
民
協
働
の
推
進

生
活
に
密
着
し
た
住
み

や
す
い
環
境
づ
く
り

地
域
経
済
の
活
性

化
と
拡
充

高
齢
者
・
障
が
い

者
福
祉
の
充
実

子
ど
も
と
子
育
て

世
代
へ
の
支
援

安
心
な
暮
ら
し
の

確
保
と
向
上

基
本
計
画
の

考
え
方
・
方
針

資
料
編

【諮問】

阿 財 第　２１１　号

令和６年８月３０日

阿賀野市総合計画審議会

会長　遠藤　和人　　様

阿賀野市長　加　藤　博　幸

諮　　問
　阿賀野市総合計画審議会条例第２条の規定により、下記の事項について貴審議会の意見を

求めます。

記

（１）�阿賀野市総合計画及び阿賀野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況につ

いて

（２）デジタル田園都市国家構想交付金関係事業の進捗状況について

（３）阿賀野市総合計画（次期基本計画）について



137

国
土
強
靱
化

基
本
計
画

基
本
構
想

序
　
論

市
役
所
機
能
の
整
備
・
強
化

と
信
頼
さ
れ
る
行
政
運
営

多
様
性
の
尊
重
と

市
民
協
働
の
推
進

生
活
に
密
着
し
た
住
み

や
す
い
環
境
づ
く
り

地
域
経
済
の
活
性

化
と
拡
充

高
齢
者
・
障
が
い

者
福
祉
の
充
実

子
ど
も
と
子
育
て

世
代
へ
の
支
援

安
心
な
暮
ら
し
の

確
保
と
向
上

基
本
計
画
の 

考
え
方
・
方
針

資
料
編

【答申】

令和７年２月２５日

阿賀野市長　加藤　博幸　様

阿賀野市総合計画審議会

会長　遠　藤　和　人

答　　申
　令和６年８月３０日付け阿財第２１１号をもって本審議会に諮問があった事項について、

下記のとおり答申します。

記

１．阿賀野市総合計画及び阿賀野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況について
【答申内容】

　阿賀野市総合計画及び阿賀野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗について、令和

５年度の施策・基本事業の成果指標を見ると、基準値である令和元年度と比較して「向上」

している成果指標が半数を超えている状況であることから、概ね順調であったと認めます。

　その一方で、基準値を下回る状況となっている成果指標も一定数見受けられることから、

ＰＤＣＡサイクルに基づく経営資源の適切な配分や業務の見直しを徹底し、引き続き、目

標の達成に向けた取組を推進していただくよう期待します。
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２．デジタル田園都市国家構想交付金関係事業の進捗状況について
【答申内容：地方創生推進タイプ】

　地場産業「安田瓦」を核とした交流人口拡大・就労促進事業について、令和５年度にお

けるＫＰＩは、全ての指標で目標値を下回っている状況です。これは、新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響により、県外来訪者や団体利用が減少し、感染症拡大前の水準まで戻っ

ていないことが考えられるほか、住宅の建築様式や瓦に対する価値観の変化による影響を

受けているものと認めます。

　今後については、体験型施設「かわらティエ」を利用したさらなる交流人口の拡大や、

瓦産業を担う後継者の就労や技能習得を促進するとともに、市場ニーズを把握し、建築様

式や価値観の変化に対応した商品開発を行うことを期待します。

【答申内容：デジタル実装タイプ】

　デジタル実装タイプとして実施した３事業について、令和５年度におけるＫＰＩ全１０

指標のうち、半数の５指標で目標を達成しています。

　今後については、事務の効率化や住民の利便性向上に資するようなデジタル化のさらな

る推進に期待します。

≪施設予約システム導入事業≫

　３つの指標のうち、システムの利用者登録件数とオンライン予約割合の２つの指標が目

標未達成で、これは、サービスの開始時期が大きく遅れたことによる影響があったものと

認めます。

　一方、利用満足度の指標が目標を達成できたことからも、利便性向上に一定以上の効果

があったものと考えられます。

　引き続き、より多くの市民が利用できるよう、施設窓口での丁寧な説明や広報等での積

極的な周知に努めてください。

≪学校校務デジタル化推進事業≫

　５つの指標のうち、システムの利用率、登録件数、利用満足度の３指標で目標を達成し

ており、これは、教職員に対するシステム導入前の説明会に加え、学校訪問研修などの研

修会を複数回実施し、利用者の理解を深めたことで達成できたものと考えられます。

　一方、目標未達成となった、教材研究のための時間を増やすことができた教員の割合、

学校生活が楽しいと感じる児童・生徒の割合の２つの指標については、教員の業務効率化
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に繋がるよう、引き続きシステムの効果的な活用方法などの研修を実施し、教員が生徒に

関わる時間や教材研究の時間を確保することで、児童・生徒に還元されることを期待します。

≪行政手続のオンライン化による住民サービス向上事業≫

　２つの指標のうち、住民・業者の利用満足度の指標は目標を達成することができました。

これは利用者が使いやすい申請フォームを作成したことが、効果的だったと考えられます。

　一方、目標未達成となった、申請全体におけるオンライン手続きの割合については、引

き続きニーズがある申請のオンライン化を図るとともに、住民・業者への積極的な周知に

努めてください。

３．次期総合計画について
【答申内容】

　本審議会に付議された次期総合計画（阿賀野市総合計画 2025-2032 基本計画 2025-

2028 期）の案については、現計画を踏まえながら、環境変化や法改正、新たな行政課題

等に対応するための見直しが行われた内容となっています。

　また、次期基本計画については、現基本計画（阿賀野市総合計画 2016-2024 基本計画

2020-2024 期）から引き続き、施策及び基本事業ごとに成果指標を設け、目標値を設定す

る行政経営（行政評価）の考え方が取り入れられています。総合計画と一体的に進捗管理

を行うこととされる、第３期阿賀野市まち・ひと・しごと創生総合戦略及び第２期阿賀野

市国土強靱化地域計画と併せ、計画の着実な推進を図る観点からも、今後の阿賀野市にお

けるまちづくりの基本的な指針として、妥当なものであると認めます。

　なお、当審議会として、計画の推進にあたって有効と思われる主要な意見を以下に付し

ますので、これらの意見に十分配慮するとともに、「住み良い、いきいき元気なまち」の実

現に向けて、計画の進捗管理を適切かつ継続的に実施しながら、施策・基本事業の目標達

成に向けた取組の推進が図られるよう要望します。

〇�　医師の偏在や高齢化などにより、医師の確保が大きな課題となっている。必要な時に

必要な医療を受けられる地域医療体制の確保に向けた取組を強化していただきたい。

〇�　子どもを持たない理由のひとつに経済的な不安があげられることから、保護者負担の

軽減と安全・安心な子育て環境構築のため、多様なニーズに対応した適切な支援に繋げ

られるよう関係機関と連携し、切れ目のない支援を実施していただきたい。
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〇�　結婚意識の向上について、結婚に対する意識の多様化もあるため、押しつけにならな

いよう、配慮していただきたい。

〇�　学校教育において、ＩＣＴ活用状況に差が出ることもある。ＩＣＴの活用はあくまで

手段であるが、児童・生徒の理解度が向上するよう、効果的に活用できるよう努めてい

ただきたい。

〇�　都市機能の維持について、コンパクトシティの推進を図る方針であるが、京ヶ瀬地区

で児童・生徒が増えている状況など、現状を分析し、快適に暮らせる都市環境になるよう、

定期的に見直していただきたい。

〇�　下水道等のインフラ設備について、古いところでは 40 年以上が経過している箇所も

ある。今後設備の耐震化や布設替えが必要になってくることから、計画的に整備を進め

ていただきたい。

以　上
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